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会計管理者 西 珠 生

午前９時００分開議

○議長（山路 有君） 皆さん、おはようございます。

令和４年３月第１回定例会本会議２日目を開催します。

ただいまの出席議員は１０名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きま

す。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（山路 有君） 日程第１、一般質問を行います。

本日の一般質問が、明日の村づくりにつながることに期待するところであります。

なお、質問者は、マスクを外すことを許可します。村長につきましては、これまでどおりとし

ます。

次に、通告者の紹介をします。

通告１番、松田悦郎議員、この後、午前９時から行います。通告２番、井藤稔議員、午前９時

５０分から行います。１５分間休憩を挟みまして、通告３番、三島尋子議員、１１時５分から行

います。昼休憩に入ります。通告４番、前田昇議員、午後１時から行います。通告５番、河中博

子議員、午後２時２０分から行います。ここで、少し１５分間休憩を挟みまして、通告６番、松

本二三子議員、午後３時３５分から行います。以上、本日６名の議員が質問を行います。

それでは、通告順に質問を許します。

８番、松田悦郎議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） おはようございます。８番、松田です。

今回は、コロナの対応とプラスチック新法、この２問を質問いたします。

最初に、特別警報時対応の是非について質問いたします。

県内でのコロナ感染者は、今日まで、いまだに多くの方が感染されてる状況であります。とこ

ろで、コロナ感染は、昨年の年末に第五波がやっと終息するかと思っていましたが、今年の１月

には、オミクロン株が発生し、すぐさま第六波として全国に広がりました。鳥取県でも、１月２

４日には特別警報が発せられ、１月２８日には過去最多の１９６人でありました。特に西部では、

連日１００人超えであります。しかし、コロナ感染で怖いのは、連日１００人超えから２月上旬
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には、一気に４０人前後となり、少し感染者が減ったことにより皆さんの警戒心が薄れてくるこ

とであります。

私は、オミクロン株が出だして次第に全国に広がっていく状況の中で、日吉津村ではどのよう

な対処をされるのか、どのような対応をされるのか、毎日、村ホームページを開いてみましたが、

日吉津村では、不要不急の外出を控える対応だけでありました。身近な感染では、１月１６日に

うなばら荘の関係者が１名、１月２６日には役場職員１名、２月２日には箕蚊屋中学校がクラス

ター施設として認定されました。最近、本村でも、小学校で感染者があったようですが、この感

染は、いつどこでかかるのか分からないのがコロナ感染の怖いところであります。この状況下で、

日吉津村は１月２９日になって、やっと小学校体育館の利用中止の指示が出ましたが、私にすれ

ば、もう少し早く、何かの対処や対応の判断をすべきであると思っていました。

私は、なぜ早く対処や対応をするべきかといいますと、コロナ感染から回復して１年たった今

も、ひどい倦怠感や体の痛みなどの後遺症に苦しんでる方が多くおられる事実を真剣に考えてい

ただきたいからであります。ただ、コロナ感染防止の対応については、県内で大きな議論が新聞

に掲載され、県民にも大きな反響がありました。このようにコロナ対応については、非常に難し

い事柄であることは理解できましたが、村民にあまり過度の心配をかけたくないのかどうか分か

りませんが、指示が遅いと感じました。

そこで、コロナ感染で、令和２年頃には、西部地区に２人や３人でも出れば、西部地区全体が

警戒心でいっぱいだったことを忘れてはいけないし、少なくとも１月２４日のコロナ特別警報時

に、令和２年４月に出されたコロナ感染対策で村公共施設の利用制限に少しでも近い対応ができ

なかったのか、なぜもう少し村民に緊張感が生まれるような対応が出せなかったのか。今後のコ

ロナ感染者対応のためにも、コロナ特別警報時の対応についての是非を伺います。

次に、プラスチック新法の取組について質問いたします。

今、世界中で大きな環境問題となっているのは、気候変動やプラスチック問題であります。特

にプラスチックは、加工のしやすさ、高い耐久性などから生活に欠かせない存在ではありますが、

近年問題視されているのが海洋汚染問題であります。

これまで、プラスチック類をはじめとするごみの分別には、多くの時間と労力を費やしてきま

したが、なかなかよい解決法の決定打が出ないのが現実であります。知っていても個人としてで

きることは限られており、忙しい毎日の中で、社会貢献に使える時間を見つけるのも難しいのも

現実であります。

そこで、プラスチック問題は、なぜここまで深刻になったのか。これは、プラスチック製品の
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使用が増え続けたことが理由にあるようです。そこで、政府はプラスチックに係る資源循環の促

進等に関する法律、プラスチック新法の施行を、令和４年度より家庭から出るプラスチックごみ

を一括して回収する経費の一部を地方交付税で手当てをすると言われております。

そこで、村としてのプラスチック一括回収を含めて、政府の方針をどのように捉え、どのよう

な取組を考えておられるのか伺います。以上です。

○議長（山路 有君） 村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、松田議員からの一般質問にお答えをしてまいりたいと思いま

す。

まず、コロナ特別警報時対応の是非について、対応の仕方についての御質問でございます。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一昨年から村民の皆様には、急な行事、イベントの

中止、延期等々で御不便をおかけしているところでございます。ふだんからマスクをつけていた

だいたり、消毒を徹底していただいたりということで御協力をいただいておりますことに改めて

感謝を申し上げたいと思います。

令和２年の４月７日に発出をされました緊急事態宣言は、４月の１６日に全国に拡大をされ、

東京都等８都府県を除く３９の道県は５月１４日で解除ということになりましたけれども、この

間、本村におきましても、公共施設等の休館や閉館を実施した、御協力をいただいたところでご

ざいます。その後も県のガイドライン等に沿うような形で、ヴィレステひえづでは、例えば間隔

を空けて使用をするなどの措置を取らせていただいておりまして、御協力をいただいているとい

う状況でございます。

昨年の１１月には、国のワクチンの接種率が７割を超えたことにより、従来のステージ分類の

仕方から、新たに病床使用率など、医療の逼迫状況を重視したレベル分類に変わり、自治体の対

応についても、感染症対策を徹底した上で事業等の継続を進める方針へと転換されてきたという

経緯もございます。そうした状況を踏まえまして、現在、県内で鳥取県版の新型コロナ特別警報

が発令をされている状況下ではございますけれども、基本的にはこれまで行っていただいており

ます感染症対策を十分に実施、講じていただいた上で、施設は使用可能とさせていただいている

ところでございます。

一方で、現在のこのオミクロン株は、特に子供たちの間でも感染が広がりやすいということが

特徴として言われております。そういったことから、保護者の皆さんへのマチコミメールを活用

して注意喚起をしたり、保育所では利用の自粛をお願いをしたり、また、１月２８日に開催をさ

れました県の対策本部会議におきまして、米子市、境港市の学校等に部活動、スポーツ少年団の
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活動を当面中止というようなことがございました。米子市に囲まれました日吉津村におきまして

も、スポーツ少年団の活動の自粛を要請をし、また、同時に市中感染急拡大特別警報も発令され

ていることもございます。近隣地域と連絡調整をし、小学校施設の開放を中止させていただいた

ところでございます。

また、最近のオミクロン株の急激な感染拡大によりまして、県は、１月の２７日に米子市、境

港市を対象に市中感染急拡大特別警報を発令をし、特別措置法の第２４条９項による外出自粛の

要請をされたところでございます。本村におきましても、同じエリアにありますことから、防災

無線によるアナウンスを繰り返し行いまして、外出自粛をお願いしたところでございます。この

県によりますコロナの対策本部というのが開催されるごとに、我々もその情報に注視をしており

ます。そこで、現在の状況であるとか注意すべき事項について確認をした上で、村民の皆様には

周知、あるいは注意喚起をさせていただいているところでございます。

今後、仮に村内で感染が拡大した場合、あるいは県が示すレベルが上がった場合等には、施設

を全面的に閉鎖というようなことも考えられる選択肢であるとは思いますけれども、その際も、

保健所や関係機関と連携を図りながら判断をし、その都度、防災無線や村のホームページ等で周

知を図っていきたいというふうに考えております。この感染予防の徹底を、引き続きまして家庭

内や職場内などで徹底をしていただくということをお願い申し上げたいと思いますし、また、体

調が優れないときは、無理をされないことなど、必要な注意喚起を引き続き行ってまいりたいと

考えております。

次に、プラスチック新法に関する取組についての御質問でございます。

プラスチック廃棄物に関連する環境の変化に対応して、プラスチック資源の循環を図るため、

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律、いわゆるプラスチック新法、これが令和３

年の６月１１日に公布されたところでございます。この中で、市町村が分別収集したプラスチッ

ク廃棄物を再商品化することが規定されているところでございます。これは、市町村はプラスチ

ック廃棄物を分別収集をし、業者に引き渡し、業者が引き取ったプラスチック廃棄物を再商品化、

資源化をする流れとなっております。この再商品化に取り組む経費に対し、特別交付税措置が講

じられることとなっているものでございます。

この政府の方針につきましてですけれども、このプラスチック廃棄物の問題につきましては、

世界規模、地球規模の問題となっているところでございます。この方針は、この問題の解決を図

る上では必要な取組であると認識をしておりまして、また、社会全体で取り組むべき課題である

というふうに考えているところでございます。
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本村では、プラスチック類と衣類と併せて分別収集し、再資源化、ＲＰＦ燃料化をしていると

ころでございます。これは、法の一括回収に近い分別となっているものと認識をしているところ

でございます。西部広域の構成市町村では、いずれもプラスチック廃棄物を分別収集しておりま

すが、軟質プラスチックは、２団体が可燃ごみとされております。硬質プラスチックにつきまし

ては、日吉津村のみが分別収集をしている状況でございまして、比較的、日吉津村におきまして

は、分別収集を徹底をして、皆様に御協力をいただいているという状況ではないかなというふう

に考えております。一方で、西部広域では、一般廃棄物処理施設整備計画基本構想を策定し、新

たなごみ処理施設について、令和１４年度の稼働を目指しております。この計画におきまして、

プラスチック廃棄物の扱いにつきましては、国の動向を注視し、市町村と西部広域とで検討をし

ていくということにされております。現在、ごみ処理の広域化を進めており、今後のプラスチッ

ク廃棄物の処理は、西部広域のこの構成市町村で方針を決め、取り組むこととなろうかと考えて

おります。それまでは、現在、日吉津村で行っております分別を、現在の分別を継続をして対応

してまいりたいというふうに考えております。

以上、松田議員からの一般質問への答弁とさせていただきます。

○議長（山路 有君） そうしますと、再質問を許します。

松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） コロナの関係からいかせていただきますけども、このコロナの特

別警報時の対応について私は質問したのは、このときになぜその対応ができなかったのか。１月

の２９日には小学校の体育館のことが出ましたけども、２４日に発生されたなら、なぜそこで緊

急に日吉津村としても何らかの対応ができなかったのか、それが私の質問の意図でありまして、

ですので、それも含めて、また追加質問の中でお答えを願いたいなと思います。

今言いましたように、１月２４日に特別警報が出されまして、村のコロナ対応につきましては、

２月４日になってやっと村のホームページに掲載されていました。このコロナの感染で一番怖い

のは、よく言われてますけども、２週間たてば落ち着きますよとか、今回のオミクロンは、休養

すれば治りますよとか、そういう、何か本当なのかなというような情報を、この情報に皆さん方

が流されて、心に油断ができるのが一番怖いなと思っております。そういうところから、今回、

村長が施政方針の中で、コロナの対応につきましては、緊張感を持って対応するというふうに書

いてありましたけども、ちょっとその緊張感を持って対応するという、このところをひとつ、ど

ういう緊張感なのかだけちょっと教えていただきたいなと思いますが、村長。

○議長（山路 有君） 中田村長。
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○村長（中田 達彦君） 村長でございます。新型コロナ対応に関する緊張感ということに対して

の御質問でございます。

現在、オミクロン株が日本中で大流行をしておりまして、報道のほうでは、いろいろと軽症の

例が多い等々の報道があるところではございますけれども、やはり、これが現在も非常に広く広

がって、そうすると、やはり、その中には一定数重症化をされる方というのがおられるわけでご

ざいまして、これが、感染される方が増えることに伴いまして、重症化をされる方もやはり増え

てくるというのが現状だと認識をしているところでございます。そうすると、やはり、比較的こ

の重症化されやすいという高齢の方ですとか基礎疾患ある方についても罹患を、感染をされて、

そうすると、やはり重症化であったりということにつながっていくということで、やはりこれ、

社会全体をもって、現在も行っておりますけれども、緊張感を持って対応していくことというの

が必要だと思っています。

本村におきましても、このたびのオミクロン株ということで申し上げますと、役場のほうにお

きましても感染の関係がございました。このときも、役場の組織を維持、いかに図っていこうか

ということで、非常に様々な対策を行ったところでございまして、そういった身近な案件もあっ

たり、あるいは、現在も小学校関係での感染といった事例もあるところでございまして、まずは

これ、現在の状況下を鑑みますと、感染をするということは、これは、誰がどこで感染をしても

おかしくないというような状況だと認識をしてます。これをいかに周りに広げないかということ

が現在の対策として必要、重要なんだろうなというふうに思っておりまして、そういった観点で、

そういった事例があったり、または、そういった事例が起こらないようにということで、県や国

等での対策の状況等にもしっかりと注意をしながら、これを村民の皆様に周知をしたり徹底をい

ただいたりということで、この防災無線等の放送につきましては、このたび、使用中止というこ

とには至ってないんですけれども、施設の。防災無線の放送等で繰り返し村民の皆様には注意喚

起を行っているところでございまして、まずはそういった、皆さんに引き続き注意を払っていた

だくということが大切かなと思っておりますので、そういったスタンスで今後も対応を図ってま

いりたいというふうに考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 緊張感につきまして、よく分かりました。

次に、教育長、伺います。最初言いました１月２５日になってやっと、２月１３日の間、体育

館使用禁止というふうにありましたけれども、この１月２４日から２９日までのこの５日間なん

ですが、なぜこの２９日になって体育館の使用中止をされた、この辺の根拠というのは、何かあ
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って２９日にされたんでしょうか、どうなんでしょうか。

○議長（山路 有君） 井田教育長。

○教育長（井田 博之君） 松田議員の御質問にお答えいたします。

鳥取県の新型コロナ対策本部会議、１月２８日の本部会議におきまして、先ほど村長も触れら

れましたが、米子市、境港市の学校に部活動やスポーツ少年団の活動も当面中止してくださいと

いう要請が、今言いました１月２８日に発されました。そこで、２９日から本村のスポーツ少年

団の活動を中止していただくように要請しましたし、また、小学生が使用する体育館における感

染予防のためにも、学校施設の、特に体育館の使用は、ちょっと停止していただかんといけんな

ということを考えて、２９日から使用停止というふうにしたという経緯でございました。以上で

ございます。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） もう一つ、教育長にちょっと伺いますけども、今のこの感染状況

によるんですけども、日吉津村が、例えば、今いろいろと言われてましたが、分散登校と一斉休

校、リモート授業、これ３つがどうもあるようですけども、米子市のほうは、分散登校か一斉休

校なんかやられたんですけども、これの３つあるんですけど、例えば、日吉津村で感染が広がっ

たときには、この３つの中で子供に一番よい方法だとか、よい対応だとか、それから、この３つ

ある中で、この中でこれを決める、これを決める、これを決めるという根拠なんていうのは何か

あって、例えば、分散、一斉、リモート、これ決められるんか、何か根拠がありましたら教えて

もらいたいですが。

○議長（山路 有君） 井田教育長。

○教育長（井田 博之君） 松田議員の御質問にお答えいたします。

どういう対応が一番いいかというのをまず申し上げますと、やはり、学びを止めない、やっぱ

り勉強を続けてできるということが一番大切かなと思っております。分散登校の場合、大きな学

校で１学級三十何人、４０人近くいるとかいうような場合は、教室の中、密になりますので、分

散登校や時間差授業みたいなことになるわけですけども、幸いにも、日吉津小学校の場合は、平

均１７名の学級、１７名程度の学級ですので、教室の中で広く机と机の間を広げれば、密にはあ

まりならないということから、日吉津小学校の場合は、分散登校は必要ないのではないかなとい

うふうに思っています。ですので、分散登校は、密になるかならないかというあたりで判断する

のかなと、日吉津村では考えておるところでございます。

リモート授業でございますが、リモート、お互いに担任と、教員と、授業する者と子供が違う
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場所にいながら双方向で学習できるということですけども、これは、実際に準備をして、試して

やってみたりとかいうこともしました。これをずっと、リモートをずっと続けるというのはちょ

っと大変なことでございまして、何週間もということになかなかなりません。だから、リモート

は短期間で、リモートのほうがいいという場合に活用するのかなというふうに思っています。準

備をたくさんする割には、効果が薄いかなということも若干あるのではないかなというふうに思

っております。

一斉休校に関しましては、最初に申しました、できるだけしない。感染者が確認された場合に

は、接触の度合いや、どの程度の接触があったのかということを勘案して、その学級、学年であ

ったりとかの閉鎖であったりとかいうことにできるだけするようにしまして、今、一斉、全体の

休校はできるだけ避けるというふうに考えております。

私のほうからは以上ですけども、御質問によって課長のほうが補足すると思います。よろしく

お願いします。ありがとうございました。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 課長に申し訳ないですけど、ちょっと、取りあえず時間がないん

で。

次に、ワクチンのことについてちょっと質問したいと思いますけども、ワクチンの関係、２つ

あるんですが、今３回目のワクチンを継続してやっておられますが、この３回目のワクチンとい

うのは、その進捗状況というか、この状況というのは、どれくらいの進み具合なのかな、ちょっ

と、それを教えていただきたいなと思いますが。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 松田議員の御質問にお答えいたします。

日吉津村では、３回目のワクチン接種につきましては、１月より集団接種、それから、村内の

医療機関での個別接種で対応させていただいておりますが、２月２８日現在の接種率としまして

は、総対象者のうち２⒍１％の接種が終了しているという状況でございます。こちらのほうから

２回目接種の時期に合わせて、接種日時を御案内するようなやり方で進めさせていただいており

ます。皆様の御協力の下、順調に進めさせていただいてると認識しております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） といいますのが、日吉津村以外では、この３回目ワクチンをもう

ありとあらゆる方法であっちこっちでやったり、早急に早急にってやっとるんですけども、日吉

津村は、えらいのんびりしとるなという声があったもんで、その接種の状況、関係ちょっと聞い
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たんですけども。２⒍１％、これは、今の現在の予想では多いなのか、大体これは、予定どおり

いっとるんですね、これね。役場から通知出されたところに順を追ってやっとられるということ

ですね。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 松田議員の御質問にお答えいたします。

今のところ順調に進めさせていただいとるという認識でありますけども、高齢者の接種、それ

からエッセンシャルワーカーの方の接種というのを急ぐようにというところでありますので、キ

ャンセルの枠でありますとか、人為的にできるだけ前倒しができるような形を、調整を図りなが

ら進めさせていただいとる状況でございます。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 分かりました。

次に、子供のワクチンのことなんですけども、子供ワクチン接種につきましては、１２歳から

と５歳から１１歳までのことがいろいろとニュースに出てますけども、この間、村長の施政方針

の中で見ますと、５歳から１１歳までは、３月下旬に予定をしているということなんですが、ち

ょっと、この子供のワクチンのことで、大人と違うと思うんで、これを教えていただきたいと思

いますが、まず、ワクチン名はどうなのかと、ワクチン投与量につきましては、大人と一緒なの

か、それから接種会場はどこでやられるのか、それからワクチンの打ち手、お医者さん、それか

ら看護師さんですから、というので、どういう方がされるのか、ちょっとこの辺を分かれば教え

ていただきたいなと思いますが。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 松田議員の御質問にお答えいたします。

５歳から１１歳の小児接種につきましては、日吉津村のほうでは、西部地区、米子市、それか

ら西部各町の医療機関との広域連携を図りまして、各医療機関で接種できるようにということで

進めさせていただいております。昨日時点で、その大まかな全容がまとまりましたので、こちら

については、接種券の発送とともに、対象の御家庭に配布をさせていただくように準備を進めて

おります。

先ほど御質問にありましたワクチンですけども、ファイザー社製のワクチンで、大人量の３分

の１というところで伺っております。また、接種会場につきましては、先ほども申し上げました

けども、米子市あるいは西部の各町の医療機関、全部ということにはなりませんが、接種をいた

だける２０程度の医療機関の中で接種が可能となっております。一応、予定としましては、３月
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２２日から接種が可能というところで準備をさせていただいております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 分かりました。

それから、話がちょっと違うんですが、先般、新聞に、労働局の相談室に相談があった内容で

ちょっと疑問に思ったんですが、ワクチン接種のときに、先生や看護婦さんや介護従事者さんが

おられるんですけども、手伝いされるんですけども、その方がそこでコロナに感染をしたら、コ

ロナにもし感染したら労災保険給付は出るんかという質問があったんですよ。そしたら、それは

当然対象になりますよというふうになっておりましたけども、例えば、日吉津村のヴィレステで

やったときに、例えば、役場の職員さんだとかいろいろ手伝いをされる方がおられますが、その

方が例えば、そこでコロナに感染になったとしたら、この労災保険給付というのは出るもんなん

でしょうか、どうなんでしょうか、ちょっと教えてください。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 松田議員の御質問にお答えします。

そこの職務中ということであれば、労災の対象になると思います。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） コロナの関係、最後ですけども、県内で幼稚園や保育所でクラス

ターが多く発生したということで、先般、厚生労働大臣のほうから、２歳の子からマスクのこと

について何か話がありましたけれども、それで結構、新聞紙上では賛否両論出てますけども、橋

田福祉保健課長、この辺の保育所の２歳のマスクというのは、どういうふうに考えてますか。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 松田議員の御質問にお答えいたします。

２歳以下のお子さんのマスクの着用ということにつきましては、年齢的にそれを徹底するとい

うところは、非常に難しいですし、また、呼吸気管の十分なまだ発達もされてない段階でマスク

を着用するという面では、逆の意味での危険性もあるというところも伺っております。できる限

りというところと、あとは、活動の中でしっかり距離を保つであるとか、方向性、あるいは換気

を十分にして、部屋の状況、環境を整えるとかいうような対策が現実的な対応というところで考

えております。３歳以上の子供さんについては、しっかりマスクの着用を徹底して、保育を行っ

ておるというふうに認識しております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） ありがとうございました。

－１１－



次に、プラスチックの関係につきまして、ちょっと質問させていただきたいと思いますが、こ

のたび、プラスチック資源循環促進法ということで、これは、プラスチックを捨てる量を減らそ

うではなくて、捨てることを前提としない経済活動をしようというふうに言われておりますけど

も、この経済活動というのは、ちょっとこの辺のことが分からなくて聞くんですが、具体的には、

どのようなことを指されてるのか教えていただきたいと思いますが。

○議長（山路 有君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の質問にお答えします。

経済活動という中では、排出業者、事業所なんかのほうになりますけども、そちらが、例えば

簡単に言いますと、一つの袋に商品が入っておりますけども、これだけの商品に、今、倍ぐらい

の大きさのプラスチックが使われていれば、それはもうちょっと少なくしたり、そういったこと

で使用量を減らしていくとか、そういったことの取組をしていくというようなイメージの部分が

ございます。そういったことで、事業者のほうの排出責任で、つくる量を減らしたり、そういっ

たことで取り組むというようなことでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 続きまして、このプラスチックごみの一括回収につきましては、

先ほど村長が、分別は、日吉津村は今までどおりだよというふうに言われておりましたんで、今

までどおりの分別回収と、プラスチックはというふうに理解しましたけども、新聞によりますと、

国のほうから、環境省のほうから１５７種類の品目を上げて、ルールを各自治体に送ったとあり

ますけども、こういうルールは、日吉津村には来ましたか。

○議長（山路 有君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の質問にお答えします。

直接来たかどうかは、まだ確認はしておりませんで、ネットとかで確認ができるんじゃないか

と思っておりますが、ただ、ちょっとこの１５７種類じゃなく、別のちょっと資料しかまだ確認

はしてないとこでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） それから、もう一つ、このプラスチック資源循環促進法の一つの

措置として、自治体による容器包装などの再商品化が可能になるようになったそうなんですけど

も、これ、日吉津村ではやられるのかやられないのか分かりませんが、この再商品化というのは

どういうことなのかな、分かったら教えていただきたいなと思いますが。

○議長（山路 有君） 矢野住民課長。
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○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の質問にお答えします。

再商品化といいますのは、収集して、業者に引き渡して、それを資源化するというところが再

商品化という位置づけになっておりまして、この新法の中で、市町村が全部のプラスチック、軟

質も硬質も併せたプラスチックを収集して、引取り業者に引き渡して、それを引取り業者のほう

で再商品化するということでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 私もいろんな資料を見たときに、包装紙、物を包んである包装紙

を別に、その包装紙だけをリサイクルというか、別に回収して、それを何か商品化に持っていく

のかなと思ったんですけど、そうではないんですね、今言われたとおりで間違いないですね。

○議長（山路 有君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の質問にお答えします。

そういった認識でいるんですけども、要は、容器包装っていうのが、今まで容器包装リサイク

ル法っていうのがありまして、いろんなもの、包み紙ですとか、マヨネーズの入れ物とか、そう

いった容器なるものは、容器包装リサイクル法の中でプラスチックとして分別して収集して、再

商品化しましょうということがありました。その分を含めた中で、このたびの新法ができたのか

なと思っております。それが移行になって、今までは容器包装のみでしたけども、それ以外のお

もちゃとかいろんなもので使われているプラスチック類も併せて収集して再商品化するというよ

うなことに広がったというイメージで捉えております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 分かりました。理解しました。

それから、プラスチックの話で発泡スチロールの話をすると何か変ですけども、以前から発泡

は、プラスチックと一緒にならないかというやなこと言っとったんですけども、いや、それはな

らないよということで以前は答えをもらいましたけども、この発泡というのは、えらいプラスチ

ックの話で申し訳ないですけども、非常に発泡は邪魔で、場所を取るし、そこで、今言ったよう

に、月に１回、第３金曜日、これ逃すと今度は、２か月先になっちゃったら、置き場所がすっご

く、軽いんですけども、置き場所すごく大変なんです、家庭的には。そこで、できるかできない

か分からんですけど、役場に１台、発泡スチロール溶融機なるものを１台設置してもらうと、そ

こで少しずつ村民の方が役場で行って処理すれば、置き場所も助かるかなという思いからなんで

すけども、ちょっとこういう突拍子な質問はいかがでしょうか、住民課長。

○議長（山路 有君） 矢野住民課長。
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○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の質問にお答えします。

議員からおっしゃられたとおり、発泡は、月１回の収集にしておりまして、それと、プラスチ

ックと分けてるのはなぜかというところも含めてかなと思いますけども、発泡は発泡で、プラス

チック類の原料として再商品化、再商品化っていいますか、その原料となって、次、プラスチッ

クで使用されてるという流れで分別させていただいています。軟質プラスチック類は、ＲＰＦ燃

料ということで、まだ資源として使える部分ということで分別をしてきてるところでございます。

この中で、ここで、例えば、溶融の液を設置してそこで処理ができるということになりますと、

資源のほうに回る量が減るという面がありますので、その辺では、どんな形にしていくのがいい

のかなということはありますけども、確かにかさばるというふうなこと、月１回ということもあ

りますから、そういった御意見もあるかと思います。そういったことを総合的に考えて、どうい

った対応ができるか考えていきたいと思います。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） できたら、ぜひ、この発泡スチロール溶融機というものを購入を

お願いしたいなと思っております。

あと少しですので、今まで、ごみ出しでちょっと疑問に思ったことだけ簡潔に言いますけども、

食品トレーがありますが、食品トレーには裏にプラって書いてあるんですけどね、プラって書い

てあるのに、これは何か別仕立てで、プラスチックに入れずに各家庭の皆さん方は買われたスー

パーだとか、あちこちに持っていかれて回収してますけども、これ、何でプラって書いてあるの

にプラには入れてはいけないのかな、その辺のちょっと疑問を教えてください。

○議長（山路 有君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の質問にお答えします。

御質問のとおり、発泡トレーにつきましては、発泡スチロール類、容器のトレー、確かにプラ

という表示がありまして、プラでもいいんじゃないかということがございますが、分別上、発泡

と一緒に収集させていただきまして、その収集先での処理がまだプラスチックの原料として使え

るもんですから、そちらのほうを増やすという考えから、発泡と食品トレーを一緒にして、軟質

プラスチックじゃないほうで分別させていただいてるところでございます。以上です。

○議員（８番 松田 悦郎君） 時間が来ましたので終わります。

○議長（山路 有君） 以上で、８番、松田議員の質問を終わります。

○議長（山路 有君） 続きまして、２番、井藤稔議員の一般質問を許します。
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井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） 議席番号２番、井藤でございます。

改めまして、皆さん、おはようございます。もう昼か。本日は、３点ほど質問させていただき

たいと思います。大きく３点でございます。１点が、村の防災計画の見直し結果について質問し

たいと思います。２点目が、自治体ＤＸ、デジタルトランスフォーメーションへの対応方針など

について質問いたします。３番目が、ボランティア支援とその内容ということで、以上３点につ

いて質問させていただきます。

○議長（山路 有君） 井藤議員、マスク取られても結構です。

○議員（２番 井藤 稔君） 失礼しました。議長のお許しが出ましたので、マスクを取らせて

いただきます。

まず、村の防災計画の見直し結果の関係でございます。

この件につきましては、昨年の９月、１２月の定例会においても質問しております。今回が３

回目となります。昨年の５月の２０日に、国のほうで災害対策基本法が改正となりました。警戒

レベル、避難レベル等が変わったわけであります。そこで、村の防災計画の見直しが必要ではな

いかと質問したのが最初であります。今までの質問に対する村長の答弁では、やはり災害対策本

部等の見直しが必要である、見直し結果については、今年度末までに公表予定であるとの答弁を

いただいております。

このような状況で推移する中、その後も日本の国内でも地震が発生しておりますし、皆さん御

承知のとおり、南半球のトンガ王国ですかね、あそこで海底地震が発生いたしまして、その津波

が日本のほうにも影響が出てきたという状況がございました。災害発生は、やはり準備ができる

のを待ってくれません。

見直し結果は、どのようになったのでしょうか、次の４点についてお尋ねしたいと思います。

１点が、見直しの要点とその理由についてお聞きしたいと思います。資料要求させていただきま

して要点等はいただいております。それでおおむね承知しておりますけども、再度お聞きしたい

と思います。２点目が、見直し事項の実施時期とその手順はどのように考えておられますでしょ

うか。３点目が、実施に向けた編成予算であります。初年度予算、このたび、上程されておりま

すけども、この辺りの推進に必要な予算は、どのようになっておるんでしょうか。４点目は、地

区防災、自治会防災、自主防災ともいいますけども、組織への改正に伴う指示事項等はございま

すでしょうか。以上の４点についてお尋ねしたいと思います。

大きな２点目、デジタルトランスフォーメーション、自治体ＤＸへの対応方針等についてお尋
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ねします。

昨年の、これも１２月議会で、自治体のデジタル化推進の鍵となります村民のマイナンバーカ

ードの取得状況や、そのために実施されております取得率の向上対策等について伺いました。村

民のマイナンバーカードの取得というのがやはりデジタル推進の大きな鍵になるということで質

問させていただいたようなわけであります。昨年の９月、国にデジタル庁ができて以降、本当に

周辺の自治体でも、国を挙げてのデジタル化が始まり、各自治体でも積極的に、私が見ておって

も取り組まれておるように思います。３年、５年ぐらいのスパンで国のほうは施策を打っておら

れるようでありますけども、これから数年たてば、その努力の結果によって大きな自治体間の差

が出てくるんじゃなかろうかという気持ちでおります。

そのようなわけで、次の３点についてお尋ねしたいと思います。まず、村のデジタル化の現状

について、どのように村長は認識しておられますでしょうか。２点目が、ＤＸ推進に対する所見

はどのようにお持ちでしょうか。３点目が、新年度に推進予定の事業と、もし予算がつけておら

れるようでしたら、それについて説明をお願いしたいと思います。

３点目が、ボランティア支援とその内容であります。

昨年の１２月の定例会で、ボランティアセンターの見直しが必要ではないかと伺いました。御

案内のとおり、現在ボランティアセンターは、本村の場合は社会福祉協議会の中に設けられてお

ります。やはり大きく進展していくためには、設置場所も検討してみる必要がないかとの思いか

ら、当時質問させていただいております。その際、村長の答弁は、設置場所は引き続き福祉セン

ターのほうに置きたいということであったと思います。その上で、村のほうでもボランティアの

ＰＲや村民間のつながりにやはり協力していきたいということでありました。要は、積極的に支

援を行っていきたいと、心強い答弁をいただいたと思っております。

そこで、次の点について伺います。積極的支援、その後の具体的な検討状況はどうでしょうか。

これが１点でございます。２点目が、新しい支援事業、施策、もし予算をつけておられるような

部分があれば、これについて伺いたいと思います。また、ボランティア施策の今後の課題と展望

についてお考えでしたら伺いたいと思います。

以上３点について伺います。必要により再質問をさせていただきたいと思います。ありがとう

ございました。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、井藤議員からの一般質問にお答えをしてまいりたいと思いま

す。
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御質問、大きく３点、村防災計画の見直し結果、それから、２点目が自治体ＤＸへの対応方針

等、３点目がボランティア支援とその内容はということでございます。

まず、大きな１点目で、村防災計画の見直しの状況について御答弁をさせていただきたいと思

います。今年５月に災害対策基本法の改正による避難基準の改定があったことなどを踏まえ、地

域防災計画の見直しを進めてまいったところでございます。

この具体的な見直し項目でございますけれども、大きく３点としております。

１点目が、先ほど申し上げました、災害対策基本法の改正等を反映しました避難基準の改正で

ございます。これまでありました避難勧告というこの勧告はなくなっておりまして、これまであ

りました避難勧告、避難指示というのが避難指示に一本化をされたということでございます。あ

わせまして、避難準備、高齢者等避難開始が高齢者等避難に変更され、災害発生情報というのが

緊急安全確保に変更をされた、改正をされたということでございます。この避難基準の改正とい

うのが１点。

それから、２点目が、避難所等の感染症対策でございます。昨今の感染症の流行等を踏まえま

して、パーティションや消毒等の準備をはじめ、発熱等の症状がある方は、別室に控えていただ

く等の感染症対策を講じるというような内容のものでございます。

３点目が、職員防災訓練も踏まえました災害対策本部体制の再編でございます。これまで、村

の災害対策本部の体制は、部と班というような編成になっておったものを、班の編成に変更をす

るものでございます。業務の統合等を図りまして、５つの班に集約をしていきたいということで

考えているところでございます。

この１０月に職員全員を対象といたしました防災訓練を実施をしたところでございます。発災

から災害対策本部の設置及び初動体制に係る訓練を行いました。このときに、その班編成による

訓練を行ってみたところでございまして、このときに職員から出た意見等を集約をして、出てき

ました課題等について必要な修正も加えながら、他の項目との整合性を図って、見直しを行った

ところでございます。

今年度の防災会議につきましては、３月の予定をしておりましたけれども、なかなか対面での

会議開催が難しいであろうということから、書面開催ということにさせていただきまして、現在、

委員の皆様方に協議資料をお配りをさせていただいているという状況でございます。今月中には

この御意見等を回答をいただくようにしております。こちらで御承認をいただきましたら、その

後に完成をさせまして、３月末には公表をさせていただく予定としております。

見直しの時期についてでございますけれども、避難基準につきましては、これは、国のほうの
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指針に沿った、基準に沿ったものでございまして、既に施行がされているものでございますので、

皆様方もテレビ等で見られると思いますけれども、新しい基準に沿った発令がされているところ

でございます。災害時にはこの新基準に沿った発令を行っていくということにしております。ま

た、感染症対策につきましても、既にパーティションや消毒液等を準備をしている状況でござい

ます。また、災害対策本部の再編につきましては、１０月に、先ほど申し上げました職員訓練の

ときに研修を行っているということでございますので、もし災害時にはこの体制で活動を行うと

いうことにしているところでございます。実施に新規予算を改めて必要とする改正ではないと思

っておりますので、改正に係る特段の予算は、計上していないところでございます。必要に応じ

て、これからお願いすることもあるかもしれませんけども、現状では、現在の予算で対応をして

いくというふうに考えて予定しております。

次に、地区防災組織、自治会等への依頼事項ということでございます。この自治会での活動で

ございますけれども、災害時には、まず自助、共助が大切でございます。自主防災組織では、こ

のことを念頭に置いていただきながら、いかに迅速に地域住民の安全確保を図るかということで

御尽力をいただいているものと認識をし、感謝申し上げるところでございます。今年度は、コロ

ナの影響で村の防災訓練は実施できなかったところではありますけれども、毎年参加をいただい

ているところでございまして、独自の訓練や講演会等を開催をしていただいているところもある

状況でございます。やはり、この地域内外でのコミュニケーションというのが災害時にも生きて

くるというふうに思っているところでございまして、平時からの連絡手段等の確認や地域リーダ

ーの育成に、引き続きまして取り組んでいただきたいというふうに考えているところでございま

す。

自治会内だけでなく、自治会同士での情報交換により、さらなる防災活動の向上も図っていた

だきたいというふうに考えておりまして、村のほうにおきましても、防災士の資格を取得をいた

だいているわけでございますけれども、この防災士の方々の連携や情報交換のための連絡会のよ

うなものを立ち上げることとして準備を進めてきているところでございます。現在、まだ開催が

できていないところではありますけれども、感染の状況の落ち着き具合等も見ながら、この連絡

会を開催をして、活動の促進、情報交換等を図っていきたいというふうに考えております。

次に大きな２番目で、自治体デジタルトランスフォーメーションへの対応方針等についての御

質問でございます。

国、総務省は令和２年の１２月に、自治体デジタルトランスフォーメーション、ＤＸと申し上

げますが、推進計画を策定をいたしました。自治体ＤＸ推進計画は、デジタル社会の構築に向け
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て自治体が取り組むべき各種施策を着実に進めていくための計画であり、自治体が重点的に取り

組むべき事項、内容を具現化したものでございます。

この中で重点取組事項として、６つが特に上げられているところでございます。１、自治体の

情報システムの標準化、共通化、２、マイナンバーカードの普及促進、３、行政手続のオンライ

ン化、４、ＡＩ、人工知能やＲＰＡ、業務の自動化の利用促進、５、テレワークの推進、６、セ

キュリティー対策の徹底というのが位置づけられております。

これに沿いまして、本村における状況を認識ということで、現状認識ということで申し上げさ

せていただきたいと思います。

まず、１つ目の自治体の情報システムの標準化、共通化につきましては、この国が想定するス

ケジュールに従って実施をしていく予定としております。令和４年度には、システムの概要調査

や文字コードの同定作業、フォントの変更等ということでございますけれども、こういった作業

を実施する予定としております。

２番目のマイナンバーカードの普及促進につきましては、皆様方に、引き続きこの取得促進を

お願いをするところでございまして、土曜日の交付窓口の開設や、広報紙での広報活動等を引き

続き行ってまいりたいと考えております。

３つ目の行政手続のオンライン化につきましては、マイナポータル及びとっとり電子申請サー

ビスを活用して、電子申請などができる手続の準備を順次行っているところでございます。

４点目のＡＩ－ＲＰＡの利用促進につきましては、令和２年度にはＡＩを活用して音声がテキ

スト化できるシステム、議事録の作成システムというのを導入して、会議等で活用しているとこ

ろでございます。令和４年度につきましては、ＡＩで手書き文字や紙媒体での文字が電子テキス

ト化できるシステム、ＡＩ－ＯＣＲといいますけれども、これを県内の自治体で共同調達ができ

ないかということで考えているところでございます。

５点目のテレワークの推進につきましては、Ｊ－ＬＩＳ、国の地方公共団体情報システム機構

というのがありますが、こちらが提供いたしますテレワークの実証実験システムを活用し、実施

をしているところでございます。令和４年度からは、庁舎内のネットワーク機器更新に合わせて

テレワークができる通信の機能強化を実施する予定としております。

６点目のセキュリティー対策の徹底につきましては、現在実施しておりますネットワーク機器

の更新及び鳥取県と共同で実施しているセキュリティークラウドのネットワーク更新に合わせて、

セキュリティー対策の機能向上を行っているところでございます。また、職員向けにも毎年度セ

キュリティー研修を実施をして、人的セキュリティー対策も併せて実施をしているところでござ
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います。

本村では、これまでも申し上げておりますとおり、庁内のプロジェクトチームを編成し、こう

いった課題に対応していくべく議論を進め、作業を進めているところでございます。役場内の共

有フォルダーやシステム利用状況の確認やルールづくり、業務の効率化や改善、この１月からは、

国の法令等の定めによるものを除き、原則として、申請書等への押印の廃止を行ったわけでござ

いますけれども、こういった取組もこのプロジェクトチームで議論をして実現に至ったというも

のでございます。

ＤＸ推進に対する所見ということでございますけれども、このＤＸ推進につきましては、今後

のデジタル社会の本格的な到来を考えますと、これは、避けては通れない取組になってくると考

えているところでございます。本村のＤＸの推進につきましては、誰もが取り残されないデジタ

ル社会の実現に向け、まずはデジタル技術を活用して村民の利便性を向上させること、そして民

間企業等とも連携をして、行政手続、サービスの利用方法などについて相談できる環境整備の推

進を図ることを行っていきたいと考えております。最終目的は、デジタル技術を活用し、村民の

皆様の利便性の向上が図られること、これを目指して行ってまいりたいと考えております。

新年度に進捗予定の事業及び予算についてでございますけれども、自治体の情報システムの標

準化、共通化及び行政手続のオンライン化につきましては、先ほども申し上げましたが、国の想

定スケジュールに従って検討を進めてまいります。特に行政のオンライン手続の推進につきまし

ては、令和４年春から需要の高い様式から順次手続が行えるように準備を引き続き進めてまいり

たいと考えております。予算につきましては、令和４年度に国からの財源も見込まれます。行政

手続のオンライン化に関するシステム改修や住民票がコンビニで交付ができる基盤システムの構

築などの事業を中心に予算計上を行っているところでございます。あわせて、例えば、独り暮ら

しの高齢者の見守りや健康維持にデジタル技術を導入できないかということで、スマートスピー

カーを用いた見守り事業も予算に上げさせていただいているところでございます。こうした暮ら

しの中に少しずつデジタル技術を取り込んで、暮らしが便利になっていく、これがＤＸの推進と

いうことだというふうに考えております。

次に、大きな３点目のボランティア支援とその内容についての御質問でございます。

ボランティア活動は、これ、前回も答弁をさせていただきましたけれども、社会貢献というこ

とで、非常に大きな意義を持つ取組だというふうに認識をしております。第７次総合計画におき

ましても、ボランティア活動の推進、そのための情報交換や研修会の開催、情報提供等々につい

て支援を行っていくということで記載をしているところでございます。１２月議会でも答弁をさ
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せていただきましたように、村としても、まずは、社協さんが行われる取組等につきましても、

まずは、しっかりと広報をしていきたいということ、これが重要であるとの観点から、その後、

防災無線やひえづ１１３チャンネルを活用しまして、除雪ボランティアの募集、あるいはボラン

ティア保険への加入等について広報し、ボランティア活動への参加を働きかけているところでご

ざいます。また、日吉津村社会福祉協議会の広報紙「ほっとはあと」では、ボランティアに関す

る情報提供、募集等を広報し、ボランティアの推進を図っているところでございます。今後もボ

ランティアに関する広報の充実を図りますとともに、気軽に御相談いただける体制等について検

討を行ってまいりたいというふうに考えております。

次の御質問、新しい支援事業、施策についての御質問でございますけれども、村の独自の施策

としては、従来から実施をしておりますコミュニティ活動を支援するための助成金、これがボラ

ンティアにも活用をいただけるということで、この活用促進というのを行って、引き続き支援を

してまいりたいというふうに考えております。本助成事業につきましては、新規事業については、

上限５万円で必要経費の全額を補助、継続事業は、上限５万円で事業費１万円以上のものに対し

て２分の１以下の助成を行っているものでございます。予算につきましては、令和４年度の当初

予算案では、新規事業６団体３０万円、継続事業４団体２０万円の計５０万円を計上させていた

だいております。ボランティア団体への助成につきましては、近年では、平成３０年度から令和

２年度まで、ヴィレステ応援団さんに対しコンサート運営費として助成をしたというような実績

もあるところでございます。自治会での活用、非常にいただいているところですけれども、ボラ

ンティア団体におかれましても御活用いただける補助金でございますので、この活用について広

報、周知を行ってまいりたいというふうに考えております。

最後に、今後の課題と展望についてということでの御質問でございます。これは、ボランティ

アに取り組む新たな人材、ボランティア団体の育成などが求められるということがやはり一番の

課題であり、今後取り組んでいくべきことだというふうに認識をしております。現在、社会福祉

協議会の取組として行う新たな人材やボランティア団体の育成、相談体制の充実や情報交換、情

報提供など、また、鳥取県では、とっとり県民活動活性化センターでボランティア団体に対する

助成金の情報提供や相談などを行っておられるところでございます。こうした社会福祉協議会や

国、県等とも連携を行い、人材や団体の育成に引き続き努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

以上で井藤議員からの一般質問への答弁とさせていただきます。

○議長（山路 有君） それでは、再質問を許します。
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井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） ２番、井藤です。二、三再質問させていただきたいと思います。

まず、最初の件であります。村防災計画の見直しの関係でお尋ねしたいと思います。

実は、議会のほうでも議会防災マニュアルというのがございまして、それでもって、議長と副

議長は、災害が発生があって災害対策本部ができたら、議会のほうとしても各自治会のほうで活

動する議員からの情報収集を、こちらのほうに出てきて参集してするということで運用なってお

ります。これは村のホームページでも議会防災マニュアルということで出ておりますし、それか

ら、執行部のほうにもお目通しいただいた内容でございますので、御承知と思います。そのよう

なことなんですけども、実は、令和元年以降、全体の訓練、先ほども村長からありましたように、

全体の訓練ができておりません。それで、やはり、こういう小さな自治体でございますので、確

かに、お互いによく状況が分かるっちゅうのは、本当のメリットだとは思いますけども、逆に言

えば、非常に力が弱いということが言えるんじゃないかと思います。

そういうことで、令和元年以降、いわゆる全体の防災訓練がちょっとできていない、コロナな

んかの関係もあってできないということだろうと思いますけども、最初の令和元年のときに、当

時私、議長でございましたんで、私と河中副議長と２人で視察させていただきまして、そのとき

にメモとして、執行部のほうにお渡ししておりました。それで、このたび、国のほうの災害対策

基本法の改正に伴って、村のほうの対策本部のほうも見直しされるということで、どうされるか

なと思っとったんですけども、その辺り、村長、見ておられますでしょうか、その持って、下ろ

させていただいた資料というのは見ておられますか。見てますか、そうですか。なら、それで結

構です。御承知のとおりだと思いますけども、大きく分けて４項目で２５項目ほど、それこそ、

災害対策本部の設置の関係、それから、本部内での活動の関係などなど、それから、今後の検討

いただきたい点っちゅうのを書いて下ろさせていただいておりますので、よく御存じとは思いま

すけども、そういうようなことで、やはり、全体の訓練、これをできるだけ、環境がよくなった

らできるだけ早くやっていただきたいなという、一つは思いがございます。

要は、私、災害対策はうまくいくという、その要点は、何だろうかっちゅうことで考えてみた

りしとりますけど、やはりさっき、村長の話がありました中では、２つ目の項目の中で日吉津村

防災取組に関する見直しというのがございまして、日吉津村の災害対策本部の組織体制の見直し、

先ほど５つの班に分けてということで、たしか、おっしゃってたような気がしますけども、それ

と、平素からの連絡体制といいますか、これ、各地区の防災組織に大切なこととしてさっきお話

伺ったと思いますけども、それから、防災士の活用等についても伺ったとおりだと思いますけど
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も、要は、村の災害対策本部のやっぱり司令塔は、村長でございまして、まさに、災害が発生が

あれば、そこが十分に機能してもらいたいなという思いがございます。それと、それと併せて、

地区の防災組織の対応力っていいますか、日吉津村の特徴が生かせれるような、やはり、地区防

災組織が結成できればいいなということもあります。そういう中で、村の災害対策本部と地区の

防災組織との連携っていいますか、これにはやはり、日頃からの情報共有が必要かなということ

がありますんで、先ほどおっしゃってたように、防災士の活用、この辺りがやはり動いてきて、

うまくその辺りが動くようになってきたら、村の全体としての防災組織もうまく動くんかなとい

う気持ちで聞かせてもらっておりましたけど、そういう点については、村長、そのように理解し

とってよろしいでしょうか、どうでしょうか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。議員御指摘がありましたように、やはり、この災害

対応で一番重要なのは、まずは、情報ということだと思っています。やはり、現場で何が起こっ

ているかという情報を災害対策本部にいち早く集約をして、これに対して、どういった対処をし

ていくかというのが、災害対策本部の基本的な役割だと思っています。やはり、この情報収集、

災害対策本部のほうでの情報班というのもつくりまして、こちらで収集を行っていくわけではご

ざいますけども、やはり、より現場、身近な自治会であるとか、そういったところから情報をい

ただくであるとか、あるいは、実施ということに関しましても、やはり、大きな災害が起こった

ということを想定しますと、限られた役場の職員だけで対応できるものではありません。もちろ

ん、公的な消防とか警察とかそういった組織もですし、併せて、自治会の皆様の協力で、例えば、

避難所、長期化を見越すと、避難所の運営であるとか様々なところで御協力をいただきながら、

ふだんからの自治、地域の力というのを生かしていただきながら、全体で対応していくべき事柄

だろうと思っています。したがいまして、やはり、情報の連携、ふだんからの対策本部、役場と

自治会、自主防災組織との連携というのは、これは、必須であるというふうに認識をしておりま

す。以上でございます。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） 分かりました。大体、私もそうかなと思っております。ひとつよ

ろしくお願いしたいと思います。

それで、その関連なんですけども、現在、ＩＰ無線があります、ですよね。ＩＰ無線２５台。

村のほうであるということをお聞きしとる、僕は２０台かなと思っとったんですけども、どうも

５台継ぎ足して購入されたっちゅうことで。これ非常に感度もいいし、使いやすいという状況が
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あります。と申しますのは、いわゆる地区の防災組織の中の連絡手段として、私どもは、ＬＩＮ

Ｅ使いまして、村のほうもＬＩＮＥ設けとられて、公式アカウント設けておられますんで、活用

できるようにやっておられるなと思うんですけども、非常に便利がいいんですけども、やはり、

ああして災害が発生したときには非常にビジーっちゅういいますか、通話がつながりにくくなる

という厳然たる特徴があります。その点、ＩＰ無線っちゅうのは、いわゆる業務無線やＳＮＳな

どと違って、とっても、何かホットラインじゃないんですけども、それに近いような機能がある

やに聞いておりますけど、その辺りはどうなんでしょうか。もし説明していただけるようでした

ら、お願いしたいと思いますけど。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 井藤議員の御質問にお答えします。

おっしゃいますように、今２５台役場のほうでは準備をして、また各機関にお配りをさせてい

ただいております。ＩＰ無線の特徴といいますのが、やはり、独自の回線を持っておりまして、

災害時等で非常に強いという特徴がございますので、今までの無線ですと、例えば、距離があっ

たらつながりにくいとか、混信してたらつながりにくいというのがあったんですけども、それが

スムーズにいくというのがＩＰ無線の特徴でございます。以上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） ２番、井藤です。ＩＰ無線の今後の、いわゆる、あれ何ちゅうい

いますか、整備される計画、現在２５台のようですけど、さらにこれを拡大していかれるという

ような予定はお持ちなんでしょうか、どうでしょうか、そういういいもんであれば。といいます

のは、先ほど申しましたように、ＳＮＳの関係なんかでは、非常に通信困難になる状態になると

いうふうに、いろいろ聞いたりするもんですから、そういういいもんであれば、その点拡充して

いくのも一つの、いざいうときの発災時のいわゆる情報共有につながるんかなというふうに考え

てみたりもしておりますけど、その点については、何か御予定等ございますでしょうか、どうで

しょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 井藤議員の御質問にお答えします。現在配置させていただいており

ますのが、各自治会に９台、それから小学校、保育所、社会協議会、教育委員会、ヴィレステ、

児童館等の主要な施設には、配置をさせていただいております。もちろん、役場にも何台かござ

います。そういったところで今大体網羅できているかなというふうに認識しておりますので、今

のところは、増設の予定は考えていないところでございます。以上です。
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○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） 分かりました。いろいろあろうかと思います。予算の件もあるで

しょうし、いろいろあろうかと思いますけども、それを考えながら、ひとつ整備できるものはや

っといていただいたほうがいいなという気がいたします。必ずや、情報欠如した場合には、本当

に後手後手に回ったりちゅうケースが多々ございますので、その点ひとつよろしくお願いしたい

と思います。最初に申しましたように、令和元年のときのメモを見させていただいております。

あれ見ていただいとるとは思いますけども、もう一度よくそういう視点でちょっと見てやってい

ただけますでしょうか。人的な体制やら構成等についても、組織、災害対策本部のですよ、につ

いても、一応大きく４つに分けて、各事項ごとに分けて書かせていただいたように記憶しており

ますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

時間の関係もありますので。あ、それから、人的な、さっき村長もおっしゃっておりましたよ

うに、非常に人的には、なかなか大きな災害になったら、そもそもが難しいかもしれませんけど

も、最初の段階でなかなか人を集めるっちゅうのもさらに難しいなると思います。参集訓練など

もされとるということでありましたので、その辺りも時間的に、本当にある程度体制が、可能な

体制が取れるのはどれぐらい時間がかかるのかというような、今は聞きませんけども、そういう

ようなこともひとつ事前に検証しておいていただいたらいいなと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

それでは、次に行かせていただきたいと思います。自治体のデジタル化の関係です。この質問

に先立ちまして、一番最新のマイナンバーカードの取得率が分かるような資料ということでお願

いしとったところ、要点よくまとめていただきましてありがとうございました。例えば、先回の

質問のときが、令和３年の１１月７日現在というのを頂いておりまして、そのときが申請率が５

８４％、今回が、令和４年１月３０日現在で５⒋０８％、交付率が同じように４⒌６１が４⒏

６５に伸びたということです。申請率が⒊２４％、それから交付率の伸びが⒊０４％というふう

に思いますけど、これの数値についてどういう感じを持っとられますか。これで十分だというよ

うな感じなんでしょうか。あるいは、予想外だったなとお思いでしょうか、どうでしょうか。し

っかりといろいろな事業の、行事なんかの場で、いろいろ上がるようにということで御努力いた

だいたのは、もう私承知しておりますけども、十分に、その上でちょっとお聞きしたいと思いま

すが、どういう感じをお持ちでしょうか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。マイナンバーカードの交付率に関しての問いってい
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うことでございまして、約５０％前後で、前回より４％、３％ですか、ぐらい伸びたということ

でございまして、いろいろなイベントであるとか、土曜日にちょっと庁舎開けて取りに来ていた

だいたりということで、工夫をさせていただいているところであります。県内におきましても、

非常に、申請いただいている率というのは、交付率というのは高いということではございますけ

れども、国のほうで、令和４年度末には、この取得率を１００％にしていこうというような目標

があって、それに向かって全国の自治体が進めているというふうに認識をしていますので、引き

続き、この交付率を高めていくような取組を行っていく必要があるというふうに認識をしており

ます。以上でございます。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） ありがとうございました。もう、一生懸命やっとられるので、も

うちょっと、私自身は、期待してちょっと見とったんですけども、伸び率があれなら意外だった

なと、もう少し伸びとるんかなという、正直なところそういう気持ちでおりました。そういうこ

とですので、いろいろ工夫してみてやっていただいたらなと思うんですけども。と申しますのは、

先般のときもお話ししたんですけども、北海道なんかが、当時で本村が４１％ぐらいだったと、

４５％ですかね、ぐらいだったときに、７０％ぐらいいっとりましたんで、あの辺り、何か参考

になることがあらせんだろうかなというふうにちょっと考えたような経緯がございまして、それ

でちょっとそういうやな点も含めてお願いできたらと思います。

やっぱり、デジタル化にとって、このマイナンバーカードの取得率、あるいは、先般ちょっと

村の広報に出とったんですけども、非常にこういう面では、日吉津村は、いわゆるデジタル化を

進める土壌ができとるなというふうに、私、実は見させてもらったんですけども。村報のトピッ

クスで、２月号でございますけども、我々の先輩の山澤捷美議員さんが受章されたという写真の、

村長も写っておりますけど。これの下に、国勢調査でオンライン回答率が県内でトップだったと

いうことで表彰を受けておられましたですね。総務庁の統計局長のほうから表彰受けられたとい

うことで、４分の１面を使って広報していただいた。ああ、これはすごいなと私、実は思いまし

た。同じようなことで、これにしろ、それから、もうちょっと期待しとったちゅうこととは別に、

別にやっぱり県内で、本当に先回のときもトップだったと思います、デジタル、マイナンバーカ

ードのいわゆる取得率なんかがですね。ですから、環境はできとると思うんですよね。さっき村

長から、いわゆる６項目についてデジタル化を推進しとられるということでしたけども、その辺

りが、やはり、今後こういうような下地ちゅういいますか、それを受ける側、行政がそういうこ

とでシステムを提供すれば、それを受けるのは村民ですから、そういうような面では、そこの下
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地は、国勢調査の結果なんか見ても、あるいは、マイナンバーカードの取得率なんか見ても、よ

その自治体に比べて、随分よく、皆さんの努力の結果だと思いますけども、よくできとるんじゃ

ないかなというふうに、私自身感じて見させていただいておりますので、ぜひその点、引き続き、

よろしくお願いしたいと思います。

次に、最後の１点になりますけど、ボランティア支援とその内容という関係で、ちょっとお聞

きしたいと思います。先ほど村長の答弁にもありましたように、見させていただきましたら、資

料、実は、頂いた中に、毎年約２０万ぐらいですか、の予算の補助金の実績があるっちゅうこと

で、令和元年、令和２年が約２０万円。それから令和３年が、これはコロナの関係なんでしょう

か、１０万円ぐらいという実績の表を頂いております。ですけども、ちょっとこれ見て残念だな

と思ったのは、自治会がほぼ全部ですよね、ヴィレステ応援団のがあるぐらいのところで、あと

はみんな自治会からの申請で、それが実績として出ているということであります。ですから、あ

る意味では、ボランティアのほうが十分、村長言っとられましたけど、使ってもらうように、活

用してもらうように広報するっていうことをおっしゃってたと思いますけども、やはりその辺り

が、まだまだボランティアなんかについては、行き届いてないんかなという感じを受けました。

この助成実績について何か感想をお持ちでしたら、積極的にやっていくということを、活用する

ように多分広報していくということなんでしょうけども、この辺り施策的に何か考えておられる

ようなことがあればお聞きしたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 井藤議員の御質問にお答えいたします。

事前に提出させていただいた資料で、ヴィレステ応援団という項目で補助をしておるというこ

となんですけども、過去遡ってみますと、いろんなボランティア団体が、短期的ではございます

がいろいろ活用されております。ただ、新規の段階であったり、継続であったりっていうことで、

最長３年間しか適用できませんので、村の助成事業はこうなんですけども、その他の県とか活性

化センターとかもございますし、それぞれのニーズに合った助成制度なり情報を提供しながら、

そのボランティア団体の活用しやすいような制度を、相談いただきましたら、御提供させていた

だいたり、村の制度につきましても、今後、広報を充実させて、広くＰＲして、活用していただ

ければと考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） ありがとうございました。先ほど、村長のほうからも、いわゆる

ボランティアセンターとボランティア団体の間のつなぎを、ＰＲも含めまして積極的にやってい
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こうと思ってるということをお聞きしましたので、引き続き、その点よろしくお願いしたいと思

います。あるいは、必要ないかもしれませんけど、ここを見させていただきますと、これも去年

の１１月の村報に出ておりましたけど、友だち登録お願いします、日吉津村ＬＩＮＥ公式アカウ

ントっちゅうことで、こういう紙面が出ておりますけども、これなんかどんなんでしょうか、よ

うけ登録しとる人は、結構出てきてますでしょうか、どうでしょうか。ちょっとその点、もし分

かれば。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 井藤議員の御質問にお答えいたします。

ＬＩＮＥの関係ですね、ちょっと、手持ち資料持ってないんですけども、若い世代を中心に結

構御活用されてまして、村のホームページの、皆さんが閲覧される場面なんですが、パソコンか

らのアクセスとスマホからのアクセスを比較しますと、現在スマホからのアクセスが大多数を占

めるようになりました。といいますのが、身近な調べ物、例えば、ごみの分別であったり、いろ

いろ手続関係であったり、こういったのは、日常的に情報が必要な方が多い場面がございます。

ＬＩＮＥのほうをアクセスしていただきますと、それが簡潔にまとめられておりまして、何がお

知りになりたいですかっていうような問いに対して入力したり、ボタンクリックしたりしますと、

その該当ページにすぐ飛ぶようになっておりますので、非常に使い勝手がよくなっております。

ぜひとも、皆さんも日常的に御利用になっていただければ、ごみの問題なんか特に話題になって

おりますけども、これどっちのごみだろうとか、分別の仕方がよく分からないというようなこと

がございますが、詳しく掲載してございますので、よろしくお願いいたします。以上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（２番 井藤 稔君） ありがとうございました。せっかくの公式アカウントですので、

例えば、ボランティア団体のほうからいろいろ要望、意見等も、こういうようなシステムを通じ

て取れるような工夫をしていただいたら、さらに伸びるような方法ができるんかなというふうに

感じたもんですから、そのようにちょっと申し上げたような次第です。どうぞよろしくお願いし

たいと思います。

やはり私は、ボランティアちゅうのは、やはり思いやりですよね、人に対する思いやり。これ

が、いろいろな思いやり、現代社会ではどっちかいうと欠落しつつあるように私は思いますけど、

思いやりがやはり結実したちゅういいますか、具体的に具現化したのがやはりボランティアだろ

うなというふうに思います。例えば、お年寄りや弱者の方に対する思いやりが、いわゆる福祉ボ

ランティアという形で多分出てきとるんじゃなかろうかと思いますし、それから、子供などに対
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する思いやり、こういうのはやはり、見守りボランティアとかなんとかというようなものに出て

くるんじゃなかろうかと思います。それから、自然などに、あるいは後世に対する思いやりっち

ゅう、思いやり言ったらおかしいかもせんけども、こういうのはやはり、環境ボランティアとい

うような形で出てきとるんじゃなかろうかと。ですから、いわゆる自治会単位のにしては、どう

しても枠の中入っちゃいますけども、村内全体を捉えたやはりボランティアというのは、先ほど、

村長がおっしゃるように、本当に今後大切になってくるんだないかと思いますので、もし村長、

何かありましたら、最後よろしくお願いしたいと思います。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。議員おっしゃいますように、お互いを思いやる気持

ちというのがやっぱり一番重要ではないかなというふうに思っています。相手の方がどう考えら

れるとか、どういった状況であるかということを、やはり、その立場になって考えていくという

ことが実際に現れてくるのが、ボランティアということだと私も思っています。冒頭の答弁でも

申し上げましたけれども、やはり、この新たなボランティアに取り組む人であるとか団体にそれ

がなっていくであるとかということが、やはり、現状見たときの１つの大きな課題であるという

ふうに認識をしています。先ほど、議員のほうからも新しいツールを使ったというような御提言

もいただきましたけれども、課長のほうからもですし、私のほうからも、財政的な支援をぜひ使

っていただきたいというふうに思っていますし、また必要な情報ですとか、社会福祉協議会や県、

国等々も連携をしながら、ぜひ、この思いやりの気持ちが実際のボランティアの活動であったり

取組につながっていくような支援を、村としても、引き続き、考えてまいりたいというふうに考

えております。以上でございます。

○議員（２番 井藤 稔君） どうもありがとうございました。時間が過ぎました、失礼しまし

た。

○議長（山路 有君） 以上で、井藤議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） ここで暫時休憩をします。

午前１０時５５分休憩

午前１１時０５分再開

○議長（山路 有君） 再開します。

４番、三島議員の一般質問を許します。
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三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ４番、三島です。新型コロナウイルス感染症オミクロン株は、高

齢者や子供を中心に拡大し続けています。３回目ワクチン接種も始まりましたが、収まる気配が

ありません。いつもなら、希望に胸膨らませる春だと思いますが、今年もまた、感染を心配しな

がらの新年度の始まりになりそうです。

今回の議会では、３点質問いたします。保育所の認定こども園について、コロナ禍のコミュニ

ティについて、米価下落に対する村の対策についての３点伺います。村長からの答弁よろしくお

願いいたします。

１点目、保育所の認定こども園についてでございます。

村長は、昨年１２月、私たち上一松栄クラブ研修会において、現在建設中の複合型子育て拠点

施設の保育所を保育型認定こども園にするとの考えを示されました。これまで、この建物の設計

ほかいろいろな話合いの中で検討する中で、認定こども園っていうことは、全く示されておりま

せんでした。その中で、建設は始まっております。唐突にということで大変驚きました。教育民

生常任委員会の議会閉会中審査報告で、認定こども園については、庁内プロジェクトチームで検

討中であり決定ではないということもありましたけれども、認定は来年、令和５年４月１日から

発足していくっていうことを目指すとありました。

次の４点について伺います。どういう経緯で認定こども園になったか。２つ目、教育民生常任

委員会報告によりますと、１号認定の利用を広げ、施設の定員を１２０人から１８０人にすると

示されておりました。これは、全員協議会で課長から訂正がありましたけれども、今回、もう一

度説明をお願いいたします。これまでの状況、今後の乳幼児数の推移等を、表を見て説明してい

ただきたいと思います。今回、この表の作成につきまして、本日、皆さんのお手元に届いている

と思いますけども、御覧いただきたいと思います。少し、私が思ってました表と違う点がありま

して、その点、また再質問のときにさせていただきたいと思います。現在、建設中の面積で部屋

割り、１号認定、２号認定のクラス割り等もお伺いしたいと思います。それと、園庭の広さは、

現在のもので対応できるかということでございます。４つ目、庁内プロジェクトチームを中心に

検討中とのことですが、子ども・子育て会議の開催、そして保護者等へのアンケート、意見聴取

等、どういうふうに考えておられるのか伺います。

大きく２点目です。コロナ禍の地域のコミュニティについて伺います。

新型コロナウイルス感染症オミクロン株の拡大は、自治体や多くの団体ではこれまでのように

事業を進めることができず、停滞が続いております。人と人とが接触しないことを求められ、家
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族もままならない状況です。特に、子供には気を配り、日常の接触を大変気を遣っておられるこ

とと思います。コロナ禍にあって、行政の役割は重要と考えますが、次の点について伺います。

１つ、現状のコミュニティをどう見ておられますでしょうか。こういうときの災害の対応につ

いてのお考えはどう考えておられますでしょうか。２つ目、会議が開催できない中にある中、オ

ンライン、Ｚｏｏｍで住民の参加をすることは、考えておられないでしょうか。

大きく３点目、米価下落に対する村の対策について伺います。

米価下落対策については、１２月議会、質問に対しての答弁は、今年度の収入保険の農家負担

掛金２割を助成する制度を導入したということでございました。米価下落につきましては、農業

関係団体等、また、県に対し支援を求めています。そして、ＪＡ鳥取西部からは、西部の８市町

村に対しても支援を求める要望書が出されております。そして、本村にも農業委員会からも要望

書が出されていると聞いておりますし、本議会に対しても陳情書が提出されました。私が一番胸

につかえたっていう場面がありまして、日吉津村の農業の将来ビジョンの住民説明会をされた際

です。農家の方から、大変厳しい、切実な状況だと発言がございました。その後、対応をいろい

ろ考えられたと思いますが、どういうふうに検討をされていかれたのかお伺いをしたいと思いま

す。この米価対応につきましては、この議会当初、初日において、補正予算は、皆さん全会一致

で可決したわけですけれども、それに対するまでの検討をどういうふうにされたのかということ

をお伺いしたいと思います。

以上、よろしくお願いをいたします。答弁によりまして、再質問させていただきます。

○議長（山路 有君） 三島さん、外されていいですよ。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、三島議員からの一般質問にお答えをしてまいりたいと思いま

す。まず、保育所の認定こども園となったと、目指しているという、これまでの経過について説

明をということでございます。２点目については、コロナ禍の地域コミュニティ、大きく３点目

は米価の下落に対する村の対策ということで、問いでございます。

まず、保育所の認定こども園化についての経緯ということでございまして、こちらにつきまし

ては、平成２５年度に実施をいたしました子ども・子育て支援事業計画策定に当たってのニーズ

調査の結果、また、令和元年度に実施をいたしました第２期子ども・子育て支援事業計画策定に

当たってのニーズ調査結果など、以前から、そういった中で要望のありました１号認定の利用枠

を広げ、現在の保育所の形態を基本として、１号認定の利用枠を拡充する保育所型認定こども園

への移行を行うということを目指して、現在検討を進めているところでございます。この認定こ
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ども園への移行のメリットといたしましては、保護者の方の就労条件に関わりなく、就学前の学

校教育、保育を一体的に受けることを可能とし、また、小学校へのスムーズな接続をすることで、

幼保小連携の実現が図れるものと認識をしております。現在、庁内のプロジェクトで検討してい

るところでございますけれども、令和５年の４月からの移行に向け、令和４年度中には県へのこ

の申請が行うことができるように、今後も保育の内容、職員の資格事務手続など、引き続き、検

討してまいりたいというふうに考えております。

次に、保育所の定員の関係の御質問でございます。令和３年の１１月１８日に、議会の教育民

生常任委員会で、複合型子育て拠点施設につきまして、現時点での検討状況や今後の方向性を御

報告をさせていただいたところでございます。定員につきましては、令和４年度からの利用申込

みが既に定員を超えていることもあり、１号認定の利用枠と合わせて今後定員を増やすというこ

とも検討していく必要があるということを御説明をさせていただいたということでございます。

この際に御説明をさせていただいております、１８０人という数字が出ているわけでございます

けれども、これは、新施設の部屋面積に基づいて、これが国、県の基準から受入れ可能園児数を

算出した場合の数字でございまして、定員をそこまで、必ずしも増やすというわけではなくて、

面積基準から考えると最大１８０人までは受入れが可能というような御説明をさせていただいた

ということで、報告を受けているところでございます。

今後の乳幼児数の推移につきましては、資料でお配りをさせていただいております。後ほど、

こちらにつきましては、担当課長のほうから説明をさせていただきますけれども、現在建設中の

面積で、部屋割り、また、園庭の広さで十分に対応ができるものというふうに認識をしていると

ころでございます。

次に、庁内プロジェクトチームを中心に検討をしているということだが、子ども・子育て会議

の開催、保護者等へのアンケート調査をする考えはないかという御質問でございます。今年度の

子ども・子育て会議につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大により書面開催とする予定

としております。アンケート調査につきましては、子ども・子育て支援事業計画策定時、第２期

の計画策定時と、５年置きにニーズ調査を実施をしているところでございます。また、この施設

建設に当たっての保護者アンケートも実施してきており、現時点では、新たにこのアンケートを

実施する考えは持ち合わせていないというところが現状でございます。

次に、大きな２点目のコロナの状況下での地域コミュニティについての御質問でございます。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化をする中、各自治会におかれましても、感染防止等、

大変御協力をいただいておりまして、感謝を申し上げるところでございます。一方で、この長引
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くコロナの影響で、自治会等での行事や活動がなかなかできにくい状況が続いていること、これ

は、非常に危惧をしているところでございます。昨年１１月に開催をいたしました自治連合会の

ほうでは、ガイドラインというものを村のほうで作成をし、示させていただいたわけでございま

すけれども、当時のワクチン接種が進んでおり、そういった状況も踏まえまして、感染症対策を

徹底していただきながら、各事業に取り組んでいただきたいというような話を、ガイドラインを

示させていただき、お話をしたところでございます。

今年に入りまして、オミクロン株の感染が非常に拡大をしているところでございまして、現在、

県内全域に鳥取県版の特別警報が発令をされている状況でございますけれども、基本的には感染

症対策を十分に講じていただいた上で、自治会のほうで行事や会合等の実施の可否を判断してい

ただくようにしているところでございます。村といたしましては、感染の確認状況や感染防止の

ための情報等につきまして、随時、防災無線やホームページ等で周知を行っているところでござ

います。そういった状況にも十分配慮しながら、一部の自治会では、災害対策計画を策定し、コ

ミュニティ活動支援事業助成金を活用して災害対策を図られたり、あるいはまた、全世帯にアン

ケート調査を実施したりして、住民ニーズの把握に努められている自治会もあるというふうに認

識をしております。

この、災害時の対応についての考えということでございますけれども、災害時には、この感染

症の感染防止ということも必要ですけれども、まずは、身の安全を確保していただくことが重要

だというふうに考えております。災害時に感染を恐れて避難をちゅうちょされることがないよう

呼びかけを行ってまいりたいと思いますし、また、避難所等には感染症の対策を徹底をしてまい

りたいというふうに考えております。

次に、Ｚｏｏｍ等の、いわゆるウェブの会議システム等で住民のコミュニティへの参加が考え

られないかという御質問でございます。Ｚｏｏｍなどをはじめといたしました様々なウェブ会議

システムは、パソコンやスマートフォン、タブレット等を使用して、コロナ禍といわれる状況下

におきまして多く利用されるようになって、急速に普及をしているところでございます。こうし

たウェブ会議システムは、コロナ対策はじめ、開催場所への移動時間、経費の削減、在宅勤務で

の有効活用、マスクなしで顔が見られるなどのメリットがあるところでございます。一方で、こ

のウェブ会議システムを活用した会議、ウェブ会議は、万能ではないというふうに認識をしてお

ります。やはり、対面や集合でなくてはできないことや、人間関係の構築であったり、会議の効

果が十分に発揮できないと感じることもあるというのが実感でございます。様々な職場やグルー

プ活動におきましても、ウェブ会議システムが日常的に使われるようになってきておりますので、
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コミュニティ活動等への活用も可能とは考えておりますけれども、ウェブ会議は、先ほど申しま

したように万能ではなく、自治会等での活動の基本は、やはり対面、集合、これが基本であると

いうふうに考えているところでございます。また、ウェブ会議システムを利用するに当たっては、

パソコンやスマートフォン、タブレット等のツールの有無、操作方法の習得、通信環境、通信費

用などの面で課題もあるものと思っております。参加者への通信環境等に十分配慮する必要があ

り、これを参加される皆さんに対し環境を整えるというのは、一つのハードルがあるものという

ふうに認識をしております。こうした課題が解消されていけば、活用も可能であると思いますの

で、できることはないかということは、今後考えてみたいというふうに思っております。

最後に、米価下落に対する村の対応についての御質問でございます。新型コロナの長期化に伴

い、外食需要の減少が続いており、令和３年産米については、全国的に大きな米価の下落が問題

となっているところでございます。議員からもありましたけれども、１２月の１８日、１９日に

は、日吉津村農業将来ビジョンと新たな農業施策の住民説明会を開催したところでございますけ

れども、この中で、参加された農業者の皆様から、米価下落により大きな影響を受け、今後の営

農継続に対する不安であるとか、また、１月２１日には地域農業再生協議会、書面で開催をさせ

ていただいたわけでございますけれども、この中におきましても、米価下落に対する対策をして

ほしいというような御意見をいただいたところでございます。２月の１９日には、日吉津村地域

保全会会長、農事組合法人ひえづの代表、株式会社德原ファーム代表取締役の連名で、米価下落

に伴う農家支援についての陳情書が提出されたところでございます。これまでも、この米価対策

ということで、町村会等を通じまして、国や県に働きかけを行ったりということでしてきたわけ

でございますけれども、この１２月以降、様々な場面で、農業者の方たちから、この米価下落に

対する何とか対策を取ってほしいというような御意見、たくさんいただいたところでございます。

そしてまた、次期の作、令和４年の作付に当たっていただくに当たりまして、やはり、農業者

の皆様の不安の少しでも解消になり、そして元気を出して農業に向かっていただきたいという思

いで、このたび、３月議会補正予算ということで提案をさせていただき、昨日、承認をいただい

たところでございます。これを、今後なるべく早期に農業者の皆様にお届けできるように、準備

を進めたいというふうに考えているところでございます。日吉津村におきまして、米は、基幹農

産物でありまして、農業者の皆様が意欲を持って営農いただくことが、最もやはり大切なことだ

というふうに考えております。今後も国、県の動向等にも注視しながら、必要な施策を検討して

まいりたいと思います。ぜひとも、農業者の皆様方には、元気を出して次期作に向かっていただ

きたいというふうに考えております。
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以上、三島議員からの一般質問に対する答弁とさせていただきますが、保育施設のデータにつ

きまして、福祉保健課長のほうから答弁をいたします。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 事前にお配りさせていただきました追加資料につきまして、補

足の説明をさせていただきたいと思います。Ａ３の横長の資料となります。乳幼児数の推移とい

うことで、お示しをさせていただいております。平成２９年からの５か年の各年４月１日時点で

の人数ということで、年齢別、男女別と合計ということで、左側に表、それからグラフというこ

とでお示しをさせていただいております。また、下のほうには、保育所の入所者数ということで、

こちらは日吉津保育所、それから小規模保育所２施設を併せて、これも年齢別、それから施設別

に表させていただいております。各対象者のうち何％の方が入所されているかという割合のほう

を横のほうにつけさせていただいております。また、合計の一番下のところには、括弧書きで数

字を入れております。これは、日吉津保育所の人数ということで、入所者数を入れております。

考察としましては、乳幼児数の推移は、年によって増減が見られますけども、若干の増加傾向、

特に、令和３年につきましては、かなり増加しているような傾向になっているかなというふうに

見られます。また、先ほど村長の答弁にもございましたけども、令和４年の入所、日吉津保育所

の入所は既に定員オーバー、１２０を超えるということが予定をされておりますので、こちらが、

これも年によって波はあろうかと思いますが、若干増加していくような傾向になるのではないか

ということを予測をしております。

全体としてこのような形でお示しをさせていただいております。追加の御質問等ありましたら、

お答えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） そうしますと、再質問を許します。

三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ちょっとこの表から先行かせていただきますけれども、この質問、

この表を出していただくのに、これまでと今後とということをしておりまして、今後の予想とい

うか予定が分かりません。それが分からないとちょっと難しいなということを思ったんですけれ

ども。といいますのは、子ども・子育ての計画を立てられたときにアンケートを取られて、ここ

に載ってますね、それが変わってきたんじゃないかなということを感じたわけです。今、こども

園、認定こども園ということを出されてくるっていう状況になったっていうことは、これを作ら

れた、検討されたときから変わってきたんじゃないだろうかということを思いまして、今、新し

くつかんでおられる状況を知りたいなと思って、今後もっていう言葉を入れたんですけども、そ
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の点がちょっと分からなくて残念です。そのことをお伝えしておきたいと思います。今後、答弁

していただく中で、もし分かることがあれば、教えていただきたいと思いますけども。

認定こども園は、就学前の子供に対する教育、保育の総合的な提供の推進に関する法律ってい

うのが、平成１８年の１０月に施行になりました。幼稚園と保育園は、その目的、役割を踏まえ

て、それぞれの社会的ニーズに応えてきております。ですが、近年の社会構造等の著しい変化の

背景の中で、就学前の子供に関する教育、保育について、保護者が働いていても、先ほど、村長

からもありましたけれども、働いていても、働いていなくても同じ施設を利用したいっていうニ

ーズが、多様性が出てきて、地域の子供は、みんなが同じところで学びたいというか、保育をし

てほしいっていう希望が保護者からあるっていうことを踏まえて、こういう法律ができたんだと

いうことを専門家の人の書籍とか話の中から聞いております。

その中で、先ほどありましたけれども、出てきますけれども、この認定こども園っていうのは、

４類型ありますね。それについて、またちょっと、説明をしていただきたいと思いますし、それ

から、１号、２号、３号ってありますけれども、児童福祉法の中で。それが皆さんっていうか、

ここにいらっしゃる皆さんは御存じと思いますけれども、テレビを見ていただいてる方にちょっ

と分からないっていう点もあるかも分かりませんので、その点について、ちょっと説明をしてい

ただけますでしょうか。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。

まず、事前に配付させていただきました資料の中で、今後の見通しというところなんですけど

も、今後の見通しといいますと、非常にこれは、出生がどの程度あるのか、あるいはまた、社会

的な転入転出というところでどの程度見込んでいくのかというところが、現状ではなかなか難し

いところがあるかなと思いますが、今つかんでいる数字としましては、今年度、令和３年度の出

生数が、現時点で２２名というところになっております。非常に、例年に比べて少ない状況がご

ざいます。こういうことを考えましても、非常に、先行きをどの程度見込むかっていうところで

は、なかなか難しさがあるということは感じております。この現状も踏まえながら、当然その先

は、検討してまいりたいというふうに思っております。現状報告としてその点をお伝えしたいと

思います。

それから、先ほど認定こども園の形式としまして、４つの形式があるということでしたけども、

これにつきましては、幼稚園と保育園が一体となった幼保連携型と言われるタイプ、それから、

幼稚園から認定こども園に移行される場合の幼稚園型、それから、今、本村が考えております保
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育所型、それとあとは認可外の保育施設になりますけども、地方裁量の形ということで、４パタ

ーンがあるというふうに認識しております。日吉津の場合は、保育所から移行していきますので、

保育所型が適切ではないかというところで検討をしているところであります。

また、先ほどの認定区分のことですけども、１号認定といわれますのは、保育所に通う場合は、

保育が必要というところで要件が、保育に欠けるという要件が必要になってまいります。１号の

場合は、それを必要としない、いわゆる教育の認定という形になります。３歳以上の子供さんで

す。２号の方が保育を必要とされる３歳以上の方、３号というのが３歳未満の方ということにな

っております。そのような認定で区分がされております。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ありがとうございました。今年度は、募集をしたところで、増え

ておるっていうことでしたけれども、先ほどお話聞きますと、これから先もずっと増えていくか

どうかが分からないということですよね。この計画を立てるときに出生の見込みとか、そういう

ことも立てていくわけですが、それによって、その事業を組んでいくので、私は、そういうこと

を多少あれして見込みを立てていかれたんだろうっていうことを思っておりました。専門家の先

生に話を聞いても、今後は、子供は国が言ってるような２０２５年までに待たないで減少してく

るっていうことをおっしゃってます。そういうことを考えた中で、日吉津村がどうしていくかっ

ていうことは、私は、この建設に当たって十分考えられてきたんだろうっていうふうに思ってま

した。ですので、今ぽっと出てくるっていうのはどうかなっていうことを考えたんですね。日吉

津村は、保育所しかございませんので、幼稚園型っていうことじゃなくて、幼稚園を希望されて

おる人も日吉津の保育所には希望すれば入れますっていうことだと思うんですね、認定こども園

にすれば、保育所型認定こども園っていうのは。ですが、１号認定を今後入れていくっていうこ

とが示されたと思うんですけれども、本当にそうなるんだろうかっていうことを私は思ったんで

すけども、やっぱりそうなんでしょうか。１号認定、大体１号認定っていえば、先ほどありまし

たように、幼稚園を希望しておられる人っていう人数ですよね、その方が増えていくっていうふ

うに思っておられますか。その点はいかがでしょうか。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。

まず、乳幼児数の推移についてですけども、これは、子ども・子育ての支援事業計画で当然そ

の見込みを立てながら、保育の必要量というものを見込みを立ててきております。第２期計画の、

今期間中ですけども、その見込みの中では動いておりますので、先ほど申し上げましたのは、現
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状の出生数としてそういう状況がございますという説明でしたので、ちょっと言葉が足りません

でしたけども、一応見込みは立てた中で、保育の必要量というものを判断しながら向かっており

ます。

それと、先ほど１号認定が実際増えていくのかというところですけども、各年、その年によっ

て若干違いはありますけども、やっぱり一定数の１号認定の方、幼稚園に通われたいという方も

実際おられます。その中で、日吉津村には幼稚園がないので、米子市の幼稚園に通われるという、

そういう声を聞いてきたこともございますので、村内の、やっぱり地域の中で通われたいという

一定のニーズはあろうかというふうに認識しております。それがただ増えていくかどうかという

のは、今の一定数としてもあるというところでの認識でございます。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ここの２期の計画を立てられたときのアンケートをずっと見ても、

一応希望するっていう方もありますね。ですが、そんなに、何というんでしょうか、どれぐらい

の、全体的にですけども、保育園っていうのが、毎年負担もしてますけん、人数は分かってると

思いますけど、そういう何十人もっていうことではないと思ってます。ですので、それをずっと

見てきて、統計を取ってあれしたときに、そういうふうにしていくんだろうかっていうことを思

いました。それよりは、私は、小規模事業所にいる、２つの小規模事業所がありますけれども、

そこの整備を図ったがいいなっていうふうに考えたんですけれども、それはまた、後の質問でさ

せていただきたいと思いますが。

令和４年で１２０人を超える希望があるってということですけれども、それは、家で子育てが

できないという方の希望ですよね、現在の場合は。そしたら、それはやっぱり、市町村は、法に

よって責任を持って待機児童を出さないで対応していくというふうになっていますので、それは

対応していかないといけないことだと思います、希望があるということは。法で定められてます

ね、市町村が責任を持つっていうことになってますので、いろいろ待機児童があってということ

がありますけれども、それは、そういうふうには、日吉津村の場合は、してはならないなという

ふうには思ってます。

そういうことを考えて、今度認定こども園になった場合は、幼保小の連携でしていくっていう

ことになるんですけれども、現在も小学校との、うちは保育所が１つ、小学校が１つですので、

日頃から連携を図っておられるように聞いてますので、その点では、今回のことについても話合

いが、検討がなされてるのかなっていうふうには取ってます、私は。ですので、その点は、連携

がうまくいくかもしれない、うまくいくんだろうというふうには思ってますけれども。
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児童の数のことが一番こう、してきますけども、次、面積ですけども、面積は、国や県やがあ

りますけども、それを人数割っていって１人⒈６５と⒈９８ですかね、何かそれで割っていけば

っていうことですけども、ただ、それで割っただけでは、私は、子供の保育とか教育の質とか、

その質に関係してくると思うんですね。現在の保育所でも、それは対応ができますということで

したけども、それはもう本当、せっぱ詰まってどうにもならないときにやっていくことであって、

日吉津村の子育ての中で、よそに負けない子育てをしていくっていうことの中にあれば、私は、

そういうことでは十分な保育はできないと思ってます。そういうことも考えていただきたいなと

いうふうに思います。

部屋割りを見た場合ですけれども、今度認定こども園にしたときに、子供ですけども、１号認

定と２号認定の子供は一緒に入るんでしょうか、別々にされるんでしょうか。その点で、それに

当たられる職員の方の資格、そういうものについて、どういうふうになるかを教えてください。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。

まず、来年度、定員を超える入所予定というお話しいたしましたけども、日吉津村は、総合戦

略でも掲げておりますけども、待機児童ゼロ、これを維持していくという考えでおりますので、

当然皆さん入所していただくように準備を進めております。

また、先ほどございました御質問なんですけども、１号認定と２号認定で別にクラスになると

いうことではなくて、あくまでも一緒な活動、同じ年齢の５歳児でしたら５歳児が一緒に活動し

ていくということになります。ただその中に、子供さんに１号の方と２号の方がおられるという

ことで、若干の生活時間が変わってくるという形でございます。ですので、別々になるというこ

とではございません。

また、職員の資格の面ですけども、こちらにつきましては、幼稚園教諭の資格と保育士資格と

両方が望ましいということではありますが、ただ、これは、必須ではないということで保育所型

の認定こども園は基準が定められておりますので、必須ということではございませんが、ただ、

今ほとんどの職員が両方の資格を持っておりますので、現状としては、特段変わらないというこ

とで考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 資格については、そうですね、保育園型っていうことになると、

そういうふうになってますね。ですが、ゼロ歳児の場合は、保育資格がないといけないっていう

ことがうたってあるのと違いますか。幼稚園だけの資格ではできないように、私はちょっと学び
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ましたけども、それはどうなんでしょうね。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。

今現在、保育所ですので、基本、保育に当たっている保育士は、皆さん保育士資格をお持ちで

す。認定こども園になるに当たっては、さらに幼稚園資格、幼稚園教諭の資格が必要になるとい

うことですが、そこについては、必須ではないというところのお答えということで、保育士資格

は、現在持って保育に当たっていただいております。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 分かりました。それは了解です。今後採用していくときには、多

分、今資格を取って出られる方は、ほとんどがもう両方を取っておられますので、そういう心配

はないのかなっていうふうには思ってます。ゼロ歳児だけは、保母の資格がないと駄目だよ、保

育士の資格がないと駄目ですということがございますね。それだけがあればいいと思いますけど

も。

幼稚園を希望しておって、日吉津村の保育型に来た場合の教育、幼稚園というのは、教育、教

諭ですので、その面で、やはり保護者っていうか、入所を希望する人にきちんと説明をしていか

ないといけないかなと思いますね。何で同じのでいくのかとかいうのがあると思いますし、大き

くなって４、５歳児になれば、小学校との連携でいろいろな中で触れ合ったりはしますけども、

そういうことを、やはり検討されていかないといけないんじゃないかなと思いますが、どうなん

でしょうか。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。

現在の保育所の活動の中でも、教育的な要素を取り入れた活動は、行ってきていると認識して

おりますし、日吉津保育所ならではの取組ということも行ってきているという認識ではあります。

ただ、今おっしゃられますように、認定こども園というところで、新たな教育的な活動を求めら

れるニーズというのは、当然出てこようかと思いますので、さらなる工夫をしながら、保育所の

活動を行っていく必要があろうかとは考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） いろいろ、日吉津の地域の子供が、みんなが一緒に同じところで

学んでいって、同じ学校に上がっていくというのが一番いいと思いますので、一番いいっていえ

ば、転出入がありますけれども、地域に住む、暮らす、触れ合う子供たちが一緒になって上がっ
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ていくっていうのが一番いいことだと思いますけども、その点について、外れることがないよう

にしていただくっていうことが一番大事なことかなと思ってます。

総合計画っていうのをちょっと見まして、子育て支援の充実っていうところを見ましたら、保

育所っていうことが一言も載ってなかったっていいますか、私たちも見落としたかなっていうこ

とを思いまして、小規模保育所、小学校との交流とかそういうことは書いてありますけども、保

育所ということが入ってなくて。これは、ここからどういうあれで外されたのかなということを

思ったんですが、ごめんなさい、質問に書いてなくて、ちょっと分からないでしょうかね、第２

章の基本計画っていうところの基本事業、子育て支援充実っていうところなんですけども。

○議長（山路 有君） 分かる範囲でお願いします。

橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。

今ちょっと手元に資料ございませんで、正確な答弁にならないところではございますが、当然

必要なことであり、新しい複合施設の整備に向かっておりますので、当然必要という認識の下で

向かっておるというところでの御理解でお願いしたいと思います。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 私も、言ってませんでしたので、申し訳なかったと思いますけど

も、ちょっと計画書をずっと見とったときに、ふっと目に入ってきて、あれっと思いました。せ

っかく日吉津村はいい子育てをしておるのに、何でだったんだろうっていうことを感じましたの

で。

それから、ニーズ調査ですけれども、子育ての支援事業計画ですが、３年から６年、５年間っ

ていいますけども、今年度、令和４年度は見直しをする年っていうふうになってますね。先ほど

から、今、役場のプロジェクトチームでもお考えになってますけども、そういうことも含めた中

で、この計画っていうのを見直しをしていくっていうことだと思いますが、今年度の予算を見ま

すと、子育て会議の会議は１回ぐらいしか開けない予算ではないでしょうか。これ、役場職員さ

んが決められた案を出されて、それをしていく、１回で終わるっていう、そういう計画なんでし

ょうか。それが何か少し残念だと思いますが、その点、どうお考えになりますでしょうか。

○議長（山路 有君） 橋田福祉健康課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員さんの御質問にお答えいたします。

先ほど、御指摘のございました子ども・子育て会議ですけども、令和４年度が中間年というこ

とで、見直しの予定になっております。今までも、前回の見直しの年も、事前に資料等はお示し
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した中で、必要最小限の会の回数で行ってきております。必要な情報提供をしながら見直しに向

けては準備を進めたいというところで、進めていかせていただきたいということで思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 先ほど、村長からの答弁にもありましたけれども、いろいろ厳し

い中にはあるけれども、自治会なんかのコミュニティにおいてもですけれども、いろんな面で対

面をしていくのが一番いいっていうお話がありました。私もそう思いますが、私は、これを認定

こども園にしていくっていう中で、大変重要なことを検討していただく中で、１回の会議で終わ

るっていうことは、私は、到底考えられないと思います。コロナ禍にはありますけれども、ヴィ

レステとかのホールですれば、大きいところで図面に映し出してできると思いますし、やはり、

みんなが寄って声を出していくっていうことが大事なことではないかと思いますので、その点を

検討をしていただきたいということを申しておきます。

次、時間が差し迫ってきましたけれども、２番目の、大きい２番、コミュニティについてです

けれども、こういうコロナの中にあって、大変皆さんが、話をしてみますと、なかなか何ていい

ますか、ストレスがたまっているっていうか、話合いができなくてむずむずしてるっていう、そ

ういう答えが返ってきます。いろいろな設備は要ると思いますけども、役場の中でもいろんなこ

とで電算化とか、いろんなことがされてますが、住民に対してもそういう方向づけをしていって

ほしいなと思います。それとあと、ひえづチャンネルについてですけれども、ひえづチャンネル

で、役場の中で各事業課で計画をされたことを終わったことばかりを出すんではなくって、今後

計画しておられることを担当の職員の方が出て説明をしていただくとか、そういうのは、みんな

にすごく入っていくんではないかなというふうに思いますので、そういうところでの説明とかＰ

Ｒとか、そういうことはしていただけないかなと思いますけども、いかがでしょうか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 三島議員の御質問にお答えいたします。

ひえづチャンネルを使っていろんな計画物とか事業の進捗など、担当なり担当課なりで説明を

放映するという御希望ですが、過去にも行っておりまして、重要な施策とか、画面ではパワーポ

イントになったりする場面もあるとは思いますが、できることは進めてまいりたいと考えており

ます。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） よろしくお願いします。
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あと、米価対策についてですけれども、検討はしていただいて、皆さんのところへ早く届けば

いいなというふうに思っております。あと、この米価に始まってっていうことではないですが、

いろんなことで、村の対応についてですけれども、遅いのではないかなというふうに捉えてます。

もう少し住民の中に入っていただいて、いろいろなことを吸収してきて、やっぱり職員さん、各

課、そして課長会もありますけれども、意見を出し合っていただいて、もう少し前へ進めていた

だきたいっていうことを常日頃感じてまして、大変申し訳ありません、今回、この場で言わせて

いただきました。頼りは行政です。住民は役場を頼ってますので、その面について職員さんも、

このコロナの中では大変かもしれませんけれども、だからこそやはり、住民の暮らしに目を向け

ていってほしいということを述べまして、この質問を終わらせていただきます。よろしくお願い

いたします。

○議長（山路 有君） 答弁はいいですか。

以上で、三島議員の一般質問を終わります。

ここで、昼休憩に入ります。

午後０時０５分休憩

午後１時００分再開

○議長（山路 有君） 再開します。

午前中に引き続き、午後の一般質問に入りたいと思います。

その前に、午前中の質問を受けて、村長のほうから補足説明があるそうですので受けたいとい

うふうに思います。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。午前中の三島議員からの一般質問の再質問の中で、

総合計画の中に保育の内容が盛り込まれていないというような御発言があったわけですけれども、

確認をさせていただきました。総合計画の基本構想の中に、安心して子供を産み育てることがで

き、子供たちが健やかで安心して過ごせるように地域社会で見守り、子供たちの成長を家庭と連

携して支援していく環境を充実させるとともに、保護者をはじめとした大人たち、身近な大人た

ちの愛情豊かな受容の下、人間形成の基礎を培い、成長できる就学前教育、保育環境の充実を図

りますということで記載ございまして、また基本計画のほうにも、目指す姿、子育てのところで

すけども、家庭との連携の下、小規模保育所、小学校との交流や職員研修を通し、乳幼児の健全

な発達を図り、よりよい保育の提供を目指しますと。今後の方向性のところになりますけれども、
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新たに整備する複合型子育て拠点施設で、児童館や子育て支援センターと連携し、一時保育のサ

ービス開始を目指すなど、子育て環境を整備し、村民のニーズにさらに応えるような子育て事業

実施を推進しますということで記載がございましたので、報告をさせていただきますとともに、

議員には、よく御確認をいただきたいと思います。以上です。

○議員（４番 三島 尋子君） すみません、議長、いいでしょうか。

○議長（山路 有君） いや、もうそんなやり取りできません。

○議員（４番 三島 尋子君） いいです、はい。

○議長（山路 有君） そうしますと、７番、前田昇議員の一般質問を許します。

前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） ７番、前田です。議長のお許しを得まして一般質問に入らせてい

ただきます。

今回私の質問は、大きく分けて３点ということであります。まず１点目が、従来からの村の課

題にもなっております海浜エリアの活性化計画についてであります。第２点目が、これも大きな

課題であります村の農業将来ビジョンの進め方について伺う。さらに、大きな３点目は、私も何

度も伺っておりますが、ヴィレステひえづのありようということで、とりわけ図書館等での自習

利用ということについての質問を用意させていただいております。

１点目の海浜エリアの活性化計画ということにつきましては、村のほうは、昨年からこのエリ

アの活性化について、役場内のプロジェクトチームをつくり、その検討の結果も踏まえて委員会

を設置されております。議事録を先日頂きましたが、７名の村民の方で構成される検討委員会で

検討されているということであります。この海浜エリアというのは、日吉津村の中において大き

な面積を占め、歴史的にも村民の大きな関心あるテーマであります。そこで、海浜エリアの活性

化に関しては、やはり基本構想というふうなものをつくるべきではないか。さらには、その構想

に基づいた、簡単に言いますとアクションプランのようなものですね、３年とか５年単位でどう

進めるかというふうなプランを策定をして、その策定の状況も含め、逐次、村民の方へ公表しな

がら、意見を求めつつ進めていくべきだというふうに思います。その点についてどのようにお考

えか伺います。

具体的には、繰り返しになりますが、基本構想及びアクションプランの策定をされないか、い

かに考えられるかっていうことです。

それから、２点目は、それらの手順も含めて、まずは村民に情報を提示していくべきだと考え
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るがいかがということです。

それから、３点目は、これも大きな村の課題になっております、うなばら荘が今年３月末をも

って廃止されるということでありますが、その後の施設利用とか事業の展開とか、そういった状

況の見通しとともに、この海浜エリアにおけるうなばら施設、あるいはあの用地の位置づけはい

かに考えられているかという、具体的な３点を質問をしております。

大きな２点目の、村の農業将来ビジョンの進め方ということにつきましては、農業未来会議と

いう委員会が設けられて、いろんな意見交換がされた結果、村の農業将来ビジョンということの

ための住民説明会が昨年末に開催をされております。その間の経過について、次の４点を中心に

聞いております。

まず１点目は、この間のその農業未来会議の議論、その中で主な論点となったものは何か、あ

るいはこの未来会議の今後の進め方についてはどのように考えられているかということです。

それから②ですね、これからその未来会議の提言を受けて農業将来ビジョンに着手されるわけ

ですが、その中の計画の中のまず第１点として、将来ビジョン推進本部というものの設置が予定

されておりますが、その設置はどのように設置されて、どのように運営されるかということを伺

っております。

それから、日吉津村がんばる地域プラン、５年間の農業に関するプランがつくられているわけ

ですが、各種事業の中の優先順位とかその方向性について、もう少し具体的にお示しいただきた

いということで伺っております。

それで、４点目、１２月末に住民説明会が行われたことによりまして、参加者の方の意見はど

のようであったかということで資料提供を求めておりまして、本日、レジュメが配付されており

ますので、その辺についてもまた後で伺いたいと思っております。

大きな質問の３点目、ヴィレステひえづが開館しましてから、多分８年ぐらいになるんですか

ね、８年ぐらいを迎えようとしていますが、この間、村民、とりわけ高校生等から図書館での自

習を求める声があります。それを受けて改善される様子というのが、村は、図書館は本を借りた

り本を読む場所だということで、なかなか図書館での自習を認められないわけですが、そういう

ことで七、八年来ているわけですが、そもそもヴィレステは村民共有の財産でありますので、村

民の利用を最大限進めるというのが、我々も含め行政の責任であります。この間のそういった高

校生等の切実な要求に対しては、私は思うのに無理難題な要求ではないというふうに思っており

ますが、改めて今後の対応をいかにされるかということで伺っております。

その点において３つほど上げておりますが、村は自習、自主勉強は出会いストリートで認めま
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すという方向で、それから一歩も出ないということなんですか、もっと静かな環境で自習したい

という声があるわけですけども、あくまで、簡単に言いますと、ヴィレステのロビーにあります

出会いストリートで勉強しなさいというふうに、そういうふうに繰り返す根拠というか理由を、

一体どこにあるのかということです。

それから、その隣接します健康相談室の利用率は、一般の貸出しはされておりませんで、利用

率は私が見るのに高くない。大概、昼間あるいは夜間については利用のない状態にあると思いま

すが、ここに、時間とか人数を制限しつつ、自習の利用について試行ができないか。試してみる

べきじゃないかということで、そういった点についてどのようにお考えかということを伺ってお

ります。

最後ですが、図書館は単に本を借りて読むということだけではなくて、サードプレイスという

意味合いで期待されている施設であります。全国各地の図書館が、とりわけ子供たちにとっての

居場所として、学校でもない、家庭でもない、第三の居場所として期待をされているわけですが、

そういった点で、本村の中高生がテストや受験勉強に追われる、そういう思春期に村の図書館で

過ごす、静かな時間の中で勉強する時間というのは、それはそれで貴重な時間ではないかという

ふうに考えております。それこそ、日吉津村に対する愛着を感じたり、将来の図書館利用につな

がる貴重なチャンスでありますので、自習を問題のない形で可能にするための創意工夫を求めた

いと思いますが、改めてその点についてどのように対応いただけるかということで伺っておりま

す。

以上、大きな３点について質問させていただき、答弁を受けて議論をしてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、前田議員からの一般質問にお答えをしてまいりたいと思いま

す。大きく３点ございました。まず、１点目が海浜エリアの活性化計画についての御質問、２点

目が村の農業将来ビジョンの進め方についての御質問、３点目がヴィレステひえづの自習利用に

ついての御質問でございます。

まず、１点目の海浜エリアの活性化計画の関係の御質問にお答えをしてまいりたいと思います。

まず、この活性化計画について、基本構想及びアクションプランの策定をすべきではないかと

いう御質問でございます。この海浜エリアのさらなる活性化ということを目的に、海浜エリアの

活性化計画を策定をしていこうと現在検討を進めているところでございます。庁内でのプロジェ

クトチームを４月に立ち上げて、活性化の検討を開始したところでございます。５月には、この
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海浜エリアの施設の利用者の方々や子育て世代等の様々な分野の７名の村民の皆様で構成する海

浜エリア活性化検討委員会を開催し、現地視察や意見交換を行ったところでございます。このプ

ロジェクトチームのほうでは、６月に南部町のオートキャンプ場、１０月に北栄町のオートキャ

ンプ場と琴浦町のキャンプ場、それから１１月に出雲市の、同じくキャンプ場でございますが、

それぞれ視察をし、情報収集を行ってまいっているところでございます。１１月にはプロジェク

トチームを開催し、意見交換を行うとともに、１２月には第２回となりますが、海浜エリア活性

化検討委員会を開催し、意見交換を行ったところでございます。今後も、この海浜エリア活性化

検討委員会並びにプロジェクトチームにより、村民ニーズの収集や検討を重ねていく予定として

おり、検討会でいただきました意見や他の施設の状況等も研究し、公園施設の活用策、施設の管

理運営、観光との連携、豊かな自然環境の保全など、海浜エリア一体のさらなる活性化を検討し

てまいりたいというふうに考えております。

基本構想とアクションプランということでございますけれども、基本構想に該当します、これ

は、エリア全体の活性化計画の中で、そういった全体の、どうしていくのかというところは言っ

ていくようになると思いますし、また、この実施に当たりましては、海浜運動公園や松林等、ア

クションプランに相当するようなそれぞれの個別の計画によって、利用促進であるとか、整備で

あるとかということを検討して、進めてまいりたいというふうに考えております。

そうした手順も含めて、まず、村民の皆様に提示をしていくべきではないかということでござ

います。このたび、うなばら荘の関係では、事業者によります新たなうなばら荘の事業の構想も

示されたところでございますので、引き続きまして、活性化検討委員会や、事業者も含め関係者

から意見をいただき、海浜エリアの活性化の計画に生かしていきたいというふうに考えておりま

す。

村民の皆様には、海浜エリア活性化検討委員会での検討状況等についてホームページや広報紙

等で情報提供し、御意見をお伺いしながら、最終的にはパブリックコメントを実施して、このエ

リアの活性化計画をつくっていきたいというふうに考えております。

次に、うなばら荘の廃止とその後の施設利用、事業展開についての見通し、エリアにおける位

置づけについての御質問でございます。

うなばら荘につきましては、廃止後は、民間の事業者がアスリート向けの施設として営業を開

始されるという予定でございます。その構想では、国内外のトライアスリート、サイクリストや

ランナー、スイマーなどをメインのターゲットとしたアスリート特化型の複合施設として利活用

し、こうした方々を中心に呼び込みを図り、地域の活性化につなげていく計画だというふうにお
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伺いをしております。事業者では、秋以降のオープンを目指して事業計画を詰めておられるとこ

ろでございまして、村におきましても、土地の賃貸借等についての協議を開始しているところで

ございます。

この海浜エリアにおける位置づけに関しましては、このうなばら荘は、今後トライアスロン、

サイクリング等の愛好者を主なターゲットとした施設とされる予定で、こうしたサイクリングな

どの拠点施設ということになってこようかと思いますので、そういった部分で連携を図っていき

たいというふうに考えております。例えば、サイクルルートでありましたら、その整備というよ

うなことも必要になってくるかもしれませんし、松林等の景観の整備、近隣では海浜運動公園の

利用促進や活性化につながるような取組などを検討をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。また、サイクリングやランニングなどは、これ村内だけでは完結するものではなく、広域的

な取組が必要になってくるものと認識をしております。近隣の市、町や県、商工会などと連携し、

広域的なサイクリング等の拠点施設としてこのうなばら荘が利活用され、地域の活性化につなげ

ていけるようにしていきたいと思っております。海浜エリアとしては、キャンプ場や運動公園、

うなばら荘など、それぞれの機能を生かして、これが相乗効果を発揮できるように検討をしてま

いりたいというふうに考えております。

次に、２点目の村農業将来ビジョンの進め方についての御質問でございます。

まずは、１点目、農業未来会議での議論、主な論点と今後の進め方についての御質問でござい

ます。農業未来会議につきましては、農業者と行政が現状や課題を共有し、様々な主体と協働し

ながら日吉津村の農業を将来にわたって持続可能なものとしていくことを目指し、日吉津村の農

業の将来ビジョン、それを実現するための具体的な取組などについて検討を実施していくために、

一昨年の１１月に設置をしたものでございます。

この農業未来会議の中では、まず、それまでに実施をいたしました座談会やアンケート、それ

から農業未来会議の中でありました委員からの意見、要望や提言などを整理を行ったところでご

ざいます。実に９５件の皆様からの意見がございまして、これを分類をしたところでございます。

すなわち、これが会議で議論を行ってきた論点であろうかというふうに思っておりますけれども、

まず、１つ目として、村の農業のビジョンを明確にしてほしいということでございます。こうい

った御意見が事前のアンケートや座談会でもございましたことから、この未来会議を設置して検

討に移したというところがございます。

２点目としまして、緊急的に実施すべき事項として、例えば、現在の取組の改善など、できる

ことは早急に取り組んでいくべきだというような御意見、それから、補助金支援制度の充実、強
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化と周知、それから、個別の悩みなど相談に乗ってほしいというような御意見がございました。

３点目といたしまして、将来を展望しながら施策を組み立てるべき事項といたしまして、将来

を展望した担い手の育成確保であるとか、あるいは、持続可能な農地の維持管理、水路や農道草

刈りなど、こうした維持管理のこと、それから、畑地の利用策の検討、また、将来を展望して土

地基盤整備、圃場整備についての御意見、その他があったということでございます。

まずは、未来会議の設置目的の一つでもあります農業将来ビジョンにつきまして、おおむね３

０年後の農地や農業者の将来像につきまして検討を行ったわけでございますけれども、参加され

ました委員の意見によって、もう少し近くの将来として、今後１０年などの姿も検討してまいっ

たところでございます。そうしたビジョンを実現していくための具体的な取組と今後の進め方に

関しましては、論点の分類の中で、すぐに取り組めることは、すぐに取り組んでほしいとされた

中に、少し具体的に申し上げますと、村外から来ておられる耕作者と地元とのつながりづくりで

あるとか、ブロックローテーションの見直し、あるいは、農地業務の適正運用、村民農園の運営

見直し、農業施策の広報の強化などにつきましては、これは、特別に予算が必要というものでも

ないものもございますので、できることは、早急に取り組むこととして、既存の制度も活用しな

がら独自の工夫で実施、改善を図ることとしております。

次に、少し将来を展望しながら施策を組み立てるべき事項、あるいは、既存の制度では対応が

難しいものとして個別の悩み相談、多様な担い手の育成と支援、補助金と施策の充実等が上げら

れ、これを解決する具体的な取組として、会議の中で、よろず相談窓口やアグリマイスター、村

認定耕作者の認定や、日吉津村版がんばる農家プラン事業などの事業を検討し、県の補助事業で

ある、がんばる地域プラン事業を活用し、事業推進を図っていきたいということとしております。

また、意見の中にございました圃場整備に関しましては、もう少し腰を落ち着けて取り組むべ

き事業であり、まずは、農業者の皆様、地権者の皆様に、この制度の理解を深めていただきたい

ということから、圃場整備に関する一問一答集というものを作成をして、住民説明会の資料とし

て農家の皆様に配布、説明をして、今後の検討に当たっての参考にしていただくこととしている

ところでございます。今年度中には、３月中になりますけれども、農業未来会議を開催し、農業

将来ビジョンの策定、今後の事業の進め方等について議論をいただきたいというふうに考えてお

ります。ビジョンの実現に向けては、このビジョンの推進本部を設置し、がんばる地域プランの

取組、各種事業の推進を行っていきたいというふうに考えております。

その将来ビジョンの推進本部の設置運営についての御質問でございますけれども、これまで議

論、協議をいただきました内容を生かしていくために、しっかりと事業を進めていく必要がある
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というふうに認識をしております。このため、村長を本部長として将来ビジョンの推進本部を立

ち上げ、取組を推進してまいりたいというふうに考えております。この推進に関しましては、農

業者の皆様の御意見や現状を踏まえ、進めていく必要があると考えております。御意見を聞きな

がら進めていく体制をつくっていきたいと思っております。まずは、３月に開催をします未来会

議のほうで案を提示して、この中で御意見を聞きながら進めてまいりたいというふうに思ってお

ります。

次に、具体的な取組として、がんばる地域プランの事業で、各事業の優先順の方針や見込みに

ついての御質問でございます。このがんばる地域プランの中では、県の認定を受けて、がんばる

地域プラン補助事業ということで、この補助事業を活用しながら行っていこうとしてるわけでご

ざいますけれども、先ほど申し上げました推進本部設置をはじめ、よろず相談窓口の設置、農業

お助け隊の設置、就農促進、営農支援事業、村の宝づくり事業など、合計１１の事業を行ってい

くことと予定をしております。この中で、例えば、熟練の農業者の方を認定をし、農業のアドバ

イスを行っていただくアグリマイスターの事業など、農業者に御協力をいただきたい事業もたく

さんあるところでございます。そうした皆様に協力いただく、募集をかけていくようなものにつ

いては、まず早い段階からこの取組を開始していく必要があるだろうと考えております。４月に

は推進本部を設置し、早期にスタートすべき、したほうが効果的な事業につきましては、早く開

始できるよう準備をし、全てが、これ４月に用意ドンでできるものとは考えておりませんので、

幾らか段階的にスタートが切れますように準備を進めてまいりたいというふうに考えております。

こちらにつきましても、３月に開催を予定しております農業未来会議で御意見をお聞きして、計

画的に実施できるように準備を進めてまいりたいと考えております。

次に、１２月に行いました住民説明会における御意見ということで、議員のほうには資料をお

配りをしているところでございますけれども、１２月の１８日と１９日に、計３回の説明会を村

内ブロックに分けるような形で行いました。合計で約５０名の御参加をいただいたところでござ

います。各回ともそれぞれ御意見や御質問等をいただいたところでございまして、具体的な内容

といたしましては、現在検討しておりますビジョンに掲げる取組に対しての御発言、要望である

とか、期待であるとか、あるいは内容の確認といったようなこと、また、大きく分けてもう一つ

が、直面する悩み事といいますか、例えば米価の下落、田んぼの取水口の修繕のことであったり、

荒廃地化の問題であったり、ブロックローテーションや農地貸借の相談先等々の御意見が、この

ビジョンに関するものと具体的な相談とがおおむね約半々ぐらいであったのかなというふうに記

憶しております。
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中でも、午前中もやり取りがありましたけども、米価の下落ということに関しましては、非常

に切実な声を聴かせていただいた貴重な会となったわけでございまして、そうした御意見も踏ま

えまして、このたび緊急的な米価下落対策の事業を事業化をさせていただいたということでござ

います。

そのほかにも、提案いただいております意見につきましては、内容を精査し、ブロックローテ

ーションについてのアンケートも年明けに実施をさせていただいたところでございます。当初は、

集まっていただいてやる予定でございましたけれども、コロナのオミクロン株の急激な流行とい

うことで、アンケートというやり方に変えさせて、現在集計を行っているという状況でございま

す。また、個別対応が必要なものにつきましては、関係機関等と連携を図りながら、その課題の

解決を図っていきたいというふうに考えております。

３点目、ヴィレステひえづの自習利用についての御質問でございます。

村の考え方として、自習は、出会いストリートで認めるということを繰り返されるばかりだが、

もっと静かな環境で自習したいという声に応えられない理由が何かあるのかという、まずは問い

でございます。こちらにつきましては、図書館の館内は、蔵書や資料を読んだり調べ物をしてい

ただくスペースとして確保しており、利用者でいっぱいになることもございます。その図書館利

用者のための場所を確保しておくため、自習のための御利用は御遠慮いただいているというのが

現状でございます。そうしたことを踏まえ、自習については出会いストリート学習コーナーを利

用していただき、職員が一定の見守りをする中で学習をしていただいてるというのが現状です。

この出会いストリート内の学習コーナーでは、事務室から職員が一定の見守りをする中で静かな

環境づくりにも配慮をさせていただいております。学習コーナー利用者には、何かありましたら

事務室へ連絡をくださいということをお知らせしているところでございまして、また、他の利用

者の方々へも、その配慮をお願いをしているところでございます。例えば、少し騒がしくなった

ときには、職員がもう少し静かにというようなお願いもさせていただいているところでございま

す。

このヴィレステひえづでは、児童生徒の居場所を確保するという観点、これは、特に必要であ

るというふうに考えております。その観点で一定の見守りができる環境を整えること、すなわち、

出会いストリートで最小限かつ緩やかな見守りをしながら、快適に過ごす環境を保ち学習してい

ただきたいというふうに考えております。あわせて、図書館利用者が落ち着いて蔵書や資料を読

んだり、調べ物をしていただくスペースを確保していくことも必要であるというふうな認識でお

ります。
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次に、健診室のほうで、こちらの利用率が高くないので、時間や人数を制限して自習利用を試

行できないかという御質問でございます。こちらの健診室につきましては、住民健診などを行う

ほか、乳幼児健診や離乳食講座、ベビーマッサージなど、乳幼児が利用する事業を多く行ってお

り、例えば、赤ちゃんがはいはいをしたり、指をなめても差し支えない程度の清浄さを維持する

ことが必要だというふうに考えております。そのため、室内は原則飲食禁止とさせていただき、

利用についても、一定の清潔な状況を確保しながらの利用を行うことを基本としています。現在、

健診室の一般的な利用といたしましては、健診や健康相談、それから人権・行政相談の利用に限

っているのが現状でございます。このようなことから、不特定多数が利用する学習用への開放は、

本来の利用目的に影響が出るのではないかというふうに考えているところでございます。利用促

進という観点から申し上げると、健診室本来の機能であります健康増進のための取組の充実を図

っていくべきものというふうに考えております。

次に、図書館は、単に本を借りて読むだけではなく、サードプレイスとしての期待される施設

であるので、テストや受験勉強に追われる思春期に、村の図書館で過ごす静かな時間は、極めて

貴重であるので、村への愛着を感じ、将来の図書館利用につなげるチャンスでもあるので、自習

を可能にすべきではないかという御質問でございます。

現在、この日吉津村図書館は、大変多くの皆様に御利用をしていただいております。令和２年

度の図書館統計では、人口１人当たりの年間貸出冊数は２６冊と、県下トップの利用となって

おります。今年度も新型コロナウイルス感染症の影響があるとはいえ、貸出状況は、順調であり

ます。これは、現在の日吉津村図書館が非常に多くの皆様に喜んで御利用いただいている成果だ

というふうに認識をしております。

子供たちへのサードプレイスという観点で申し上げますと、ヴィレストひえづ自体がそういう

場であればよいと思いますし、また、そうなっているのではないかというふうに考えております。

一定の温かい見守り環境のある出会いストリートの中で自習をすることで、子供たちの村への愛

着は育っていくものだと思っております。夜遅くまで学習されていた方から、長時間利用させて

いただいた、安心して勉強できたと感謝されたと、担当の職員のほうから話を伝え聞いていると

ころでございます。ヴィレステひえづで勉強できてよかったと感じていただけるよう、さらには、

日吉津村で生まれてよかったと感じていただけるよう、職員共々これからも努力をしてまいりた

いというふうに考えております。

また、図書館では、今以上に利用を皆さんに喜んでしていただけるように、また利用拡大が図

れるように、新たなサービス提供に取り組んでいるところでございます。引き続き、図書館利用
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の増加につなげてまいりたいというふうに考えております。

以上で、前田議員からの一般質問への答弁とさせていただきます。

○議長（山路 有君） そうしますと、再質問を許します。

前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） では、再質問させていただきます。海浜エリアの活性化計画とい

うものについて、るる先ほど村長から、検討委員会の結果を村民にも公表し、パブコメもらうん

だという答弁があったわけですが、第２回の活性化検討委員会の会議の内容をここに記録をもら

って見ておりますが、実際には、７人の委員の方、主に公園の利用者の方ですね、公園の利用者

の方７人の方に担当課から４名出て議論がされております。ちなみに７人の委員の方のうちの２

人はこのときは、欠席だったということであります。それで内容を見ますと、まずは、指定管理

が導入されている他の先進地についての説明ということで、冒頭あるわけですね。これは、職員

の検討チームが行って、その状況を報告をしたというふうな内容です。特に、この内容にとやか

く言うものではないんですが、結局私が言いたいのは、海浜エリア全体をこれから将来のために

どういうビジョンを持っていくかということで言いますと、この出られた人は、利用者の切実な

御意見は出てますけども、それにしても、この７人の委員さんの意見で、じゃあ計画がつくれる

かっていうことになると、私は、そういうふうにはならないだろうと思います。この皆さんのい

ろんな御意見は貴重な御意見で、それはそれで早急にでも対処すべき内容ですが、私が言ってま

す、村長がわざわざ海浜エリアの活性化というふうに村長の姿勢として出しているものにしては、

この委員会で村民の皆さんの声を聴いたということには、どう考えてもならない。もう少しワー

クショップ的にも工夫が必要なんではないかと思います。

それで、併せてこの内容について幾つか伺いますと、先ほどのキャンプ場の先進視察の情報提

供がまず最初にされているという点が、私からいうと、やっぱり自由な御意見をしっかりいただ

くという形よりは、役場の説明を先にしているというふうに受け止められるんじゃないかなとい

うふうに思います。その点が１点。

それから、ついでですから、この記録の中に、松露プロジェクトという、何か昔の松露とかが

出てくるという話かなと思うんですけど、この松露プロジェクトという意味合いは、どういった

お話だったのかなということ。

それから、慰霊碑と記念碑と出てくるわけですよね。記念碑についてのところもあるし、それ

から、慰霊碑は戦没者の慰霊碑だと思いますが、ゲートボール場のところで慰霊碑の話が出てく

る、この辺のことですね。
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それから非常に気になるのは、うなばら荘に入る企業のお手伝いというところなんですよね、

最後、サイクリングのところですね。うなばら荘に入る企業のお手伝いということは、当然この

間のうなばら荘の今後についての説明が、この皆さんにされて、その結果こういう記録になっと

るのかなと思うんですけど、ちょっと気になる表現なもんですから、その点について、まず御説

明をいただけますでしょうか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。

まず１点目、第２回の活性化検討委員会で、冒頭に役場の指定管理の説明から入っておるとい

うことなんですけど、これ、第１回目がございまして、第１回目は、まず海浜エリア全体がどう

なっているか、どういう状況なのかというのを現地視察をして、いろんな意見交換をしました。

中でも遊休化っていうか、ほとんど、利用のないテニスコートであったり、ゲートボール場であ

ったり、そういったのを将来的にどうあるべきかっていうような意見交換を現地で行った上で、

キャンプ場についても、近年、今でこそキャンプブーム到来して利用客増えておる状況なんです

けども、やはり、もっと活用するためにはどうすべきかというので、１回目の後、今後、指定管

理入れてるところとかのキャンプ場を視察して御報告するというような内容としておりましたの

で、まず、キャンプ場を視察した経過を、メリット、デメリットを説明させていただいた上で、

今後どうキャンプ場の管理運営すべきかという話をさせていただいたという経過がございますの

で、冒頭に指定管理が出たっていうのはこういう経過でございます。

続きまして、松露のプロジェクト、松露というのは私も食べたこともないし見たこともないで

すけども、昔、松林が、各御家庭の風呂たきの材料に松葉だとかを使って火をつけて風呂たいて

いたとか、ガスの代わりに木材とかを利用されてたので、海岸の松林がきれいな状態であったと。

その頃には松露というキノコがあちこち出てて、吸い物にされたり、食材にされたりということ

を伝え聞いております。そうした中で北栄町のほうでは、近年、この松露の復活プロジェクトと

いうのに取り組まれておりまして、復活するかどうかっていうのはちょっとまだ不透明なところ

もあるんですが、菌、胞子ですね、これを松林の下、砂の上にまいたりとかされて復活させたい

というのを聞いたことがあったものですから、ぜひとも日吉津の中でも昔あったものを復活させ

てはどうかという意見が出たという内容でございます。

慰霊碑っていうのは、当然戦没者の慰霊碑がゲートボール場のところにございまして、こうい

ったところでは年に１回慰霊祭とかが行われておりますというような説明をさせていただいたと。

それと、最後の質問で、うなばら荘に入る企業の手伝いと、ちょっと書き方がおかしかったか
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もしれませんけども、要は、サイクリングとかトライアスロンに特化した、うなばら荘を活用し

ていきたいという企業の方向性ですので、村として何かお手伝いができるようなこと、サイクリ

ングの連携であったり、観光の連携であったり、こういうのができればという意味でございます。

以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 今、るる説明はいただきましたが、この第１回目というのはどっ

かに公表されてるんですか、２回目も含めてですが。村民の方の御意見も伺うということであれ

ば、これは、ホームページなんかには出てるんですかね。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。

先ほど、村長の説明の中にもあったんですけども、今後、ホームページなり広報を通じて情報

提供を行っていきますということで、現在作業中でございます。ですので、まだ、公表はできて

おりません。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 私が繰り返し言っているのは、結局、例えば、海浜運動公園の利

用者会議なら分かるんですね。海浜運動公園をもうちょっと利用しやすくしましょうということ

で、利用者の方からいろんな注文いただくという、そのことによって、トイレが洋式になるとか

っていう話があるわけなんです。それはそれで意味があると思うんですが、私が何度も言ってい

るのは、もう日吉津村も、もしかしたら河川敷から含めて海浜エリアの活性化をするということ

になったら、この委員会で意見をまとめるっていうふうにはならないだろうと思います。それは、

一々ここで言っても仕方ないんですが、基本的にたくさんの方の御意見をいただいていくっちゅ

うのでは、これでは不十分で、私が言ってるのは、やはり１０年後ぐらい、あるいはもっと言え

ば、農業じゃないが、３０年ぐらい先を見込んだ基本構想があって、その上で、この５年間には

こういった順番で整備していきますとか、あるいは、そこに村民の方にもこんなふうに参加いた

だきますとかいうことが必要なんではないかと。既に、もともと、くどくあれですが、海浜公園

を整備するときにも、松林を生かして、オートキャンプ場にはせず、松を守るようなキャンプ場

にするんだとか、当時ね。それからＣＣＺ事業ですね、そういった事業の中で護岸を整備して、

それから、今の漁業センターを整備したとか、非常にこの間、あそこにいろんな知恵と予算が投

下されているわけですので、そういった点でいうと、これは、村長の決断になると思いますが、

少なくとも基本構想みたいなものをまとめて、どの村民の方にも、ああ、将来像をこんなふうに
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目指すんだなということが分かるような計画書がこれからつくられるべきだというふうに思いま

すが、村長、いかがでしょうか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。冒頭の答弁でも申し上げましたように、これまでの

活性化や検討委員会での検討状況であるとか、あるいは、今後の少しこういったふうにしていき

たいというようなことをまとめていく段階で、ホームページであるとか広報紙等で村民の皆様に

情報提供をして、御意見をいただくようなことにしていきたいというふうに考えております。以

上でございます。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 堂々巡りになるんですけど、結局、いわゆる決めた内容とか、ど

っかのたたき台を村民の方に公表するということではなくて、もっともっと議論の場に入ってい

ただくということなので、そういったことをしないと、村民の人の声を拾って、本当にみんなが

村の宝として海浜エリアを活性化するということにはつながらないんではないかという、これは、

一定のある面で常識的な判断だと思うので、ぜひ、そこは取り組んでいただきたいというふうに

思います。そういった方向で考えていただきたいということは、まず、要望といいますか、要求

といいますか、それは、当然のことだということで強調しておきたいと思います。

それで、今、喫緊の課題でありますうなばら荘についてちょっと伺いたいんですが、村長の施

政方針の中にも書かれておりますけども、うなばら荘については、もう、この３月で広域行政管

理組合の共同処理は、運営は行わないと。３月末をもって閉館ということであります。

まず１点は、議決をしたわけですが、広域としては、この３月が終わったら、完全にというか、

一切うなばら荘の最後の処理には関わらないという理解なんでしょうか、その点、村長に答弁お

願いしたいと思います。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 西部広域の話ではありますけども、たしか、西部広域の新年度予算の中

で、施設はまだ残っているわけですから、この施設の維持管理等に関する予算づけはしてあった

ように記憶をしています。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） その点について、ちょっと私も認識不足でした。早速、うなばら

荘の施設の、例えば、警備とか、保険とか、そういったのどうなってるんだろうなというふうに、

ちょっと引っかかったわけですが、そういった必要な予算は、広域でも予定をされているという
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ことで、そのことと３月末に事務が終わるということとは、少し分けて考えればいいということ

ですね。

その上で、ちょっと新年度予算について伺いたいんですけども、要は、広域が、施設について

は事業者に譲渡すると。４月１日譲渡ということで伺ってますが、４月１日に譲渡されるという

ことは、村も同時に土地をお返しいただくわけなんですが、早速、借地料が発生するんじゃない

かと思うんですよね。その辺について、新年度の予算書には、特に載ってないように思うんです

が、その点の経過については、どういうふうに理解したらいいでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。

新年度に入りまして、まず、譲渡先の事業所と契約を交わします。それから先の借地料になり

ますので、まだ協議内容が決まっておりません。ですので、今のところは、予算に計上してない

ということでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） そういうものですかね。仮に、確定は４月のいつかに決まっても、

もう４月の時点で、いわゆる借地料は発生するんじゃないんですかね。だから遡ってでも、だか

ら４００万余りというものがあらかじめ提示されているわけですから、それをどういうふうに予

算化するかは、多少議論があるにしても、村の姿勢としては、４００万円の借地料を４月から、

契約もだけど、４月１日時点でもう所有権が移ったとしたら借地料が発生するという考え方とは

違うんですか、そういうふうに理解をしてますけど。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。

借地料というのは、あくまで事業者の賃貸借ですので、事業者との契約をしないと発生してこ

ないというふうに考えておりますので、４月からというわけではないと思います。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） そうすると、その辺りの事業者との協議は、この間されてきてる

んでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。

まず、契約をする前に、事業者と覚書というのを交わして、それから公正証書によって契約を

するという流れになっております。今、その覚書の中身について事業者と協議をしてる最中でご
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ざいます。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 例えば、予定として、事業者とお互いの、何ていいますか、段取

りがあると思うんですけども、例えば、４月中には決めたいとか、そういった見込みというのは

どうなんでしょう。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。

一応、今のところ、５月ぐらいをめどに進めております。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） そうすると、一つの過程としては、５月頃に補正予算でも組んで、

収入ということで借地料として予算化するということに、結局、それがいいかどうかちょっと疑

義もあるんですけども、そういう考え方ということですね。

それともう１点、ついでですけど、事業者の方は、例えば、県の開発審議会とかという、そう

いったいわゆる必要な許認可は、どう取られてるんでしょうか、そういう予定については、どう

いうふうに聞いてますか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 県の開発許可については、今回は必要ないというふうに伺っており

ます。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） そうすると、事業者と村の関係でいうと、とにかく借地料の契約

が５月中ぐらいになって、基本的には、それでスタートするということでいいわけなんですね。

それから、海浜エリアの活性化の中で、このうなばら荘をどのように位置づけるかっちゅうこ

とは、とても大きいと思うんですが、先ほど村長の話でも、秋の頃にオープンするということで

したけども、いわゆる事業計画みたいなものは、どういうふうな形でスタートするちゅうのは、

村のほうには提示はあってるんですかね。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。

事業計画というのは、今、事業者のほうで作成中でございまして、一番最初に募集要項で応募

されたときの提案が、今の段階では最新のものというか、きちっとした形では、あれが最終のも

のになっております。以上です。
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○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） そうすると、くどいようですが、結局、例えば、運営の方針とか、

例えば、うなばらの従業員さんをできれば継続雇用するちゅうことで、要するに、広域の募集要

項にも継続雇用っちゅうものを求めてあるわけですけども、そういったことの具体的な提示って

いうのは、まだ言ってないということですかね。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。

具体的なお話というのは、まだ条件面等についてのお話はされておりません。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 先日の、従業員の組合からのチラシが入ってまして、これについ

て深く、ここで私が議論するっていうわけでないんですけども、この内容を見ると、従業員さん

は、継続で雇用があるのかないのかも分からないし、実際、どういうふうに自分の身の振り先を

考えたらいいか分からないというふうな、非常に、私が見ても、何かちょっと様子の分からない

チラシだと思うんです。具体的な経過がいろいろあってのことだと思いますし、村当局とのいろ

んな理解の違いもあるかと思いますが、結局、事業者の方からいえば、当初は、従業員さんをな

るべく継続雇用したいということで、ここで挨拶に来られたときにも、意欲のある従業員さんに、

経験のある方に残ってほしいっちゅうふうに言われてたので、皆安心してたわけですけども、結

局は、オープンまではなかなか従業員を雇うというわけにはならないっていうことですかね。そ

の辺が秋ということですか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。

今、先ほどの答弁で、具体的な条件面についての提示はされてないというふうに申し上げまし

たけれども、従業員さん全員を集めて、社長のほうから自分の思いを語られたという機会はあり

ました。その中で、まだ、先ほど言ったように、事業内容については計画中なので、具体的なこ

とはおっしゃいませんでしたけれども、継続雇用のことについても、継続雇用していきたいとい

うような思いは語られました。ただ、いつの頃になるかとか、そういったことは、やはり明確な

お話はなかったかなというふうに思っております。その場では言われなかったんですけれども、

もし来ていただけるなら、ちょっと早めにでも採用して、研修なりの期間を設けたいというよう

なことはおっしゃってはおりました。いずれにしても、しっかり従業員さんがいつからっていう

ようなことが分かるようなお話ではなかったかなというふうに、率直には感じてるところです。
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以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） いろんな経過があるかと思いますけども、村長に、やはり伺いた

いのは、広域行政のほうがこの辺りをもう少しきちんと、きちんとと言うと語弊があるかもしれ

ませんね、広域行政が先ほどの辺りで施設の維持管理について一定、残務処理といいますか、当

面は、広域が対応するということでありますので、事業者の方のなかなか計画がはっきりしない

という間を埋めるような、言わば、対応は日吉津村だけではなくて、広域行政に求めていくべき

だというふうに思うので、その点については、答弁というよりは、ぜひ、そういった働きかけを

お願いしたいし、そういうふうにすべきだというふうに思いますので、よろしくお願いします。

それで、もう一度海浜エリアのテーマに、そっちになりますが、結局、アスリートファースト

という事業の方向があって、ランニングとかサイクリングとかあると思うんですが、日吉津村と

しては、もちろん広域的にっていうお話もあったんですけど、例えば、新しい事業がスタートし

た際には、今の海岸線でランニングはできるかもしれませんけど、サイクリングロードというふ

うには、なかなかならないんじゃないかと思うんですけど。例えば、そういった面でいうと、う

なばら荘を拠点にしたアスリートファーストの事業と、それから、村民が憩いの場として松林な

り公園を使うっちゅうのとの、そこの調整といいますか、その辺は、随分必要になってくる。ち

ょっと抽象的な表現ですけど、もっと言うと、例えば、借地料とか公園の使用料は、少なくとも

借地料は、そういう周辺の整備っていうものに投下して、それを元に、日吉津村としてもいい海

岸線をつくっていくという、そういったことは、必要なんではないかと思うんですけど、その辺

のビジョンについて、村長、いかがお考えでしょうか。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。前段の広域行政とのやり取り、従業員の皆さんの声

に関しての御質問でございまして、私のほうから西部広域の各構成市町村のほうには、個別にも

会議の場でも、この雇用について、ぜひとも御協力いただきたいということでお願いを繰り返し

申し上げているところでございまして、実態としましては、今、ハローワーク米子さんと県立の

ハローワークと、産業雇用安定センターという国の関係の組織があるわけですけれども、そこと

一緒に、従業員の皆様の雇用のための連携会議というものをつくって、対策を行っている。具体

的に言うと、説明会をさせていただいたりだとか、個別の面談をさせていただいたりだとかとい

うような具体的な動きをさせていただいています。その中で、構成市町のほうからも、事業所で

あるとか、商工会であるとか、温泉組合であるとか、そういったところにいろいろ声かけもいた
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だいておりまして、そういった中からも実際の求人も出てきている状況でございまして、そうい

ったものも求人として、ハローワークさんを通して従業員の皆様に現在御覧いただけるような環

境はつくっておりますので、引き続き、そういった取組は、構成の市町にも協力をいただきなが

ら行っていきたいというふうに考えているところでございます。

もう１点の海浜エリアの関係、総合政策課長に答弁させます。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。

内容につきましては、海岸沿いの管理道のことだったと思いますが、そういったものに借地料

なりの財源を使ってというお話だったかと思います。この海浜エリア活性化検討委員会と、それ

からプロジェクトチームの中の議論の中でも、せっかくの海岸沿いですので、景観もようござい

ますので、できれば、海岸の管理道をサイクリングであったり、ランニングであったり、活用で

きればという御意見は多々出ております。御存じかと思いますが、海岸は鳥取県の管理となって

おりまして、海岸管理道から内陸側約５メーターは、海岸保全区域でございます。ですので、事

業主体は鳥取県になりますので、もし、そういう計画案、活用していくんだという計画案であっ

たり、それから県のほうで進めておりますナショナルサイクルルートのコースも、うなばら荘南

側の村道温泉線がルートになっておりますが、やはり、この検討委員会の場でも、せっかくの景

観、景色もありますので、海岸のほうの管理道を、例えば、淀江の佐陀川まで結べたらいいんじ

ゃないかというようなことも出ておりますので、関係機関に要望活動等、推進していけたらと考

えております。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 村長のほうの答弁のほうで言いますと、今の西部の町村への協力

ということで言及されましたので、先日、我々がうなばらの従業員さんの退職一時金を６か月

ということで、私は率直に言って少ないんではないかっていうふうに言ったわけですけども、１

点言えば、やはり、次の事業者が決まらない間の期間っていうものは、それはそれなりに、村な

り広域がそこをどう埋めるか、あるいは、どういうふうなそこに対応をするかっていうことは、

すべきだと思うし、とりわけ広域の、いわゆる応募条件には、そういう継続雇用ちゅうこともあ

って、それから、そのときには、村は４００万ほどの借地料は頂きますっちゅうことが明示され

ているわけですので、その辺は、きっちりとしていくような考え方を示していくべきだと思うの

で、その点で、引き続き広域と協議をいただいたらというふうに思います。

その上で、後半の話ですね、私が言ってるのは、具体的にどう直すかということじゃなくて、
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やっぱり、うなばらが今後どのように、あの施設を中心に取り組まれるかっていうこととマッチ

ングしながら、日吉津村全体の将来像もお互いにウィン・ウィンの関係になるようなことを考え

るべきだっちゅうことで、結局、戻って一部の皆さんの御意見だけを聞いて村民に公表っていう

んじゃなくて、よほど、もしかしたら外部の方も含めて、よほど、繰り返し村民の方とのそうい

う将来像を描くような取組がされるべきじゃないかなというふうに思うので、その点については、

改めて強調しておきたいと思います。

ということで、今の点について、特に後半について、村長のほうの答弁いただけたらと思いま

す。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。うなばら荘がこのたび事業者の手によって新しく生

まれ変わろうとしているということで、これに関して、現段階で、これがトライアスリートの方

をメインターゲットとした施設になるであろうということから、これに関する自転車であるとか、

そういったところで村づくりであったり広域的な取組を推進をしていければというふうに考えて

はいるところでございます。そうしたことを今の海浜エリアの検討委員会であるとか、あるいは、

もしかしたら事業者のほうからもやはり意見等を聞きながら、また、私も皆さんから意見を聞く

ということに反対するものではございませんので、やはり、完成形を見てもらって意見をいただ

くということで考えているわけではなくて、やはり、途中の段階で意見をいただいて、それを入

れながらつくっていくという考えではおりますので、冒頭、答弁申し上げましたホームページや

広報紙の中でも、パブリックコメント的に出来上がったものに対して意見をいただくというばか

りではなくて、やはりもう少し、何ていうか、前段のあたりでも意見を聞けるようなことは考え

ていきたいというふうに思っております。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） この次の、時間も大分短くなったんですけど、農業将来ビジョン、

これは農家の皆さんを中心に未来会議が丁寧に開かれて、その結果、がんばる地域プラン事業、

県の助成ももらえるということなんですが、こういったものが出来上がってるわけですよね。先

ほどので言うと、私自身が言うのは、逐次村民の方に海浜エリアのというんではなくて、やっぱ

り、これに代わるようなものが村民の手でつくり上げるべきだっていうことを言ってるので、そ

のことは強調しておきたいと思います。

その上で、２点目の農業将来ビジョンの進め方ということでありまして、いろいろ説明はいた

だいたんですけども、そもそも、この未来会議に何度か出られて、村長自身が日吉津村の農業の
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振興、あるいは農地の保全に対して、本当に村長自身が日吉津で、富吉で、農家の中で生まれ育

ち、改めて日吉津村特有の課題、あるいは、日吉津村特有の、逆に言うとメリットとか、そうい

った点についてどのように感じたかってことを、少し簡単に答弁をいただきたいと思います。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。未来会議のほうに私も前回出させていただいており

まして、その中で議論を聞かせていただいているわけでございますけれども、日吉津村特有の課

題といいますか、この日吉津村というのは、非常に活気もある村でありながら、やはり、この豊

かな農村の景観であったり環境があるというのが日吉津村の一ついいところだと思っています。

この農村の風景であるとか環境というのは、やはり、農業者の皆様の、この農業の営みによって

維持をされているものだと思っています。この環境というのは、将来にわたっても、やはり、残

していくべきだというふうに考えています。そのために、このたびの会議の中でも議論するわけ

ですけれども、一方で、やはりこれは、全国的な課題ではありますけれども、この農業者の方た

ちが１年に１つずつ年を取っていかれ、そして、やめていかれる方もあって、担い手が減ってい

くというのは、これは、日吉津村だけではなくて、全国共通の課題だというふうに思っています。

その中で、この日吉津村の農業をいかに次世代につないでいくかというのが課題であるというふ

うに思っています。

一方で、この日吉津村の農業、農業者の皆様の顔の見える関係というのは、よく言われること

でありますけれども、ふだんの農業を行われる中、あるいは、近所の付き合いの中での声の掛け

合いであるとか助け合いというのが、非常にやはり、この日吉津村の強みだというふうに、改め

て感じさせていただいたところであります。このたび、将来ビジョンをつくって事業を進めてい

くわけでございますけれども、やはり、この皆さん、農業者の皆様に、ぜひ参画、参加をいただ

きながら、人が中心になるようなプランだというふうに思っています。皆さんが持っておられる

ような技術やスキルというのを次世代につなげていくような仕組みであったり、農機具もシェア

し合えるような環境であったり、そういったものをつくりながら、新たな担い手となり得る、非

常に日吉津村、人口が増加傾向にあるという特徴もございますので、こういった方たちにも農業

にぜひとも興味を持っていただいて、できれば参加していただくような取組にしてまいりたい。

このように考えております。以上でございます。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） このプランを一つ一つ見ると、みんなすごく理想的といいますか、

かなりのボリュームのある内容なんですよね。それで、私が心配するのは、本当にこれを誰が担
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うかっちゅう、失礼ながら、推進本部は、事務職員さんを１人配置するということでありますが、

相当に、何ていいますかね、目先の利くような形で農家とも話のできるような人でないと、なか

なか進まないんじゃないかというのが率直な感想なので、ここは、十分配慮いただきたいと思う

ので、本当は、その辺りをまた予算の委員会では伺いたいと思います。

それで、よろず相談窓口の設置ということでありまして、これは、多分私が思うのには、後継

者の方、農地を持ちながらなかなかできないよと、私もその一人かもしれませんけど、そういう

後継者の方のいろんな悩みを聞くということだと思うんで、これ自体がとても大事なポイントだ

と思うんですけど、非常に大変なことだと思うので、よほどきちんと情報をしっかり持っていく

べきだなというふうに思います。それから、もう一つ、農作業お助け隊というのがあったわけで

すが、このお助け隊は、どちらかいうと非農家の方が対象ですから、その非農家の方に農業の、

ある面でよさを伝えていくようなパンフレットを作られるということなんですけども、このこと

も非常に、とても丁寧にやらないと、なかなか効果の上がらないものだと思うんで、この２点、

よろず相談窓口と、それからお助け隊についての当面の対応について伺いたいなと思うので、簡

潔に答弁をいただきたいと思います。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。１つが相談窓口ということで、もう１点がお助け隊

のことということでございます。

相談窓口というのは、この会議の中でも非常に要望、希望される意見が多かったということで、

ぜひとも設置を進めたいというふうに思っています。やはり、寄せられた課題、様々な課題が出

てくると思いますので、課題、問題につきまして的確に対応できるように、そういった組織であ

るとか体制をつくっていきたいというふうに考えております。

また、もう１点のお助け隊のことに関しましていいましても、やはりこれも、地権者もそうで

すし、逆に助ける側の方たちからも、非常に要望というか希望というか意見が、御意見をいただ

いているところでございますので、これもしっかり動くように仕組みづくりをした上で、丁寧な

情報提供をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） すみません、配分が下手で、時間がなくなってしまいましたが、

ヴィレステひえづのことについては、村長の答弁からいうと、健康相談室は、赤ちゃんがはいは

いするようなというふうにあったですが、私の理解では、あの相談室は、そういう部屋ではない

だろうと。キッズルームとちょっと混同されてるんじゃないかと思うんで、まずは、図書館にお
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いても健康相談室においても、時間を区切ってでもそこが利用できるような試行をぜひしていた

だきたいということで、それをお願いをして終わりたいと思います。以上です。

○議長（山路 有君） 以上で、７番、前田昇議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） ただいまから、６番、河中博子議員の一般質問を許します。

河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） ６番、河中博子です。今日は、情報の公開と共有について、そし

てもう１点、海浜運動公園を含めた海浜エリアの活性化について質問いたします。

村づくりは、行政と村民が共に理解を深めながら取り組んでいく必要があると思っています。

そのためには、行政が村民に対して、今何を計画しているか、あるいは何を行っているかといっ

た情報を丁寧に知らせる義務があると思っています。これが情報の公開と共有であって、そうす

ることで、村民主体の行政運営、参画と協働の精神が生きてくるのではないでしょうか。

さて、大山はまだまだ冬景色ですけれども、田んぼに目をやりますと、一斉に緑が目を引いて

春の訪れを確認させてくれます。この村で生まれ育った私にとりましては、幼い頃から見慣れた

村の風景ですが、それでも、昭和と令和では大きくさま変わりいたしました。一番目につきます

のは、昭和６０年、皆生大橋の開通によって４３１号沿いに商業施設が増え、田畑の緑がだんだ

ん少なくなってきたということでしょうか。これからも開発工事は進んでいくでしょうが、県の

議会報に、知事の答弁として、日吉津村は国道４３１号の北側に村道をつけ、効果を高めようと

しているといった記事を読みますと、えっ、知らなかったとびっくりさせられます。行政として、

しかるべき方針を持ち、開発の方向やその限度を村民にも示しながら、節度ある開発が求められ

ます。私たち村民は、この村が将来どのような姿になっていくのか気になります。情報の公開と

共有が大切になっていく大きなポイントだと思います。

さて、村民に向けての情報発信のツールとして、毎月発行されます村の広報、インターネット

を使ったホームページ、朝晩各家庭に放送されます防災日吉津村、テレビを通して動画として見

られるひえづ１１３チャンネルなどがございます。しかし、どのツールも発信するだけでは情報

の共有にはなりません。見て、読んで、理解していただかなければならないからです。そのため

には、それぞれの媒体が持つ特徴を十分に生かした広報活動が必要です。ターゲットを定めて、

どの層にどんな方法で情報発信をするのか、戦略を定めることも必要でしょう。例えばＳＮＳを

利用する方法は、言うまでもなく若年層、若者に特化して魅力的な情報を届けるツールです。

そこで、毎月発行されます広報ひえづについて伺います。この広報によって、どの程度村の施
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策が村民に周知されているか調査されたことがありますか。担当者が一生懸命努力して作り上げ

たページです。それが読まれなかったり思うように伝わっていないとしたら、より読んでいただ

くためにはどうしたらいいか、何が足りないのかといった工夫をしていく必要があります。そう

いう努力や検証をされていますでしょうか。ホームページについてもしかり。１１３チャンネル

についてもそうです。村民との情報の共有を図るために、それぞれのツールの位置づけと特徴を

生かした具体的な取組をお尋ねいたします。

次に、海浜エリア活性化検討委員会について伺います。昨年５月と１２月に２回委員会を開催

したとのことですが、当初予算では年４回となっています。あと２回はいつ開催するのですか。

もう１点、この委員会は何年かけて、どういったタイムスパンで、いつまでに結論を出すのです

か。総合計画の基本計画では、５年経過したところで見直しとなっていますが、この委員会も５

年をかけて結論、方向性を示すということなのでしょうか。もしそうでしたら、そのようなスパ

ンで活性化は本当に進むのでしょうか、伺います。

また、新しく生まれ変わる予定のうなばら荘の関わりとか、活性化に向けて指定管理ありきで

検討を進めていくのか、あるいは、これまでどおり村の方針、管理、運営で取り組むのか、どち

らなのかお尋ねします。海浜エリアの活性化が課題に上がりましてから、２年ぐらい経過したよ

うに思います。具体策をお聞きします。

以上、行政と村民の信頼関係を築くための情報の公開と共有の在り方について、そして、海浜

運動公園の活性化の具体案がありましたら伺います。なお、答弁によりましては再質問させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、河中議員からの一般質問にお答えをしてまいりたいと思いま

す。大きく２点ございました。１点目が情報の公開と共有の徹底、広報に関する御質問でござい

ます。２点目が海浜エリアの活性化と、その具体策についての御質問でございます。

まず１点目、情報公開、共有の徹底、広報の関係の御質問でございます。

現在、行政から村民の皆様への情報発信手段としては、広報紙、ホームページ、防災無線、ひ

えづ１１３チャンネルなどがございます。これらの情報発信手段につきましては、確実性、即時

性、情報量、アクセス性などのメリット、デメリット、それぞれの特徴を有していると認識して

おります。情報発信の方法についてはプル型とプッシュ型があり、行政サイドが押し出したいプ

ッシュ型の情報発信ツールと、村民の皆様が知りたい、取りに来てくださるようなプル型の情報

発信ツールに分かれるものと思っています。毎月発行している広報紙や防災無線での情報発信は、
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プッシュ型、ホームページなどは、知りたい情報を自分自身で調べるプル型の情報ツールでござ

います。

広報紙でどの程度村の施策が周知されているかという御質問でございますけれども、これにつ

きまして具体的な調査を行っておりませんので、数字は押さえていないところではございますけ

れども、総合計画の見直しに当たって、令和２年１月から２月にかけて実施をいたしましたアン

ケート調査で、情報の入手方法としては、広報紙が最も高く、また、今後の情報提供方法の設問

では、広報紙の内容を充実するというのが最も高いという結果でございました。即時性や情報量

など、比較して不利な面は有するものの、村民の皆様のニーズが高く、確実に情報が届くという

面から、現時点では、広報紙がそういったところが優れているというところで認識をしておりま

して、それに加え、即時性という面では、防災無線というのが非常に重要であろうというふうに

認識をしております。広報紙につきまして、できるだけ多くの村民の皆様に読んでいただき、情

報がお届けできるように、内容は簡潔、明瞭となるように心がけて作成をしているところでござ

います。また、これを防災無線の放送のお知らせと組み合わせることにより、タイムリーに広報

紙やホームページで詳しい情報を御確認をいただくなど、こうした各媒体の特性、特徴を生かし

た広報活動を行ってまいりたいというふうに考えております。

そのほかにも、ＳＮＳ等についてのこともありました。今後、継続してということになります

けれども、村の情報発信につきましては、多様化いたします生活様式、ニーズに合わせて村民自

身が必要なときに必要な情報にアクセスできる環境の整備に取り組む必要があるものと認識をし

ております。防災無線での発信などを行うとともに、村民皆様がお持ちのスマートフォンやタブ

レット、ノートパソコンなどを活用した情報発信などを行い、容易に情報が確認できるように工

夫をして情報発信をしていく必要があると考えております。村のホームページでのアクセス端末

について、スマートフォンからのアクセスが大多数を占めております。このため、ホームページ

のページ構成や文章の書き方についても、意識を変えていく必要があるものと考えております。

先ほど申し上げましたアンケートの今後の情報提供の方法について、４０歳以下の年代の世代

では、ＳＮＳの活用が最も高い数値となっております。今年度整備し、リニューアルを行いまし

た村公式ＬＩＮＥが今後の情報発信の重要なツールとなるよう、引き続き、公式ＬＩＮＥの登録

についても周知を図ってまいりたいと思います。各種ＳＮＳについても、ホームページと連携し

ながら情報発信を行っているところでございます。どの情報発信ツールも重要なものでございま

すので、引き続き、現状のツールを活用して情報提供を行ってまいりますが、村ホームページに

は、広報紙や防災無線の情報を集約しており、即時性が高く、情報量が多く、各種ＳＮＳとの連
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携も可能でございますので、情報共有の推進の観点で、将来的には、このホームページの活用が

増えてくるということが見込まれますので、こうしたところの充実を図っていきたいと考えてお

ります。それぞれの情報発信ツールの特性、特徴を生かした情報発信と、その内容の充実を、引

き続き、図っていきたいというふうに考えております。

次に、海浜エリア活性化の関係の問いでございます。海浜エリア全体のさらなる活性化を図る

ことを目的として、海浜エリア活性化計画の策定の検討を行っているところでございます。先ほ

ども答弁申し上げましたけれども、職員のプロジェクトチームと村民の皆様による検討委員会を

開催をして、現在検討を進めている状況でございます。この活性化の検討委員会でございますけ

れども、５月に立ち上げて、意見交換を行いました。また、１２月に第２回の開催、会議を行っ

て意見交換を行っていただいたところでございますけれども、コロナの影響でお集まりをいただ

いて会議を開催することが難しかったというのが率直なところでございまして、そういった状況

の中、職員でできる視察等を行って、そのことを踏まえて第２回、これまで計２回でございます

けれども、この委員会を開催をして、議論していただいてるというのが現状でございます。

キャンプ場、運動公園の指定管理についての御質問がございましたけれども、この検討委員会、

プロジェクトチームで村民の皆様のいろいろな御意見を聞いて検討しているわけでございますけ

れども、指定管理ありきというわけではなく、指定管理することにより、どのようなメリット、

あるいはデメリットがあるのかなどについて、調査研究を今しているところでございますので、

その辺りを踏まえて、総合的に判断をしてまいりたいというふうに考えているところでございま

す。

次に、この海浜エリア活性化の具体策についての御質問でございますけれども、現在うなばら

荘が事業者による新たなその構想も示されたところでございますので、こうした動きも踏まえま

して、引き続き、活性化検討委員会やプロジェクトチーム、事業者等からの意見も聞きながら活

性化計画の検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

この活性化計画の策定には、一定の時間が必要だというふうに認識をしております。ただ、一

方で、早期に効果を発揮するためには、実施可能な施策についてはスピード感を一定持って検討、

推進を図っていく必要もあろうということを考えております。この活性化計画の中で、今考えて

いる具体策としましては、一つは、松林を対象とした、これ村の森林整備計画というのが策定さ

れているわけでございます。また、日吉津村海岸松林に関する計画というのを策定をいたしまし

て、植栽や間伐等を実施し、松の保護、育成に努めていくこととして、こちらは、既に取組を開

始しているところでございます。
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また２番目に、現地視察等を、先ほど申し上げましたキャンプ場等の視察を行っているところ

でございまして、この指定管理による効果、メリット、デメリット等について検討を進めて、こ

の指定管理どうするかというようなところは、検討していきたいというふうに考えております。

また、うなばら荘の事業者による施設活用を含めた全体計画の検討、それから、海浜運動公園の、

言わば利用が低い施設を中心に、施設の利活用策等をいかに図っていくかということが、検討の

具体案として、現在想定しているところでございます。

こうした全体計画を進めながら、早期に行うべきことは行っていくほうがいいだろうというよ

うな観点から、周辺整備、環境整備という点で、令和４年度にはキャンプ場のトイレの改修、う

なばら荘北の展望台の撤去と通路整備、また、継続になりますけれども、松林の計画に基づきま

すクロマツの苗植え、間伐等を予定しているところでございます。これらは、早期に実施するこ

とにより、効果が発揮できるものと考えているところでございます。引き続き活性化計画、全体

の計画検討を進めながら、必要な事業や取組は、具体化を図ってまいりたいというふうに考えて

おります。

以上で、河中議員からの一般質問への答弁とさせていただきます。

○議長（山路 有君） それでは、再質問を許します。

河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） まず最初に、広報について再質問させていただきます。いろいろ

と即時性もあってとか、防災日吉津村と組み合わせてとか、本当にそれはそのとおりだと思うん

ですけれども、まずちょっと最初に戻りまして、広報は、丁寧に読んでいる人もいれば、そうで

ない人もいます。広報のように紙媒体で発行されるものは、やはり、読むのにエネルギーを使い

ますけれども、そのときは見逃しても、また見ることによって確認できるという特徴があります。

きちんと保管しておけば、そのときそのときの村の記録が残されるという文化的な価値も秘めて

います。これは、広報の大きなメリットだと私も思っています。先ほど、村長がいろいろと前向

きな答弁をしてくださいましたけれども、調査はしていないということでしたけれども、広報を

やっぱりより読んでいただくためには、どうしたらいいかというようなことを、せめて、担当課

で検討したほうがいいというか、検討すべきだと思うんですね。そういったようなことは、され

ていませんか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。

広報をできるだけ読んでいただいて、理解していただいて、情報の共有を図っていただきたい
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という思いで、日頃から、まずは簡潔明瞭、先ほど、村長答弁でもございましたが、簡潔明瞭で

もう分かりやすくというふうに努めております。どうかしますと、日本人、人間もそうかもしれ

ませんけど、斜め読みという言い方ございますけども、タイトルだけぱっぱっぱっと見て、中身

見ずに、自分のやっぱり欲しい情報のところは、よく読むんだけども、目に留まらなかったら、

やっぱり読まれないということがございます。ですから、あまりそこで情報量を、細かいことと

かも書いても読まれにくくなると思いますので、概要、簡潔明瞭なんですけども、と大事なこと

は、記載するように心がけております。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 斜め読みとか簡潔明瞭、分かりやすく、そういうことはもうおっ

しゃるのはそのとおりだと思うんですけど、その次のことは、それの次の段階のことをやらない

と開けていけないような気がするんですね。釈迦に説法でしょうけれども、読んでもらうために

は、行政からの告知のほかに、村民に興味深いものを提供していくことではないでしょうか。例

えば、日吉津村で誇れるもの、優れた施設や建築物、それから文化や芸術を生み出しているアー

ティスト、日吉津にあって他町にないものを整理して選び出して、コーナーとして提供するとか、

へえ、そうなんだ、なるほどというようなものを提供することが大事だと、私は思います。そう

いったものは、村内に探せばたくさんあるのではないかと思いますけれども、こういったような

企画を職場内で話し合ったりされることはありませんか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。

いろいろ御提案いただきましてありがとうございます。課の中でも話し合っておりまして、ど

うやったら見てもらえるかということで、結論的に言いますと、先ほどの、もう簡潔明瞭なんで

すけども、毎月村長のつぶやきとかでタイムリーなことも載せております。先ほど、御提案があ

ったようなことにつきましても、掲載するかどうかは、検討してまいりたいと思いますが、情報

量があんまり多くなり過ぎますと、これも逆効果という面もございますので、日頃から広報紙の

編集の担当者会議であったり、研修とかにも参加しておりますので、どうあったら読んでいただ

けるかということを日々心がけて、広報紙の発行に努めてまいりたいと考えております。以上で

す。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 先ほども申しましたけど、本当に、担当者は一生懸命努力して作

り上げたページなんです。だから、本当に、その努力をみんなで分かち合って、村民の方に見て
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いただきたい。その一番基本は、職場の方が、やっぱりきちんと読んで評価してあげるというこ

とだと思うんですね。平成３０年に全国広報コンクールで総理大臣賞を受賞しました、愛媛県内

子町の広報うちこを私取り寄せて読んでみました。オールカラーで、老若男女の内子町の町民が

登場しています。日吉津村の広報は、行政からの告知がほとんどで、この辺りが大きく違います。

そういいましても、内子町でも告知に１２ページもページを割いています。広報を戦略的に発信

するためのポイントとして、広報発信、情報発信ツールのメリット、デメリットを把握し、適切

に使い分ける、ターゲット、情報の受け手が求めている情報を提供する、そして、その効果の測

定を実施する、外部の視点を入れて情報発信することが必要、このように言われています。そう

いった取組が村民との距離をなくしていくことになると思います。

先ほども申しました、職場でそういうお話合いはなさってるでしょうけど、本当に、担当者の

方は一字一句、写真をどこに持っていこうか、大きさは大きいか小さいか、本当に一生懸命にな

って、日吉津村の出す広報を作っていらっしゃるんですね。だから、本当にいろんなところから

のアイデアとかを取り入れたりして、先ほどもアンケートで、広報が情報を入手するのに一番役

立っているというふうな村長答弁がございましたので、ぜひとも、そういうふうな職場内ででも、

それから庁舎内ででも、職員の方からの意見がスムーズに出てくるような、そういうふうな、ど

うなんでしょう、職場の雰囲気といいますか、そういうのをつくっていただきたいと思います。

人と時間と金には限りがございますけれども、一番は、やっぱり職員に、担当者にやる気を持っ

てもらうことだと思うんですね。そういう雰囲気をぜひとも職場でつくっていただきたいと思い

ます。

次に、ひえづ１１３チャンネルについてお尋ねいたします。１月末現在の加入率は、 ２５３

世帯のうち６７％と聞いています。開設当時は８０％ぐらいあったと思いますので、かなり減っ

ています。この減った理由は、住むなら日吉津の宣伝が功を奏して世帯数は増えていますのに、

ケーブルテレビの加入者が増えていない、ここだと思うんですね。私は以前から１１３チャンネ

ルの加入率を増やすように、行政として補助金も含めてバックアップをする必要があると、そう

いうふうにずっと言い続けてまいりました。このたび、２月から４月までの３か月間、中海テレ

ビへの加入が加入金、工事費無料でできるという画期的な取組が始まっていますけれども、この

企画が生まれたきっかけは何ですか、中海テレビからの申入れですか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。

まず、先ほどの加入率の数字なんですけども、ちょっと数字が違っておりまして、１月末現在、
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２５３世帯ありまして、そのうち７９３世帯が加入しておられますので、６ ⒊３％という加入

率となっております。無料キャンペーンにつきまして、広報２月号で周知しておりますし、チラ

シとかを作成して、１１３チャンネルを流しているテレビの近くに置いたりとか、加入率の向上

に努めさせていただいておるところなんですが、２月１日からスタートしまして、２月末まで１

か月の間に、このキャンペーンによって、新規の加入件数が９件ございました。ですので、今ま

でにない数が入ったと。率にしましては７％ぐらいにしか相当しませんが、この１か月でこれ

だけ数字が上がっております。

これまで、１１３チャンネルのＰＲ、それから中海テレビへの加入ということで、工事費、加

入料、ここは一緒だったんですけども、地上波と中海チャンネル、ひえづチャンネルだけが見ら

れる、番組数少ないんですけども、安いほうがいいというお声がございましたので、１か月５０

０円というプランを中海テレビとともに協議しながら設定をいたしましたが、この設定だけでは

やっぱり加入率、毎月下がっておりました。ですから、これではまだ有効ではないということか

ら、さらなる加入率アップのための何かプランを考えないと、このままじゃどんどん下がる一方

で、いずれ５０％切ってしまうんじゃないかと、そうすると、やっぱり情報発信ツールとしての

機能が失われてしまうという危機感から、中海テレビのほうと何らかの対策を取ろうということ

で、このたびの工事費、加入料、通常安くて３万円から、場合によっては９万円なり１０万円超

えるような工事費が必要になる御家庭もあろうかと思います。これを卒業、入学シーズンのこの

２月から４月末までの間に限り申込みをされた方は無料と、さらに加入月を含めて３か月間の視

聴料も無料にしようというところで、キャンペーンを打っておるところでございます。以上で説

明終わります。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） お話を伺いますと、やはりケーブルテレビ、１１３チャンネルを

もっと広めようということで、行政のほうから中海さんのほうにプッシュをしたということなん

ですね。それでいいと思いますけれども、本当に無料なんていうのはめったにないチャンスです

ので、１件でも多くの方に加入していただきたいと思いますけれども。

先ほど、加入率を修正されましたけれども、申し訳ないといいますか、これ中海テレビさんに

私行って、確認しまして、そのときの数字が ２５３世帯、６７％ということでしたので、その

ように私は報告させていただきました。

戻りますけれども、本当にめったにないチャンスですので、今９件とおっしゃいましたけど、

もっともっとたくさん。それは、行政としても情報の発信の受け手を増やすということですから
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ね、テレビが見れるということは、付随してあるにしても、だから本当にこの際１人でも、１件

の方でも多く入っていただきたいと思います。

ちょっと話は替わりますけれども、日頃から、行政として、この１１３チャンネルの放送をど

のように位置づけておられますか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。

先ほど、村長答弁からもございましたように、それぞれ、どれも重要な情報発信ツールと考え

ております。特徴としましては、ケーブルテレビなりひえづ１１３チャンネルは、先ほど説明の

あったプル型のタイプでございますので、利用される方、見たい方がそこを選ばないと、情報は

入ってこないというデメリットがございます。ですので、できるだけ見ていただけるように、身

近な話題ということで、中海の独自チャンネルよりもさらに日吉津村の限定した、より細かい情

報を日々提供しておるところです。以上です。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。今、課長が答弁申し上げたとおりだと思いますけれ

ども、先ほど、広報の中で議員のほうから御指摘がありました。村民の方が登場されてることに

よって広報も見られる方が増えるんじゃないかというような御意見もいただいたところでござい

ますけども、このケーブルテレビに関しましていうと、やはりそういった、何ていうか、特徴と

いうか、それが大きなメリットだろうなというふうに思っているところでございます。やはりい

ろいろな、村のほうから情報発信をするということもあります。イベントやりますとか、こうい

った制度がありますというような周知もさせていただいておりますけれども、一方で、行事があ

った際に取材をし、それを村民の皆様に見ていただく、ここで知った顔が出てたり、知った子供

が出てたりすると、皆さんがやっぱり身近に感じてくれるというのが、このケーブルテレビの非

常に大きな強みだろうというふうに認識をしています。これが次、自分も参加してみようだとか、

あるいは私もこういうことやってみようだとか、そういった顔の見える関係というか、テレビを

通じて顔の見える関係というのを強化しながら、村づくりにもつながっていくんではないかなと

いうふうに、私はこの特徴、特性を捉えているところでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） おっしゃるとおりで、知り合いとか村民が出てくる、チャンネル

を合わせたら、あ、あの人がいるとか、それからさっきも言いましたけど、へえ、そうなんだと

いうようなことがあるんですね。だから、そういう意味でも大変貴重な放送だと、私は思ってい
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ます。私は１１３チャンネルが各家庭で、本当に防災日吉津村のようにですけども、各家庭で見

られるようになりましたら、現在の放送に加えて、村の施策などを定期的に流して、具体的な説

明を入れたり、それから必要によっては、職員が顔出して説明をすれば、村民に顔も覚えてもら

えますし、一層なじみやすい１１３チャンネルになるんではないかなと思います。ほかにも、申

請の仕方や必要書類なども見て分かるように、丁寧に映像と音声で紹介すれば、分かりやすくて、

役場にも来やすくて、役場の職員の方も相談に乗りやすいのではないでしょうか。こういうこと

ができるのがケーブルテレビ、１１３チャンネルの強みです。ただし、そこまでやるには当然体

制を整える必要があります。こういった１１３チャンネルの賢い使い方について、どう考えられ

ますか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。

賢い使い方ということなんですけども、午前中にもお答えしましたように、過去、行政からの

情報、映像にして御提供させていただいたりという経過もございますので、こういったニーズが

高ければ、今の御時世、なかなか講演会とか会議も開けない状況でございますので、こういった

ツールを使って効果を発揮できればと考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） ぜひとも、そういうふうに前向きに考えていただきたいなと思い

ます。先ほど申しましたけれども、これにはもう体制をつくらないといけませんので、今すぐそ

ういうことができるかということになると思いますけど、大事なことは、やっぱり、行政として

村民にプラスになることを届けていくと、そういうことが情報の発信と共有だというふうに、私

は思っております。

日吉津村は、視聴率のほうは恐らく高いと思います。放送の質も低くないと思いますけれども、

これを継続、維持していくためにも、先ほども申しましたけれども、せめて、担当者を２人体制

にすべきではありませんか。一つは、不測の事態、例えば、担当者の病欠などに対応できるよう

に、もう一つは、後継者を育てるという、そういうことも必要だと思っています。それから、災

害時に取材に出かける体制になっていますか。あるいは、庁舎内に残ってスタッフの一員となる

のでしょうか。災害時の資料映像を残すことは、村にとって大事なことです。そういうことも考

えていただきたいと思いますけれども、こういう体制づくりについて答弁お願いします。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。職員の体制のことについての御質問でございます。
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現状としまして、主査、副査というような体制は取っているところではございますけれども、実

態として、それが果たして、２人目の職員が機能するかというと、もっともっとやはり訓練が必

要だろうなというふうに認識をしてるところでございます。課であったり、組織全体でその辺は、

何ていうか、継続していくような仕組みはつくっていかないといけないなというふうに考えてお

ります。災害のときに、これ取材に出るかというと、なかなか難しい問題が出てくるのかなとい

うふうに、率直な受け止めでございます。災害対応ということでいいますと、やはり人的な力が

必要になってきますので、こちらにもしかしたら力を、この基礎自治体としては注いでいくとい

うことが大事なのかもしれません。だから、おっしゃるように、記録を残していくというのも非

常に重要な観点だとは思いますけれども、この辺を、村の広報としてやっていくべきかどうかと

いうのは、少し深い検討、議論が必要ではないかなというふうに受け止めたところでございます。

以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 参考までに、ちょっと飛びますけど、他町の放送システムをちょ

っと御紹介したいと思います。日南町、日野町、伯耆町、南部町、大山町、この５町は全てケー

ブルテレビの放送は外部に委託しています。年間の委託料は安くないはずです。江府町は中海テ

レビを使っていませんけれども、地域おこし協力隊の方が１人で、専属でやっていらっしゃいま

す。デスクワークもしながらケーブルテレビの放送をこなしているのは、日吉津村だけです。そ

ういったようなことも少し勘案していただきたいなと、将来に向けて思います。

ところで、１１３チャンネルでは、村内の行事とかイベント、荒廃地の実態調査、小学校や保

育園の行事など、広範囲にわたって日吉津村の日常が紹介されていますけれども、庁舎内の各課

で、この１１３チャンネルは、どのように使っておられますでしょうか。教育委員会のほうでは

いかがですか。

○議長（山路 有君） 横田教育課長。

○教育課長（横田 威開君） 河中議員の御質問にお答えします。

１１３チャンネルを通した放映のメリットというのは、家庭の喜び、そして、地域の皆さんと

のつながり、この２つが大きなポイントになるかなというふうに感じます。学校においては、今

コロナ禍でありますので、行事であったりとか、参観日であったりとか、いろいろ規模縮小され

る中で行われていまして、お子さんの活躍を見る機会が非常に減っています。そうした中で、学

校の生活を放映したときには、お子さんの活躍がしっかり見れるというふうなことで、喜びの声

が学校や教育委員会にも聞かれているところです。また、教育委員会でいろいろなイベントを企
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画したときには、新たな企画に対しての評価してくださる声とか、それから、自分自身もお手伝

いできないだろうかというふうなありがたい声もいただいています。このように、活躍を知るこ

とができる喜び、そして、この１１３チャンネルを通して生まれる人のつながり、この２つは、

地域とよりよい関係を築きながら行政が取組を進める中でも非常に大切なものだというふうに考

えております。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 先ほどもおっしゃいましたけど、確かに、コロナ禍で、今までは

人数制限などもありませんでしたけど、それがありますから、他町のほうでもやはりケーブルテ

レビで放送してもらうのが一番いいというような声もあるそうです。まだ、いろいろやってると

ころがありますが、運動会は、日吉津小学校、例えば、１、２年生が終わったら教室に入って、

次、３、４年生がというのが去年の仕組みだったそうですけども、帰って授業するのではなく、

他町ではタブレットに高学年の生徒の運動会の様子を流して教室で応援する、そういったような、

やっぱり上下関係の教育っていいますか、そういうようなことにも使っていらっしゃるそうでし

て、今、私は、どちらかというとアナログ人間なんですけれども、だんだんそういうふうに変わ

ってきてるんだな、特にコロナ禍のためにそういったようなことが進んできておりますので、日

吉津においては１１３チャンネルが、それが一番適切な媒体として使えるのかなというふうに思

います。ありがとうございます。

ほかにですね、今、複合施設などをやっておられますが、福祉保健課さんはどうですか、何か。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 河中議員の御質問にお答えいたします。

複合施設の建設状況につきましては、これは、ちょっとケーブルテレビではございませんが、

ホームページのほうで建設の様子を、写真を定点観測の状況で定期的に流すようなお知らせをし

ております。また、１１３チャンネルの活用という面では、保育所、それから児童館、子供の活

動についてたくさん取り上げていただきまして、住民の皆さんには、よく見ていただいてるんで

はないかなと思っております。新しい施設の取組におきましても、そのような形で子供たちの元

気な姿をお届けできるというような活用は、非常に期待するところでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 複合施設の名称を募集したら、たくさんあったというふうなこと

を聞きましたが、その辺りはどうでしょう。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。
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○福祉保健課長（橋田 和久君） 河中議員の御質問にお答えいたします。

新しい施設の愛称の募集につきましては、１月の４日から２月末までということで、約２か月

間募集のほうを行ってまいりまして、窓口やファクス、それからあと、メールでの応募も可能と

いうことで、住所を限定せずに公募をしてきたところでございます。総数としまして２７５件の

応募がありました。村外の方が７割以上の応募ということで、実は、北は北海道、南は沖縄まで、

全国各地からいろいろな愛称を数多く寄せていただいたというところでございます。これの決定

につきましては、選考委員会のほうを今月中旬には開かせていただいて、決定するような運びと

しております。以上でございます。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） ２７５件というのが多いのかどうなのかちょっと分かりませんけ

れども、いずれにいたしましても、思いがけないところで日吉津村のＰＲが全国的にできたとい

うことで、これも情報発信としては、すごくいいことだったんではないかなというふうに思いま

す。

先ほどのケーブルの加入率のことですけれども、ちなみに、他町のほうをちょっと紹介してお

きます。日南町が１４０％、日野町が９５％、伯耆町が９８％、南部町９７％、大山町９２％で

す。日南町、今ちょっと笑いが出ましたけど、この日南町１４０というのは、世帯数プラスその

地域にある工場の、企業の数が入っているんだそうです。つい先ほどの、福祉保健課長の、メー

ルでもたくさん集まったって言われましたけれども、ホームページといいますと、２年前に作ら

れました村の３分のＰＲ動画、この宣伝効果というのはどういうふうに評価しておられますか、

ありましたでしょうか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。

効果を図るすべがございませんので、分かりません。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 再生回数などで分かるのかと思ったら、そういうものじゃないん

ですね、私もアナログ人間ですから、その辺はよく分かりませんが。ちょっと紹介したいと思い

ます。先ほどの分かりませんということに対してですけれども、御存じの方も多いかもしれませ

んが、数年前に大ヒットをして移住相談件数が格段に増えたという、情報発信のよい例がありま

す。宮崎県小林市の移住促進ＰＲ動画「ンダモシタン小林」というのですけれども、公開されて

から２週間で動画再生回数１２０万回。ユーチューブで発信されていまして、当時、移住相談件
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数は約２倍に増え、ふるさと数税額は、１数 ０００万から７数 ０００万円、６倍にも増加し 

たそうです。日吉津村同様、地方創生の移住定住を目的に作られた動画ですけれども、住民や小

林市の出身者の方が、改めて小林市の魅力を再確認するきっかけになったと、地方創生課の担当

者の方は、そのように評価していらっしゃいました。内容を一部紹介しますと、フランス人の男

性が小林市の不思議を数え上げるところから始まります。土地の方言を使って、コミックでおし

ゃれな１分４５秒の動画となっています。この動画を作ることになったきっかけというのが、小

林市の方言がフランス語に似ているということがヒントになったんだそうです。現在もアップさ

れていまして、現在の再生回数は、２９９万回を超えています。住みたいと思わせるかどうかは

別といたしまして、宮崎県にこんなひょうきんな楽しい町があると話題提供に事欠かない動画で

して、一度にファンになります。そのほかにも、センスのある動画を何本も作っていらっしゃい

ます。

同様のことは、日吉津村でも十分可能ではないでしょうか。一生懸命作られました３分動画が、

効果があったかどうか分からないというようなことは言っていただきたくありません。今後に向

けて、何か対策など考えられませんか、お答えください。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。

先ほど、効果分からないと言ったんですけども、要は、再生回数とかは分かるんですけども、

その回数によってどういう効果に結びついたかというのが分からないということでございまして、

るる説明いただきました、動画が人口増につながったかどうか分かりませんが、令和２年の国勢

調査でも、鳥取県内唯一、日吉津村、人口増加しておりますので、そういう面では、移住者なり

人口増加につながっておると。ただ、これが動画の効果かどうかというのは結びつきませんので、

そういう意味でございました。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） ちょっと私も少し感情的になりましたが、失礼いたしました。

次に、海浜エリア活性化委員会について伺います。７人の方の契約期間は、５年間ですか。そ

れはいかがですか。

○議長（山路 有君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 河中議員の御質問にお答えいたします。

５年間といった契約期間は、一度も私言ったことはないと思っておりまして、期間については、

定めがございません。この計画が出来上がるまではこのメンバーでいきたいと考えております。
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以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（６番 河中 博子君） 毎年毎年契約していかれるということなんですね。分かりました。

海浜エリアの活性化は、もちろん大事なテーマですけれども、周辺の環境整備も同じように必

要ではありませんか。海浜運動公園からうなばら荘にかけて、村道温泉線が延びていますけれど

も、松林の中を通って海岸に出る道が５本ついています。その中に村道も何本かあるようですけ

れども、どの道も舌をかむような凸凹道で、大きな穴が空いているところもあります。活性化っ

ていうんであれば、まず、こういったような道路の整備とか、その辺からかかっていったらどう

でしょうか。コロナ禍でアウトドアに人気があるようですから、海浜運動公園のＰＲに力を入れ

られると同時に、周辺の環境整備を急いでいただきたいなと思います。先週の土曜日も、テント

が４か所張ってあって、にぎわっていました。

ところで、海浜運動公園の裏側の防波堤に、日吉津村の地名の由来として、伯耆民談記より引

用した石碑、記念碑というんですが、石碑が建っていますけれども、文字があちこち欠けていま

して、想像しながら読まないと判読が難しくなっています。もういかにも、ほったらかしという

感じで、今の海浜運動公園の活性化を物語っているような感じを受けています。説明文の上には、

多分、隠岐島などの地図があったでしょうが、これも見る影もありません。私はとっさに、欠け

た文字を埋めて文章にしてください、正解の方には記念品を差し上げますといったクイズの問題

になるなと思ったりしたほどです。早急に文字を補修しないといけないのではないでしょうか。

活性化というのは、そういうところから手をつけていく。私が委員会の方に、まず何から手をか

けるのか、具体案は何かと言ったのは、こういうことを言っているのです。

終わりになりますが、情報の共有を図り、参画と協働の村づくりを推進するとよく言われます。

村民との情報の共有は、必要不可欠ですから、言葉だけではなく、１つずつ丁寧に、具体的に、

げなげな話ではなく、スピーディーに実行していただきたいと思います。そして、それぞれのツ

ールが村民に活用されているか、行き渡っているかを確認しながら行政としての役割を果たして

いただきたいと、そういうことをお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） 以上で、６番、河中博子議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） ここで暫時休憩を取ります。再開は午後３時３５分とします。当議場に

お集まりください。以上です。

午後３時２３分休憩
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午後３時３５分再開

○議長（山路 有君） 再開します。

５番、松本二三子議員の一般質問を許します。

松本議員。

○議員（５番 松本二三子君） ５番、松本です。今回は、２点について質問させていただきます。

まず１点目が、日吉津小学校の最近の状況はということで、校長先生が替わるなど、新体制に

なってから１年近くが経過します。コロナ禍で視察にも行けず、分からないことも多いので伺い

ます。

①として、ホームページを見ますと、１月１１日現在で児童数は２１２名、６学年全てが２ク

ラスということですが、各学年の１クラスは、何名なのかお聞きします。

②として、県のほうでも、教員が児童に接する時間を増やし、学力向上や児童に寄り添った教

育を進める狙いから、段階的に全学年対象の３０人学級を導入する方針ということですが、これ

は、今まで村の費用で賄っていた学年の分も県のほうで見てくれるということなのか、いわゆる、

村はお金を使う必要がなくなるのかお聞きします。

③として、学校だよりを見ますと、理科専科と英語専科の先生がおられるようですが、どこの

小学校も同じなのか、また、英語専科の先生と外国語活動指導助手、ＡＬＴの役割の違いは、ど

ういうものなのかお聞きします。

④として、１２月には、人権学習として、特別養護老人ホームきずななど、村内のいろいろな

場所を６年生が訪問したり、５年生が境港での社会科見学に出かけたりしています。そんな中、

１月１９日には、更生保護者会の方から、６年生が薬物乱用防止についての紙芝居を通して、薬

物の恐ろしさや身近に潜む誘いの手などについて学習させてもらったとありました。薬物乱用防

止などについては、中学生になってからのことだと思っていましたが、どうなのかお聞きします。

⑤として、まだまだコロナ禍の中で、大変な学校生活だと思います。児童の様子や保護者の困

り事、要望などはどうなのかお聞きします。

次に、２点目として、小学校校庭の芝生の管理について伺います。平成２４年６月２４日に芝

の植付けをしてから、もうすぐ１０年になります。すっかり芝生のグラウンドが定着し、小学生

の皆さんは、土の校庭を知らないのかなとも思います。今も芝生化推進隊、ＧＡＰの皆さんを中

心に、芝刈りや肥料まき、刈った後の芝生の処理など、維持管理をしていただいています。乗用

芝刈り機などのマシンも１０年も経過すると買い換えるなど、必要なのかは分かりませんが、万
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が一そうなった場合は村の予算でいけるのかお聞きします。必要がありましたら、再質問をさせ

ていただきます。

○議長（山路 有君） 井田教育長。

○教育長（井田 博之君） 松本議員の一般質問にお答えしてまいります。

答弁の前にちょっと時間をいただきまして、月曜日、２８日に小学生１人のコロナ感染が確認

されました。そこで、昨日、今日と複数、昨日は１、３、５年の学年閉鎖、本日は３年生と５年

生の学年閉鎖という形にしております。１年生は、昨日の段階で安全が確認されましたので、今

日から登校している。恐らく３年生、５年生も、今日の段階で、ほぼ安全が確認できるのではな

いかというふうに、その確認の作業を一生懸命今しているところでございます。そういう状況で

ございますので、御心配をおかけしますが、御理解いただきますようによろしくお願いいたしま

す。ということで、答弁に移ります。

６学年の２クラス、各クラスの何名かという御質問でございました。日吉津村におきましては、

日吉津村独自の学級編制基準を設けておりまして、基本的に、御指摘のとおり、どの学年も２学

級で３０人以下の学級になるように、御理解をいただいて予算化していただいているところでご

ざいます。この日吉津村独自の学級編制のおかげで、非常に大きな成果を上げておりまして、基

礎的、基本的な学習内容の定着を目指した授業づくりを進めて、その結果、全国学力・学習状況

調査等々、各種調査からも、大変良好な結果が得られているところでございます。具体的には、

各学級別の児童数は、１４人から２１人ということで、ばらばらになっておるところでございま

す。

続きまして、今まで、村の費用で賄っていた学級分が県の費用になるのかというお尋ねでござ

いました。もともと、現在、令和３年度までの国の学級編制基準がございますが、これは、１年

生は３５人学級、２年生以上６年生までは４０人学級という基準でございます、国の基準です。

これに対しまして、鳥取県は、全国に先駆けまして国の基準をさらに下げました。１、２年生が

３０人学級、３年生から６年生までは３５人学級というふうに、県は定めているところでござい

ます。これに対しまして、日吉津村は、全学年３０人以下の学級にするという編成基準を持って

いるということでございます。

議員御指摘のとおり、国の基準が全学年３５人に順次なっていくという方針が定められまして、

それに対して県も、今後５年間で日吉津村と同じように全学年３０人学級にしていくということ

でございます。年度ごとに学年進行でそれを完成させていく、５年間かかるということでござい

ます。ですので、５年後には、現在、村が負担している費用が、原則、国費及び県費で賄われる
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ということになりますので、村にとっては、大きな負担軽減ということにつながると思います。

学校にとりましては、村の基準どおりにだんだんなっていくということですので、金額とは関

係なく、学校の学級も替わりませんので、学校にとっては、影響はそれほどないということにな

ろうかというふうに思いますが、引き続き、先ほども申しました基本的、基礎的な学習内容、学

習事項の定着をはじめ、学校教育目標の具現化に向けて、少人数の編成によりまして、きめ細や

かな取組を継続して、子供たちの力、能力が発揮されるように、できるようにしていきたいと考

えております。

３つ目でございますが、理科専科、英語専科の教員がいるということ、御覧いただきました。

それから、英語専科と外国語指導助手、ＡＬＴの役割の違いということについての御質問でござ

いました。理科専科、英語専科ということに関してでございますが、まず、小学校の学級担任が

自分の学級のほとんどの教科等を担当する、これは、学級担任制でございます。それに対しまし

て、中学校のように１人の教員がある特定の教科を担当して、複数以上の学級、学年をその教科

を指導するというのを教科担任制といいます。そのうち、国のほうも、文部科学省のほうも、特

に高学年において教科ごとの専科教員による教科担任制を導入していくんだという方針が文科省

から示されているところでございます。特に、算数であるとか理科であるとか、差がつきやすい

教科を中心に、専門的な指導のできる教員が専科指導として指導するんだということでございま

す。教科担任制は、今申し上げましたように、専門性のある教員が熟練した指導を行うことがで

きるところにメリットがございます。教員の専門性によって、小学校において、どの教科をこの

教科担任制にするのかっていうのは決まってきますので、属人的になりますので、どの学校でも

同じ教科を専科としてやってるかということではなくて、学校ごとによって、どの学年のどの教

科を専科指導するのかというのは、学校によって違います。

日吉津小学校の現状でございますが、理科の授業は、理科の得意な先生が教えているんですけ

れども、理科は、観察や実験等ございますので、授業前の準備が必要でございます。専科とする

ことで、学年まとめて、２人が別々に準備するんじゃなくて、１人でその準備ができるというこ

と、まとめた準備が可能になりますし、丁寧な教材研究や教材の準備に取り組むことができます

ので、そんな授業を組み立てることが可能になるということでございます。英語に関しましては、

日吉津小学校では、中学校の英語教員免許を持った教員がおりまして、この教員が高い専門性を

持って英語の授業をしているということでございます。英語と申し上げましたが、５、６年生は

英語科、外国語科です。３、４年生は外国語活動の時間を担当しているということになります。

その専門性のある教員によりまして、系統的で質の高い指導が可能になります。日吉津小学校の
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英語の指導内容、方法についても、県教育委員会からも評価をいただいているところでございま

す。この教科担任制は、教員の配置数、教員数、定数とも密接に関わってまいります。担任外の

先生がいれば、教科担任制がやりやすくなるということになります。今年度、令和３年度は専科

指導が可能な加配措置がございまして、それで専科指導ができる教員もちょうどいたもんですか

ら、専科指導が可能になったということでございますので、今後とも引き続き、この専科指導に

係る加配教員が配置されるように、県に要求をしていきたいというふうに考えております。

続きまして、英語専科と外国語指導助手の役割の違いということでございます。外国語指導助

手は、ＡＬＴといっておりますが、Ａｓｓｉｓｔａｎｔ Ｌａｎｇｕａｇｅ Ｔｅａｃｈｅｒで

ございます。このＡＬＴは外国語を、今でいうと英語ですけども、英語を母国語とする外国人指

導助手のことをいいます。外国人でないといけません。日本国籍のＡＬＴはおりませんというこ

とです。小・中・高校の外国語の授業を行う英語科の教員の補佐を行います。ネーティブな英語

を児童が学ぶことができるよう配置されます。配置された学校では、異文化交流や国際理解も深

めることができます。小学校教員は、そもそも、英語専攻ってありませんので、今までなかった

ので、英語を専門にした免許もございません。ＡＬＴの配置により専門的指導が可能になって、

学習の流れやカリキュラムは、教員が計画し進行しますが、発音とか具体的な言葉の使用法につ

きましてはＡＬＴが児童に伝えると。要するに、ネーティブな英語を聞くことができる、まねす

ることができるということになります。このＡＬＴは、各市町村が雇用し、管轄する学校に派遣

するということになっております。日吉津は１校しかございませんので、１人雇用して丸々小学

校に派遣しているということですが。

そもそも、長くなってしまいました。ＡＬＴが初めて全国の中学校に配置されるようになった

のは、昭和６２年からでございます。私どもは、全くそういう経験はありません、なったことが

ありませんが、英語教育、ＡＬＴに中学校、高校等で出会わなかった我々は、なかなか、いざ外

国人と対面して英語で話そうとすると、急に英語が出てくるかっていったら、なかなか英語でし

ゃべれないもんだと思いますが、このＡＬＴの配置によりまして、子供たちには、英語というよ

りも外国人、英語を話す外国人が非常に身近になって、英語を使ったコミュニケーションに対す

るハードルが、以前に比べて非常に低くなってるなというふうに感じます。日吉津小学校へ配置

しておりますので、子供たちの英語に触れる機会は、大幅に増加しました。その効果も大きいと

考えております。今後も、今まで以上に、今度は保育所にも派遣できるように、今もしているん

ですけども、週１回は行くようにしてるんですが、さらに活用について、積極的に、保育所への

活用も積極的に取り組んでいきたいと考えておりますので、引き続き、ＡＬＴの雇用について御
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理解いただきますようにお願い申し上げるところでございます。

続きまして、人権学習としての薬物乱用防止、紙芝居があったということについてでございま

す。中学校になってからのことだと思っておられたということでございますが、薬物乱用防止教

室というのでございまして、第５次薬物乱用防止５か年戦略におきまして、学校保健計画におい

て位置づけられておりまして、全ての中学校、高等学校において、年１回は開催するとともに、

地域の実情に応じて、小学校においても開催に努めることとされているところでございます。努

力義務です。これが２０年以上前になりますが、平成８年に小学生が覚醒剤の乱用により補導さ

れたという事件が以前ございまして、そのことをきっかけに、小学校でも多くの学校が指導を実

施しているところでございます。現行の学習指導要領におきまして、５、６年の保健の中の病気

の予防のうち、喫煙・飲酒・薬物乱用と健康という単元がございまして、その中で薬物乱用防止

について指導することと現行の指導要領ではもうなっております。ということから、社会全体の

喫煙、飲酒、薬物乱用は、全体では減少してきているんです。ところが、子供の喫煙、飲酒、薬

物乱用については、発生率が変わっていない、以前からということで、少なくなっていないとい

うことがございまして、薬物乱用につきましては、その多くが友人の誘いがきっかけですが、本

人が正しく理解していないため、ついついやってしまうとかいうケースがほとんどでございまし

て、中学生になってから発生率が高まるということがございますので、小学校高学年で正しく理

解させることは、とても大切で妥当であるというふうに考えているところでございます。今後も

継続的に実施しまして、薬物乱用防止について、児童に正しく理解できるようにしていく必要が

あるというふうに考えております。

小学校の件で、最後５つ目でございますが、コロナ禍で大変な学校生活だと思うが、児童の様

子や保護者の困り事、要望などについては、どうかという御質問でございます。先ほど来、今日

は、ずっと質問の中でもございました、２月に入ってから幼稚園、保育所、中学校、小学校、子

供たち中心に感染が拡大しております。これを受けまして、県教育委員会が１月２８日、次の３

つについて通知しました。１つ目は、学校で陽性者が確認された場合は、ひとまず、臨時休業と

すること。２つ目、行事、イベントは中止または延期すること、状況によっては。それから、部

活等については、１日２時間以内、土日は停止というこというふうなことを通知しまして、これ

は、市町村教育委員会にも同様に取り組んでくださいという依頼をするという方針を示したとこ

ろでございます。

先ほど申しましたように、２月２８日に日吉津小学校でも陽性が確認されたということでござ

います。２月に遡りますと、箕蚊屋中学校において２月１日にクラスターが発生したりして、臨

－８４－



時休業、中学校の措置が取られましたが、それ以降、２月は、日吉津小学校ではなくて、ぎりぎ

りのところで持ちこたえているなというふうに考えて思っていたところですけれども、西伯郡の

他の３町は、いずれも、いろんな学校が順番に感染して、学級閉鎖や休業したりしておりました

ので、日吉津にも番が来たかなというところでございます。

小学校では、感染防止対策をずっとしてきたところですが、とにかく、１月３１日には、私ど

も教育委員会と校長、教頭、養護教諭で、県のアドバイスもありまして、緊急点検、校内の緊急

点検、あるいは、学校の取組の確認、チェックということをちょっと細かくやりました。それで、

３１日に、これで引き続ききちんと対応していこうということを確認した矢先、２８日にという

ことで、ちょっと意気消沈ではありませんが、もう一度、きちんと引き締めてやらなければなら

ないなと思ったところでございます。

学校の中の様子ですが、先ほども課長がちょっと申し上げましたが、保護者は、参観日の中止

や行事の規模縮小等によって、子供たちの学校での活躍の姿を見る機会が、非常に少なくなって

おりまして、要望ということではっきり聞いているわけではありませんが、１１３チャンネルで

様子が放映されること等、とても喜んで、見れてよかったというふうな声は届いてきているとこ

ろでございます。子供たちは、三密を避けるために、異学年交流、ほかの違う学年との交流をし

ないようにしております。例年ですと、１年生と６年生は兄弟学年というふうにして、６年生が

１年生の休憩時間の面倒を見たりとかいうようなことをして、１年生と６年生が仲よく遊ぶとい

う姿が例年あるんですけども、それもやめています。ということから、１年生が兄弟学年の６年

生に懐いて抱きつくとかいうふうなことがもうしょっちゅうあったんですけども、そういう光景

が見られなくなりました。さらには、四六時中マスクをしておりますので、顔の表情を読み取っ

てお互いの人間関係をつくっていくということについて、今後、どんな影響が出てくるかという

ことについては、ちょっと、注意深く子供たちの様子を観察して、危惧されるようなことがない

ようにしていかなければならないなというふうに考えているところでございます。

先ほども申し上げましたように、引き続き、感染拡大防止に徹底して努めながら、教育活動を、

子供たちの日常の教科や生活の狙いが達成できるように努めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。長くなりました。以上です。

○議員（５番 松本二三子君） お気遣いなく、長くても。

○議長（山路 有君） よろしいですよ。どうぞ。

○教育長（井田 博之君） 失礼しました。大きな２番、長くなったので、早くやめなければと思

ったもんですから。要らんことを言いました。
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最後の御質問で、小学校校庭の芝生の管理についての御質問がございました。乗用芝刈り機を

新調するときはどうかというお話でございます。芝生の維持管理の作業は、ボランティアの皆さ

ん、ＧＡＰの皆さんによって成り立っております。ただ、維持管理に必要な肥料、燃料、修繕等

の費用については、小学校校庭芝生維持管理事業という教育委員会の事業によって賄われている

ところでございます。平成２４年植付け以降、芝生化推進隊の皆さんにお世話になって、芝生の

環境維持に努めていただいているところです。令和元年には、国土交通大臣表彰も受けることが

できました。全国芝生学会から、バードスタジアムに並んで県で一番美しい芝生というような評

価も、以前はいただいたところでございます。また、近隣市町からも芝生グラウンドとして美し

いというふうに言われて、維持管理について視察や問合せ、これからちょっと芝生化したいんだ

けどとかいうような問合せがあったりしているところでございます。

乗用芝刈り機につきましては、１０年が経過しておりまして、これまでも、修繕しながらずっ

と使ってきたところでございます。これが故障して、もう修繕ができないということになれば、

新たな芝刈り機の予算化が必要になろうかとは思います。その場合、活用できる補助金等につい

て探したりとかいうようなことを検討していかなければならないなと、もう１０年たちましたの

で、そろそろ、そんな時期かなと思っているところでございますが、できるだけ、修繕をして使

いたいなというふうに考えておるところでございます。また、芝生化推進隊のメンバーも減少し

たりとか、１０年たちますから、その当時からは、もう抜けられた方もいらっしゃいますし、そ

れも、今後ボランティアスタッフの世代交代とか、人数の確保とかいうようなことも課題になろ

うかなというふうに思います。そういうふうな形で、芝生を維持管理してまいりたいと考えてい

るところでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 再質問を許します。

松本議員。

○議員（５番 松本二三子君） 私も忘れそうなので、先に芝生のことをお聞きしたいと思います。

何でこれを聞いたかというと、私もこれしょっぱなから関わっていますので、年に２回芝刈りと

かに出させてもらってますし、村長さんとも１回お会いしたことがございますけれども、何かっ

ていうと、何かやっぱり人数が、１回に来られる人数がちょっとずつ少なくなってるのかなとい

う感じがしたのと、毎回、結局ＧＡＰの皆さんがほぼやっておられるなっていうのがあったのと、

機械を使わせてもらうと、やっぱりすっごい古くなってるっていうイメージがあったので、これ

は、どこのお金であれされるもんなんだろうっていうのがあって、やっぱり、今の持続可能なみ

たいな、はやりではないですけれど、今後１０年たって、次の１０年を考えたときにどうするん
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だろうっていうところがあって、新しい皆さんを集めてもらってもいいんですけども、うちは、

保護者には頼らないっていうやり方をされてますんで、地域の皆さんと保護者さんも一緒にとい

う考え方だったと思いますけれども、何が言いたいかというと、マシンも、あの大きなやつじゃ

なくて、いろんなやり方があるみたいなんです。私は、なるべくやらないようにしているんです

けど、肥料まきっていうのが一番大変そうで、こういう押し車みたいなのを、ずっと校庭の中を

歩いていくんですね。その中に、何かこうぱらぱらぱらぱら肥料がまかれていくっていうやつな

んですが、あれは、すっごい大変だと思うんです。何年かたつと、こう、いろいろなものが出て

きますんで、下手したらドローンみたいな形のものでやっていくようなものが出るんじゃないか

とか、芝刈りにしろ、私たちが押してやるんじゃなくて、乗用じゃなかったり勝手に自動の掃除

機みたいなやつが走り回るような時代が来るのかもしれないなっていうのを考えたときに、そう

いうものを万が一、ちょっと高額じゃないかなというものをお願いできるのかどうかっていうの

を、ちょっとお聞きしたいと思います。今度は、ちょっと短くしゃべっていただいたほうがうれ

しいかな。

○議長（山路 有君） 井田教育長。

○教育長（井田 博之君） 肥料やりの道具といいますか、あるいは、自動芝刈り機はどうかとい

うお話だと思います。いずれにしても、予算と芝生の管理との関係ですので、必要になったよと

いうような状況になったときに、予算との関係で検討するということが現状だと思います。よろ

しくお願いします。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（５番 松本二三子君） 本当に、日吉津村の芝は、自慢できる芝になっていて、前回、米

子市長さんが、全米子市の小学校、芝生化にするって言ったら大ブーイングが起こっておりまし

たが、本当に大変な仕事だと思います。私も、年に２回だけ出させてもらいますけども、大変だ

なと思って見させてもらってますので。その辺のところを、また、お話が出ましたら前向きな検

討をしてあげてほしいなと思います。私も、これが必要かどうかも知りませんので、取りあえず、

そういうお耳に入れておきたいなという事柄でした。ありがとうございます。

それで、話が替わります。この小学校の分は、本当に教民の役をしていて、全く視察にも行け

ず、情報が分からない場合、小学校がすごくいいホームページをつくっておられますので、ほぼ

行事とか全部分かるので、ちょっと流して見ていたら引っかかったのを質問させてもらったとい

う感じなんですけれども、一番思ったのが、最初に言った少人数なんです。日吉津、本当に恵ま

れてっていうか、お世話になってっていうところだと思うけれども、理解があって、お金もたく
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さん使ってもらってますし、ありがたいことなんですけれども、これをちょっと反対、どうして

も、何か意地悪ではないですけれども、この少ない人数のときの反対のことをついつい考えてし

まう性格なんですけれども、目も届きますし、いいことですけれども、反対に、この少人数の中

で暮らしてしまうと、中学校も少なくなるといいんですけど、中学校はそうはいかないので、今

度は、大勢の中の自分というものに対して、今度は、自己アピールというのをしていかなきゃい

けなくなるというのがあると思うんですよ。今まで、何々君、何々ちゃんだって、確実に皆さん

が自分を知っているという状態から、自分をアピールしていかなきゃいけないという状況が出て

くると思うんです。これ、一番感じたのが、大分昔の話になるんですけども、保育所で、赤ちゃ

んの頃は、少ない人数ですけども、突然に、３歳ぐらいになると大人数の中に入るんですね、１

クラスになって、３０人ぐらいかな。そうしたときに、すごいおとなしかった子供が急に大きな

声でしゃべるようになったというのをすごい間近に見て、結局、自分をアピールしないと誰もこ

っちを向いてくれないっていうのが分かったみたいで、３歳ぐらいにしても。そういう、やっぱ

り、状態っていうのがあるので、これは、一番いいのは、小学校だけではなく、箕蚊屋中学校に

なりますけれども、中学校でもたしか少なくなっていく、１クラスがなっていくっていう状況、

まだなかったですか。

○議長（山路 有君） 横田教育課長。

○教育課長（横田 威開君） 松本議員さんの御質問にお答えします。

まず、箕蚊屋中学校の人数についてですが、今、県の方針として出ているものは、国の法改正

に伴って県の基準を下げるもので、その中に、中学校は盛り込まれていないので、今のところの

人数は変わらずです。ちなみに中学校は、１年生だけが３３人、２年と３年は３５人というふう

な基準を県は設けております。それで、少ない人数から多くなったのでというふうなことではあ

るんですが、小学校でも全ての教科がじゃあ１４人から２１人っていうわけではなくて、教科に

よっては、当然合同で行われる教科もございますし、そうした中で、中学校に行って、人数が、

当然１クラスの数は増えるんですが、生徒会であったりとか授業の中で、実際に、日吉津の出身

の子供たちが活躍している姿を目の当たりに見ることもございますので、その数の多さが問題に

なって力が発揮できないっていうことではないんでないかというふうには考えております。以上

です。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（５番 松本二三子君） 分かりました。多分、３５人ぐらいなら大丈夫かなと思います。

あと、理科の専科があったのがすごくびっくりしたんですけれども、理科っていうのは、中学
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校、高校ないし、実験とか、何だっけ、お魚の解剖とか、ああいうものが全くなくなっていって

いるという実情を聞いていたので、小学校で理科の専科の先生がおられるというのにすごくびっ

くりして、反対に、算数とか国語とかをもっと力を入れるんじゃないかなと思っていたので、そ

の辺、先ほど、こういう専科を理科にしましたっていうのは伺いましたので、ただ、ほかの学校

と全く違うっていうのにちょっと、多分、よそは、算数、国語に力を入れるんじゃないかなと思

ったんで、英語もそうですけれども、その中で、学科だから何とも言わない、理科が熟練の先生

で得意な先生がおられるっていうのと、２クラスが一緒にできるっていうのは、メリットだなっ

ていうのは分かりました。一つ、この流れなんですが、最近は、小学校はタブレットとかパソコ

ンも一生懸命してくださってますけれども、一番最近思うのが、字を書くっていうことです、反

対に、書き取り、もうパソコンなりタブレット、自分のことが一番なんですが、字が書けなくな

る。パソコンばっかりやってますと本当に字が書けなくなるので、この書き取りとか、低学年、

高学年全部ですけども、あと、自学っていうのが大きくなるとあったと思うんですけど、自主学

習ってやつです。これは、最近はやってるんですか。

○議長（山路 有君） 横田教育課長。

○教育課長（横田 威開君） 松本議員の御質問にお答えします。

自学というのも、宿題等の中で自主学習でされています。当然、その中では、タブレットを使

った学習というのも方法としてあるんですが、今のところは、やはり、学校が臨時休業という形

にはなってないので、ですから、実際にノートに書いてというふうな形では、先生からの宿題で

出されているところです。以上です。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（５番 松本二三子君） 何が言いたいかっていうと、パソコン、タブレット、力を入れて

くださるのはいいんです。ただ、やっぱり書き取り、字を書くっていうところが、一番今大丈夫

かっていうのはあるんですよ。というのが、本当、昔話ばっかりして申し訳ないんですけども、

うちの子供たちが１年生のときに、すっごい厳しい先生がおられまして、１年生の漢字なのに、

跳ねから払いから止め、全部ペケをした先生がおられまして、子供は、合ってるのに何で違うん

だっていうので、うちの子ではなかったんですが、お母さんがちょっと言ってこられた方があっ

て、小学１年生のうちからこんなに厳しくして、子供は、漢字を書くのが嫌いになったらどうす

るんだとかっていう話合いにまでなったと思うんですけれども、そのお母さんが、中学校に上が

ったらすごいありがたがられてたんです。小さいうちから、そういう漢字の止め、跳ね、払いま

できちっとしてくださったので、中学校ですごく褒められると、その学級の子たちは。そういう
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ことなんですね、結局。もう漢字が合ってればいいではなく、自学っていうのは、好きなことを

やっていくので、うちの子なんかそうだったんですけど、四角い升の中に同じ漢字をでえっと書

いていって出すとか、２ページ絵を描いた子供とかもいますし、あれはもう、個性だと思うので

全然いいと思うんですが、やっぱり漢字一つ、数字一つをすごく大事にしていかないと、大きく

なってからというのも変ですが、パソコンの字と、それこそタブレットの字とかも全く違うので、

ああいうきちっとしたところを、最近はどうなんでしょう、ああいうことは。

○議長（山路 有君） 横田教育課長。

○教育課長（横田 威開君） 松本議員の御質問にお答えします。

漢字等になると、特に低学年１、２年からの丁寧な指導っていうのは、その後にずっと続いて

いくものなので、重要になってまいります。１年生では、当然、先ほど言われたように、払い、

跳ねであるところ、その正しい字を書くことっていうことは、もう、本当に時間をかけて丁寧に

指導をされています。当然、高学年になるにつれて、習う漢字の数もどんどんどんどん増えてい

きますし、それだけ丁寧にはできなくなるんですが、そのためにも、低学年では、より丁寧な指

導はなされております。以上です。

○議長（山路 有君） 井田教育長。

○教育長（井田 博之君） 加えて答弁申し上げます。

少人数学級とは別に、学習支援員というのがおります。１年生の担当、２年生の担当というふ

うに、特に、低学年は、固定して学習支援員が１人で２つの学級を担当しております。特に、今

の細かいところ、跳ねだったりでありますとか、あるいは提出物でありますとか、授業のみなら

ず学校生活で、姿勢ですとか、いろんな細かいところを学習支援員が一人一人きめ細かく指導し

ています。それがとても大切で、それが高学年まできちんと席に座っているとか、そういうこと

に実はつながっているということがありまして、そのきめ細かな丁寧な指導は、これも予算化で

御理解いただいております学習支援員が配置されてるおかげが大きいなというふうに考えており

ます、という付け加えでございました。以上です。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（５番 松本二三子君） 今日は、そんなに細かいことを聞くつもりではなかったですけれ

ども、一番何が言いたかったかというと、本当に、このコロナのときに子供さんが、中学生だっ

たら、下手な話、１、２、３年、全部コロナだったというような、３年目ですので、そんなとき

なんだろうなと思って、小学生の子供さんも、どういう状況で生活されているのかなというのが

知りたくて、ホームページとかお便りとかを見ていたら、本当にいろいろな工夫をされて、それ
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なりにというか、いつもみたいな感じで活動されてるんじゃないかなというぐらいな中を見たの

で、すごく安心してよかったなと思ったので、今日は質問させてもらったんですけれども、その

中で、先ほどありました薬物乱用のお話です。これ、中学のときに、たしか保護者も一緒になっ

て聞いたような記憶があるので、多分、中学校のだったのかなと思ったんですけど、一番思った

のが、成人になるのが２０歳から１８歳になるというのを、下りてきているので、もしかして、

そういう自分で自分を守ること、通帳のこととか、ああいうお勉強もするそうですので、ああい

うことが中学校から小学校に下りてきたのかなとちょっと思ったもので、ああいうことではない

ですか。

○議長（山路 有君） 横田教育課長。

○教育課長（横田 威開君） 松本議員の御質問にお答えします。

実際に下りてきたというふうなことではなくて、指導要領等も踏まえて、指導する内容となっ

ているところで指導されているものです。それで、実際に、先日の薬物乱用防止教室の中で、６

年生たちがその後いろいろとまとめも行っていまして、県西部でも実際に中学生であったりとか、

そういう問題が起こっている状態であるっていうのを聞いて、もうやっといてよかったなという

反応が非常に多いというふうなことが分かっております。知らなかったでは終わらないようにと

いうふうなことでは、タイミングとしては、よかったんじゃないかなというふうに考えておりま

す。以上です。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（５番 松本二三子君） 本当に、もう小学生では早過ぎるっていうことがないので、どん

どんそういうのは教えていってあげないと、ネットにしろ何にしろ、情報過多っていうか、本当

に簡単に情報が得られるし、全部信じちゃうんですね、子供っていうのは。本当に、一つ押した

らもう大変なことになるっていうのが分からないことが、これは、私たちも一緒なんですけども、

本当に気をつけなきゃいけないなというのがあります。

そういうところで、しつこいようですけども、本当に、最近はスマホとかタブレットで分から

ない言葉が、先ほどから出てるデジタルの反対何だったっけ、ずっと思ってたのが、アナログっ

ていうのをふっと見たときに、ここからスマホが出せないっていうがすごくストレスだったんで

すけども、すぐにも調べたいっていう感じだったんですけども、あれの癖も大人のほうもついて

しまっていて、子供も当たり前みたいなんですが、ちょっとテレビを見たときに、同じ分からな

い言葉をスマホで探すのと、辞書をわざわざ引くっていうのとでは、脳が働くのが全く違うって

いうのが出てまして、あれから辞書を引こうか、ちょっと思うんですけども、最近辞書がどこに
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行ったかも分からなくなってしまったので、なかなか難しいんですけれども。やっぱり目だけで

見るそうなんですね、スマホで引くと。だから、脳に全くその情報が行かないっていうのがあっ

たので、言葉が分からなかったときに、スマホを使うのではなく、やっぱり、辞書を１つずつ引

いていくのがいいんだなっていうのをこの間テレビで見た、あと、忘れにくいそうなんです。そ

ういうとこは、やっぱり違うんだなと思って考えていました。なので、その辺もやっぱり小学生

さんも、タブレットなりスマホなりは、いいことなんですけれども、辞書を引く、本を読むって

いうことは、やっぱり続けていかなきゃいけないかなと、ちょっと、自分のことと同じように思

いました。

あと、英語の先生ですけれども、よく分かったんで、ＡＬＴさん替わっておられると思うんで

す。今日、村報に英語教室みたいなのを、村民さん、あえて伝えてないんだ、何でしょう、にす

るっていう、あの方がＡＬＴの方ですか。あっ、そうなんですね、また同じように、じゃあ村民

さんと一緒になって英語を楽しんでいただくということで、よかったです。

あとは、よかったですし、やっぱり、大体聞きたいことは聞いたんですけれども、本当に後で、

聞いたことは聞いたんですが、大分、教育長さんがお話ししていただけましたので、やっぱり、

コロナの先ほどのことですけれども、これはもうコロナ下ではなく、ウィズコロナでいくしかな

いって、ちょっと、大きな声で言ってはいけないかもしれませんけど、そうなってきているとこ

ろがあるんですけれども、保護者さん的には、やっぱり、あまり聞くのもなんですけれども、小

学生の中には、消毒が駄目とか、ああいった子供さんは、日吉津小学校にはおられないですか。

手が荒れるとか、マスクが駄目とかっていう感じの困り事っていうのはないですか。

○議長（山路 有君） 横田教育課長。

○教育課長（横田 威開君） 松本議員の御質問にお答えします。

消毒によるアレルギーであったりとか、それからマスクによるかぶれであったりとか、その生

活の困難さっていうふうなことについては、１件も聞いてはおりません。以上です。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（５番 松本二三子君） しつこいようですけど、少人数クラスのこと、本当に日吉津は、

前からたくさん補助を出していただいておるから知ってるんですけれども、この県とか国が動き

出したっていうことで、反対にこれは、どちらかというと、県、国が日吉津に追いついてきたな

っていうイメージを持っているんですけども、本当にありがたいことだと思いますので、十分使

っていただきたいと思います。また、微妙な９分ですね。

あとは、ここは、最後に教育長、１０分近くあるんで、何かありましたらお願いします。
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○議長（山路 有君） 井田教育長。

○教育長（井田 博之君） 御質問はないかもしれませんが、県内のある市の教育長と話をしてい

るときに、少人数学級について、ある程度の人数がいないと集団の中での自分の位置とか立場と

か、集団の中でどう過ごすかとかいうことに、そういう経験が少なくなってしまうのではないか、

少な過ぎてもいけないんじゃないかという意見が聞かれることがあります。しかし、その教育長

は、自分は、山のほうの学校で同級生は１０人足らずだった。その人数によって、人数の多い少

ないによって能力が発揮されるされないということが、全くないとは言いませんが、それ以上に、

やっぱり個人一人一人の学習の履歴でありますとか、周囲の関わりでありますとか、友達同士と

の関わりでありますとか、いろんなことで子供の能力は発揮されていく、成長していくのであっ

て、人数だけで、多いからいけん、少ないからいいというふうにも言えないし、人数だけの問題

じゃないと。その関わり方や、その子にとって周囲の環境がどうかということが重要なんだとい

うふうに、自分のことを例に出しながら言っていたのを、ずっと覚えてるんですけども、確かに

そうだなということで、人数が少なければ、きめ細かくフォロー、支援できます。それは、やっ

ぱり人数が少ないほうがいいです。特に低学年ということです。ただ今後、３年生以上は、学習

内容がぐっと増えてスピードもアップしますので、実は３年以上も、ある程度、支援員がいたほ

うがいいなというふうには思っているとこでございます。特に低学年は、今さっき言いましたよ

うに必要だというふうに思います。きめ細かなフォローをするということと、人数が多ければ駄

目、少なければいいというだけのことではなくて、少なくてもいろんな関わりを工夫しなきゃい

けないしということだなというふうに、印象深く、ちょっとその話を聞いたもんですから、御紹

介いたしました。以上です。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（５番 松本二三子君） 本当にいい話を聞きました。

最後、ちょっとあるので、自分の話をしますと、私は、ひのえうまの生まれですので、すばら

しく少人数だったんです、ずっと。なので、その頃はちょっと、何ていうんでしょう、いい先生

でしたので、学級会ばっかりしてたんです。何かあれば学級会をして、何かあればみんなで決め

ようということで、ずっと誰かに対してしゃべって自分の意見を通そうということばっかりして

いたので、今議員になって、そのことがすごく役に立っているなと思うんですけども、やっぱり

ああいうことも、学校の授業ばっかりじゃなくて、本当１７人ぐらいだったと思うんですけど、

１クラスが、本当にそういうことばっかりさせてもらいましたので、やっぱり、大きくなってか

らではないですけれども、大人になってよかったなと思うこともありますけれども、同じ２クラ
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スだったんです、１７人で。だけど、隣の学級は、たしか、算数とか国語ばっかりやってたなと、

ちょっと思うので、やっぱりクラス担任の先生の力も大きいのかなってちょっと思うんですけど

も、人数多い少ないではなく、やっぱりそういうことがあると思いますので、頑張っていってい

ただきたいと思いますけれども。５分余ります。教育長と久しぶりにお話をした気がしますので

よかったと思います。これで終わります。

○議長（山路 有君） 以上で、５番、松本二三子議員の一般質問を終わります。

・ ・

○議長（山路 有君） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。御苦労さまでした。

午後４時３０分散会
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